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第３次船橋市障害者施策に関する計画の進捗状況の

管理及び評価 

 

 第３次船橋市障害者施策に関する計画は、障害者基本法第１１条第３項に基

づく市町村障害者計画であり、船橋市における障害のある人のための施策の最

も基本的な計画として、また障害福祉サービスや相談支援、地域生活支援事業

の提供体制の確保を目的とし、就労や社会参加の促進、自立支援の充実などを

図るため、平成２７年２月に策定しました。 

本計画の着実な推進を図るため、毎年度の実施状況を把握・評価を行います。 
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第３次船橋市障害者施策に関する計画の重点課題の

取組みについて 

（計画書４・５ページ） 

重点課題① 地域包括ケアシステムの推進 

 社会における高齢化が進む中、船橋市においても住み慣れた地域で暮らして

いきたいと望んでいる多くの高齢者の要望に応えることを喫緊の課題として捉

え、特に高齢者を対象とし、地域の包括的な支援・サービス提供体制である地

域包括ケアシステムの構築に取り組んでいます。 

 住み慣れた地域で暮らすための地域包括ケアの考えは障害のある人に対して

も普遍的なものであり、障害者の高齢化や重度化、「親亡き後」を見据え、障害

者が船橋市内で安心して暮らし続けられるよう、様々な支援を切れ目なく提供

し、障害者の生活を地域全体で支援する地域生活支援拠点事業を平成３２年度

までに実施することを目指しております。 

重点課題② 高齢化への対応 

 障害のある人自身の高齢化、また、その保護者の高齢化に伴い、親亡き後の

不安を解消するための取組みを行っていく必要があります。 

 グループホームは障害のある人の地域生活の住まいの場として重要な役割を

担っており、新規の設置や安定的な運営のための運営費に対する補助などを行

っているほか、平成２８年からは新規に開設するグループホームに対してのス

プリンクラー整備に対する補助の制度を新たに設け補助を行いました。 

また、物事を判断する能力が十分でない知的障害者や精神障害者等を保護し、

支援するための制度である「成年後見制度」の相談や法人後見等を船橋市障害

者成年後見支援センターで行っております。船橋市障害者成年後見支援センタ
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ーに対する相談件数が増加していることから、平成２８年度に支援員の増員を

行いました。 

介護保険制度と障害福祉サービスの併給について、障害福祉サービスの短期

入所を利用している障害者が介護保険制度の該当となった場合、短期入所につ

いて、介護保険サービスに「障害福祉サービスに相当するサービスがある」場

合として、介護保険との併給を認めておりませんでした。 

このことについて、介護保険移行後も、環境の変化への対応が困難な障害者

が引き続き障害福祉サービスの短期入所を継続して利用することの必要性があ

るのではないかとの意見が地域移行福祉サービス部会で出されたことから、そ

こでの議論を踏まえ、平成２８年４月１日より、介護保険制度と障害福祉サー

ビスの短期入所の併給を、一定の要件を満たす場合に限り認めるという船橋市

障害福祉サービス支給決定基準の一部改正を行いました。 

重点課題③ 就労支援の推進 

 障害のある人の自立支援の観点から就労に対する支援を行うということは重

要です。引き続き自立支援協議会の課題別専門部会である就労支援部会を中心

に、就労支援の取組について協議を行いました。 

 就業面及び生活支援における一体的な相談支援を行う機関である、障害者就

業・生活支援センターに対して、引き続き支援員増員のための補助を行い、機

能強化を図りました。 

 関係機関の連携強化として、市内の就労移行支援事業所に対して実施したア

ンケート結果や意見交換会の結果を受け、就労支援の現場の意見や市が行って

いる職場実習先開拓員が開拓した実習先の情報の共有等を行うため、平成２８

年度より市内の就労移行支援事業所、障害者就業・生活支援センター及び行政

を構成員とする就労移行支援事業所連絡会が発足しました。  
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各論及び推進体制の評価及び今後の方向性について 

 

 第 3 次船橋市障害者施策に関する計画では施策の体系として、「第 1 章生活

支援」、「第 2章保健・医療」、「第 3章教育、文化芸術活動・スポーツ、国際交

流等」、「第 4章雇用・就業、経済的自立の支援」、「第 5章生活環境」、「第 6章

安全・安心」、「第 7章差別の解消及び権利擁護の推進」と施策を７つに整理し、

それらを推進するための「推進体制」について記載しました。 

 各施策及び推進体制についての所管課（図書館は西図書館、公民館は各基幹

公民館）の評価及び今後の方向性については以下の表のとおりです。 

 

＝評価基準＝ 

A：概ね順調に達成している。 

B：計画の進捗状況について改善・工夫が必要である。 

C：根本的な見直しが必要である。 

D：実施していない・評価できない。 

完了：目的を達成したため、事業を完了した。 
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＜評価の内訳＞ 

 

 A B C D 完了 合計 

第 1章 

55 

（91.7％） 

4 

（6.7％） 

0 

（0％） 

1 

（1.7％） 

0 

（0％） 

60 

（100％） 

第 2章 

50 

（96.2％） 

1 

（1.9％） 

0 

（0％） 

0 

（0％） 

１ 

（1.9％） 

52 

（100％） 

第 3章 

45 

（73.8％） 

8 

（13.1％） 

2 

（3.3％） 

5 

（8.2％） 

1 

（1.6％） 

61 

（100％） 

第 4章 

22 

（88.0％） 

1 

（4.0％） 

1 

（4.0％） 

1 

（4.0％） 

0 

（0％） 

25 

（100％） 

第 5章 

15 

（71.4％） 

4 

（19.0％） 

1 

（4.8％） 

1 

（4.8％） 

０ 

（0％） 

21 

（100％） 

第 6章 

15 

（100％） 

0 

（0％） 

0 

（0％） 

0 

（0％） 

0 

（0％） 

15 

（100％） 

第 7章 

22 

（95.7％） 

1 

（4.3％） 

0 

（0％） 

0 

（0％） 

0 

（0％） 

23 

（100％） 

推進体制 

25 

（80.6％） 

3 

（9.7％） 

0 

（0％） 

3 

（9.7％） 

0 

（0％） 

31 

（100％） 

合 計 

249 

（86.5％） 

22 

（7.6％） 

4 

（1.4％） 

11 

（3.8％） 

2 

（0.7％） 

288 

（100％） 
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＜今後の方向性の内訳＞ 

 

 拡大 継続 縮小 廃止 完了 合計 

第 1章 

5 

（8.3％） 

55 

（91.7％） 

0 

（0％） 

0 

（0％） 

0 

（0％） 

60 

（100％） 

第 2章 

2 

（3.8％） 

49 

（94.3％） 

0 

（0％） 

0 

（0％） 

1 

（1.9％） 

52 

（100％） 

第 3章 

4 

（6.6％） 

56 

（91.8％） 

0 

（0％） 

0 

（0％） 

1 

（1.6％） 

61 

（100％） 

第 4章 

2 

（8.0％） 

23 

（92.0％） 

0 

（0％） 

0 

（0％） 

0 

（0％） 

25 

（100％） 

第 5章 

0 

（0％） 

21 

（100％） 

0 

（0％） 

0 

（0％） 

0 

（0％） 

21 

（100％） 

第 6章 

0 

（0％） 

15 

（100.0％） 

0 

（0％） 

0 

（0％） 

０ 

（0％） 

15 

（100％） 

第 7章 

0 

（0％） 

23 

（100％） 

0 

（0％） 

０ 

（0％） 

0 

（0％） 

23 

（100％） 

推進体制 

1 

（3.2％） 

30 

（96.8％） 

0 

（0％） 

0 

（0％） 

0 

（0％） 

31 

（100％） 

合 計 

14 

（4.9％） 

272 

（94.4％） 

0 

（0％） 

0 

（0％） 

2 

（0.7％） 

288 

（100％） 
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成果目標の評価及び今後の方向性について 

 

 第 3 次船橋市障害者施策に関する計画では成果目標として１９の数値目標を

掲げました。平成 2８年度の実績及び評価、今後の方向性については８２ペー

ジから記載されています。 

所管課の評価及び今後の方向性については以下の表のとおりです。 

 

＜評価の内訳＞ 

 

 A B C D 完了 合計 

成果目標 
13 

（59.1％） 

8 

（36.4％） 

０ 

（0％） 

1 

（4.5％） 

0 

（0％） 

22 

（100％） 

 

＜今後の方向性＞ 

 

 拡大 継続 縮小 廃止 完了 合計 

成果目標 
7 

（31.8％） 

15 

（68.2％） 

0 

（0％） 

0 

（0％） 

0 

（0％） 

22 

（100％） 

 



  

  



  

 

 

 

 

進捗状況調査結果一覧 



 



 

 

 

第１章 

生 活 支 援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 1 1

１．船橋市自立支援協議会によ
る障害のある人への支援体制の
整備

①関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域に
おける障害者等への支援体制に関する課題について情
報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るととも
に、地域の実情に応じた体制の整備についての協議を
船橋市自立支援協議会にて行っています。

①船橋市自立支援協議会にて課題別専門部会の報告等
を踏まえた検討を行い、障害福祉施策に関する協議を
行うとともに、関係機関等の相互の連絡や障害者施策
等に関する情報共有を図ることにより、連携の緊密化
や地域の実情に応じた体制の整備を図ります。
また、住み慣れた地域で暮らすための地域包括ケア

の取組を進めるため、専門部会において障害のある人
の地域生活を支援する相談支援事業所や地域生活支援
拠点等との包括的ネットワーク作りを検討します。

2 1 1

１．船橋市自立支援協議会によ
る障害のある人への支援体制の
整備

②船橋市自立支援協議会に専門部会を設置し、課題別
の検討事項について協議を行っています。

②課題別専門部会にて障害者支援等における課題等を
共有するとともに、改善方策について協議を行い、船
橋市自立支援協議会への報告を通じて施策の立案や改
善に結び付けます。

3 1 1

１．船橋市自立支援協議会によ
る障害のある人への支援体制の
整備

②船橋市自立支援協議会に専門部会を設置し、課題別
の検討事項について協議を行っています。

②課題別専門部会にて障害者支援等における課題等を
共有するとともに、改善方策について協議を行い、船
橋市自立支援協議会への報告を通じて施策の立案や改
善に結び付けます。

4 1 1

２.相談支援体制の構築 船橋障害者相談支援事業所連絡協議会において、各相
談支援事業に係る諸問題の検討及び研究、関係機関・
団体等のネットワークづくりなど相談支援体制の構築
を図っています。

船橋障害者相談支援事業所連絡協議会での研修会や
制度の研究を通じて相談支援体制の質的向上を図りま
す。

5 1 1

２.相談支援体制の構築 船橋障害者相談支援事業所連絡協議会において、各相
談支援事業に係る諸問題の検討及び研究、関係機関・
団体等のネットワークづくりなど相談支援体制の構築
を図っています。

船橋障害者相談支援事業所連絡協議会での研修会や
制度の研究を通じて相談支援体制の質的向上を図りま
す。

6 1 1

３．計画相談支援の推進 平成２６年度末までに障害福祉サービス利用者の
サービス等利用計画及び障害児利用計画の作成が求め
られており、利用者に対して個別に勧奨するなど計画
相談支援を推進しています。

利用者に対しては、市のホームページや障害福祉のし
おり、ケースワーカーなどを通じて周知を行い、障害
のある人や障害のある子どもとその家族に対する計画
相談支援の充実に努めていきます。サービス等利用計
画の作成を行う指定特定相談支援事業所及び障害児相
談支援事業所の整備に当たっては、相談支援事業所の
集まりである、「船橋障害者相談支援事業所連絡協議
会」、社会福祉法人で構成されている「船橋市障害福
祉施設連絡協議会」、NPO法人等で構成される「船橋
障がい者地域福祉連絡会」などと連携を図りながら、
指定特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所の
整備に取り組みます。

7 1 1

３．計画相談支援の推進 平成２６年度末までに障害福祉サービス利用者の
サービス等利用計画及び障害児利用計画の作成が求め
られており、利用者に対して個別に勧奨するなど計画
相談支援を推進しています。

利用者に対しては、市のホームページや障害福祉のし
おり、ケースワーカーなどを通じて周知を行い、障害
のある人や障害のある子どもとその家族に対する計画
相談支援の充実に努めていきます。サービス等利用計
画の作成を行う指定特定相談支援事業所及び障害児相
談支援事業所の整備に当たっては、相談支援事業所の
集まりである、「船橋障害者相談支援事業所連絡協議
会」、社会福祉法人で構成されている「船橋市障害福
祉施設連絡協議会」、NPO法人等で構成される「船橋
障がい者地域福祉連絡会」などと連携を図りながら、
指定特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所の
整備に取り組みます。

8 1 1

４．基幹相談支援センター「ふ
らっと船橋」による相談支援の
充実

平成２４年１０月より基幹相談支援センターとして、
地域の相談支援の中核的な役割を担っています。

障害者（児）総合相談支援事業により設置している
基幹相談支援センター「ふらっと船橋」を軸に、相談
支援における困難事例への助言、関係者間の連携・調
整など相談支援体制の充実を図ります。

9 1 1

５．障害者相談員による相談の
実施

身体障害者相談員及び知的障害者相談員による相談
を行っています。

障害者相談員に対する研修を定期的に実施し、障害
のある人やその家族にとって身近な地域で相談できる
障害者相談員による相談の充実を図ります。

10 1 2

１．障害福祉サービス等の充実 　障害のある人の個々のニーズや実態に応じ障害福祉
サービス等の支援を行っています。

サービス等利用計画を活用して、障害のある人の個々
のニーズや実態に応じた適切な障害福祉サービス等の
利用の推進を図ることにより、障害のある人が地域に
おいて自立した生活を送れるよう支援していきます。
特に短期入所の需要は高く、社会福祉法人等で構成さ
れている「船橋市障害福祉施設連絡協議会」に対して
医療的ケアが必要な人も含め、受け入れ先の確保に向
けた働きかけを行うほか、事業者が整備を行う際に
は、その整備費について補助を行います。

11 1 2

２.難病患者に対する障害福祉
サービス等の支援

　平成２５年４月の障害者総合支援法の改正により、
難病患者も障害福祉サービス等の対象となる障害者の
範囲に難病患者が含まれることになり、難病患者に対
しても障害福祉サービス等の支援を行っています。

難病患者に対する障害福祉サービス等の周知を行うと
ともに支援を推進します。
また対象疾患拡大の等の動きにも適切に対応しま

す。

12 1 2

３．重度重複化への対応 　障害の重度化・重複化に対応するため、専門職員の
配置を行っています。

サービスの継続性の観点から、障害の重度化・重複
化に対応するため専門職員を配置します。

整理
番号

章 課題 項目 （計画策定時の）現状 （計画策定時の）施策の方向性
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第３次船橋市障害者施策に関する計画　【第１章　生活支援】　平成２８年度進捗状況
今後の

評価 実績（平成27年度） 評価 実績（平成28年度） 方向性

A

平成２７年度は、年３回自立支援協議会を開催し、地
域包括ケアシステムについての情報共有や障害者差別
解消など障害福祉施策に係る検討を行い、関係機関間
の連携強化を図った。

A

自立支援協議会を３回開催し、障害者差別解消など障
害福祉施策に係る検討や情報共有を行い、関係機関間
の連携強化を図った。

継続 障害福祉課

A

４部会（就労、地域移行・福祉サービス、権利擁護、
障害児）平均３回ずつ開催し、自立支援協議会におい
て議論の進捗状況を報を行った。
介護保険制度との併給ができない障害福祉サービスの
短期入所について、環境変化への対応が困難な障害者
が障害福祉施設から介護保険施設への移行が難しいた
め、引き続き障害福祉サービスの利用を希望する事例
が報告されていることから現状の課題を整理した。

A

４部会（就労、地域移行・福祉サービス、権利擁護、
障害児）を平均３回ずつ開催し、自立支援協議会にお
いて議論の進捗状況を報告を行った。
権利擁護部会において障害者差別解消支援地域協議会
の設置や、障害児部会においてライフサポートファイ
ルの作成などの議題について検討した。
市内日中一時支援事業所に、指導監査課を通して送迎
時の注意喚起を行った。

継続 障害福祉課

Ａ

障害児部会を３回開催し、議題について検討を進め
た。

A

障害児部会を４回開催し、議題について検討を進め
た。

継続 療育支援課

A

基幹相談支援センター「ふらっと船橋」を中心に船橋
障害者相談支援事業所連絡協議会において、計画相談
支援に関する問題点の検討や情報共有を行い、「船橋
市障害者相談支援ガイドライン」を協同して作成する
など、地域における相談支援体制の構築に寄与した。

A

基幹相談支援センター「ふらっと船橋」を中心に船橋
障害者相談支援事業所連絡協議会において、計画相談
支援に関する問題点の検討や情報共有を行った。緊急
時の短期入所などの福祉サービスの利用などについ
て、相談支援事業所と短期入所等を行う事業所間での
協議の場が持たれた。

継続 障害福祉課

Ａ

概ね２ヶ月に１度船橋障害者相談支援事業所連絡協議
会を開催。「船橋市障害児相談支援ガイドライン」を
作成した。

A

概ね２ヶ月に１度船橋障害者相談支援事業所連絡協議
会を開催した。

継続 療育支援課

A

障害福祉サービスの新規申請者や既存の受給者のうち
セルフプラン提出者については、ケースワーカーが計
画相談支援の作成についての勧奨を行っている。

A

障害福祉サービスの新規申請者や既存の受給者のうち
セルフプラン提出者については、ケースワーカーが計
画相談支援の作成についての勧奨を行ったほか、サー
ビス継続時の書面や新規サービス利用時の案内にて計
画相談の利用を推進した。平成２８年３月末時点にお
いて、障害福祉サービス受給者数2,820人に対して計
画相談支援決定者が1,422人（50.43％）であった
が、平成29年3月末時点では障害福祉サービス受給者
数3,024人に対して計画相談支援決定者が1,633人
（54％）と増加している。

継続 障害福祉課

Ｂ

利用者に対しては、受給者証の新規作成、更新案内時
に周知を行い、障害児相談支援の決定件数を増加させ
た。しかし、障害児相談支援事業所が不足している状
況は継続している。

B

利用者に対しては、受給者証の新規作成、更新案内時
に周知を行い、障害児相談支援の決定件数を増加させ
た。しかし、障害児相談支援事業所が不足している状
況は継続している。

拡大 療育支援課

A

相談回数：６，６０５回　新規相談：２２８人
相談員の欠員時期があったものの、新規相談者の受け
入れはほぼ前年度と変わらない水準で相談を受けた。
また、基幹相談支援センターとして触法障害者等の困
難事例等の対応も行った。

A

相談回数：6,170回　新規相談：273人
相談員の欠員時期があったため、相談回数自体は減少
したが、新規相談者の受け入れは前年度より多くなっ
た。また、基幹相談支援センターとして触法障害者等
の困難事例等の対応も行った。

継続 障害福祉課

A

身体障害者相談員：２９１件
知的障害者相談員：４７件
身体障害者福祉センター、ＦＡＣＥ、また電話等で市
民からの相談に対応した。

A

身体障害者相談員：１６４件
知的障害者相談員：３８件
身体障害者福祉センター、ＦＡＣＥ、また電話等で市
民からの相談に対応した。

継続 障害福祉課

Ａ

船橋障害者相談支援事業所連絡協議会や船橋市障害福
祉施設連絡協議会を通じて相談支援体制の充実及び施
設整備についての働きかけを行った他、事業所が整備
を行う際に補助金を交付した。

Ａ

船橋障害者相談支援事業所連絡協議会や船橋市障害福
祉施設連絡協議会を通じて相談支援体制の充実及び施
設整備についての働きかけを行った他、事業所が整備
を行う際に補助金を交付した。
交付件数：3件
補助額：49,444千円

継続 障害福祉課

A

平成２７年７月１日より、障害者総合支援法の対象と
なる難病が３３２疾病に拡大され、障害福祉サービス
等の周知を行った。

A

難病患者に対する障害福祉サービス等の周知を行うと
ともに支援を推進した。

継続 障害福祉課

Ａ

重度身体障害者が多く通所する生活介護事業所に対
し、職員の加配に係る運営費の一部について補助金を
交付した。

A

重度身体障害者が多く通所する生活介護事業所に対
し、職員の加配に係る運営費の一部について補助金を
交付した。
補助額：3,489,993円

継続 障害福祉課

担当課
進捗状況（平成２７年度） 進捗状況（平成２８年度）
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整理
番号

章 課題 項目 （計画策定時の）現状 （計画策定時の）施策の方向性

13 1 2

３．重度重複化への対応 　障害の重度化・重複化に対応するため、専門職員の
配置を行っています。

サービスの継続性の観点から、障害の重度化・重複
化に対応するため専門職員を配置します。

14 1 2

４．高齢化への対応 　障害のある人の高齢化に対して、介護保険サービス
等への切り替えがスムーズに行われるよう関係機関と
の連携を図っています。

介護保険サービス等への切り替えがスムーズに行え
るよう関係機関との連携を図るとともに、高齢化に対
する課題の把握に努めていきます。
また親亡き後の不安の解消の取組として、地域での

生活の場であるグループホームの整備や将来に渡りさ
まざまなサービスの提供や行政への手続きが行えるよ
う成年後見制度の利用の推進を図ります。

15 1 2

４．高齢化への対応 　障害のある人の高齢化に対して、介護保険サービス
等への切り替えがスムーズに行われるよう関係機関と
の連携を図っています。

介護保険サービス等への切り替えがスムーズに行え
るよう関係機関との連携を図るとともに、高齢化に対
する課題の把握に努めていきます。
また親亡き後の不安の解消の取組として、地域での

生活の場であるグループホームの整備や将来に渡りさ
まざまなサービスの提供や行政への手続きが行えるよ
う成年後見制度の利用の推進を図ります。

16 1 2

５.困難事例への対応について 多動、自傷、異食等、生活環境への著しい不適応行動
を頻回に示すため、適切な指導・訓練を行わなければ
日常生活を営む上で著しい困難があると認められた強
度行動障害者の支援を行う施設に対して、市独自に運
営費の補助を行っています。

強度行動障害者の支援を行う施設の支援については、
適宜見直しを図り、適切な支援を行います。
また矯正施設（刑務所、少年刑務所、拘置所等）を退
所した障害のある人に対する支援についても検討しま
す。

17 1 2

６．グループホームの充実 ①地域移行の推進を図るため、グループホームの整備
費の補助を行っています。
　グループホームについては消防法、建築基準法上の
様々な課題がありますが、それらの問題に対し、関係
機関・関係部局と連携を図りながら、問題の解決に取
り組んでいます。

①既存のグループホームの適正化を図るとともに、地
域移行の推進のため、新たなグループホームの新規設
置について検討を行い、必要に応じた整備費の補助を
行います。

18 1 2

６．グループホームの充実 ②障害のある人の自立支援に寄与するため、グループ
ホームの運営費の補助を行っています。

②障害のある人の自立に寄与するために、グループ
ホームの運営費の補助は、障害福祉サービス等に係る
報酬改定等の社会情勢の変化に応じて検討を行い、推
進します。

19 1 2

７．福祉ホーム・生活ホームに
よる支援

福祉ホーム・生活ホームにより障害のある人への居
室提供及び日常生活に必要な支援を行っています。

福祉ホーム・生活ホームによる居室の提供及び日常
生活の援助を行っていきます。
また生活ホームについてはグループホームへの移行

を図ります。

20 1 2

８．グループホーム等入居者家
賃補助の実施

障害のある人の自立を促進するため、グループホー
ム・生活ホームの家賃の一部を補助しています。

グループホーム・生活ホームの家賃補助を行うことに
より、障害のある人のグループホーム・生活ホームで
の生活を支援し、障害のある人の地域移行を推進しま
す。

21 1 2

９．生活訓練等事業の推進 視覚障害者、特に中途失明者に対し、日常生活に必
要な相談・訓練指導を行うことにより、視覚障害者の
自立社会参加の促進を図っています。

生活訓練等事業については、視覚障害者の状況に合
わせた相談・訓練指導を実施し、その利用の推進を図
りながら、視覚障害者の自立社会参加の促進を図りま
す。

22 1 2

１０．障害児等療育支援事業の
推進

在宅の障害児（者）の地域における生活を支えるた
め、身近な地域で療育指導・相談等により、各種福祉
サービス提供の援助・調整等を行っています。

障害児等療育支援事業を推進します。
障害福祉サービスの利用を促進する観点から、障害

児等療育支援事業の受託事業所数の増加を図るなど、
障害のある人とその家族が利用しやすい環境整備を推
進します。

23 1 2

１１．精神障害者の社会復帰施
策の推進

回復途上の精神障害者の社会生活への適応力を高め
ることなどを目的に、デイケアクラブを実施していま
す。

デイケアクラブを実施し、精神障害者の社会復帰を支
援します。

24 1 2

１２．一時介護の実施 障害のある人が福祉施設などに有料で一時的な介護を
委託した場合、その費用の一部を助成することによ
り、障害のある人及びその保護者の福祉の増進を図っ
ています。

心身障害者を介護している保護者が居宅での介護が一
時的に困難となった場合又は心身障害者が介護を一時
的に必要とした場合に、一時介護の費用の一部を助成
することにより、障害のある人及びその保護者の福祉
の増進を図ります。

25 1 2

１３．日中一時支援事業の充実 障害のある人の日中における活動の場を確保すると
ともに、障害のある人の家族の就労支援及び障害のあ
る人を日常的に介護している家族の一時的な休息等の
ための支援を行っています。

児童福祉法の児童通所支援事業の実施状況を踏まえ
つつ、日中一時支援を継続して実施し、障害のある人
の日中活動の場の確保、障害のある人の就労支援、障
害のある人の家族の一時的な休息等の支援を行いま
す。

26 1 2

１４．重度身体障害者等入浴
サービス事業の充実

重度障害者等の居宅を訪問し、浴槽を提供して行わ
れる入浴の介護を行っています。

自宅での入浴が困難な重度障害者等に対して、保健
衛生の向上と介護者の負担軽減を図る重度身体障害者
等入浴サービス事業を継続して実施します。

27 1 2

１５．障害者等移動支援事業の
充実

屋外での移動が困難な障害のある人が、社会生活上
必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加のための外
出の支援を行っています。

障害のある人の社会参加等の観点から、障害のある
人の移動支援が不可欠であることから、障害のある人
が必要な場面で移動支援を受けられるよう移動支援事
業を継続して実施します。
また、利用実態に合わせた利用方法について継続して
検討します。
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第３次船橋市障害者施策に関する計画　【第１章　生活支援】　平成２８年度進捗状況
今後の

評価 実績（平成27年度） 評価 実績（平成28年度） 方向性
担当課

進捗状況（平成２７年度） 進捗状況（平成２８年度）

A

こども発達相談センターでは、未就学のお子さんの発
達に関する様々な相談に対応するため、心理発達相談
員・保育士・作業療法士・理学療法士・言語聴覚士を
配置した。また、簡易マザーズホームにおいては、肢
体不自由のお子さんに対応するため、保育士のほか理
学療法士・看護師・作業療法士・物理療法士を配置し
た。

A

こども発達相談センターでは、未就学のお子さんの発
達に関する様々な相談に対応するため、心理発達相談
員・保育士・作業療法士・理学療法士・言語聴覚士を
配置した。また、簡易マザーズホームにおいては、肢
体不自由のお子さんに対応するため、保育士のほか理
学療法士・看護師・作業療法士・物理療法士を配置し
た。

継続 療育支援課

Ａ

６５歳到達時に介護保険サービスへの切り替えをス
ムーズに行うため、６５歳到達の９０日前より要介護
認定申請を受付け対応している。

A

65歳到達時に介護保険サービスへの切り替えをスムー
ズに行うため、６５歳到達の９０日前より要介護認定
申請を受付け対応している。
平成２８年度　９０日前申請受付　１７件

継続 介護保険課

A

その年度に６５歳を迎える障害福祉サービス利用者
を把握し、介護保険サービス等への切り替えがスムー
ズになるよう、申請手続き等について関係機関等と連
携を図っている。
また成年後見制度の利用について、必要に応じ案内

を行うなど推進を図っている。
A

その年度に６５歳を迎える障害福祉サービス利用者を
把握し、介護保険サービス等への切り替えがスムーズ
になるよう、申請手続き等について関係機関等と連携
を図っている。
また、成年後見制度の利用について、必要に応じ案内
を行うなど推進を図っている。

継続 障害福祉課

Ｂ

強度行動障害加算事業補助金、短期入所特別支援（強
度行動障害）加算事業補助金の交付を行っている。

B

強度行動障害加算事業補助金、短期入所特別支援（強
度行動障害）加算事業補助金の交付を行った。
〇 強 度 行 動 障 害 加 算 事 業 補 助 金 （ 補 助 額 ：
13,206,702円）
〇短期入所特別支援（強度行動障害）加算事業補助金
（補助額：9,850,640円）

継続 障害福祉課

Ａ

スプリンクラー設備の設置が必要な障害者グループ
ホームに対し、整備費の補助金の交付を行っている。

Ａ

スプリンクラー設備の設置が必要な障害者グループ
ホームに対し、整備費の補助金の交付を行った。
（既存）交付件数：6件（うち､2件は前年度から繰
越）
（既存）補助額：16,700千円（うち､7,154千円は前
年度から繰越）
（新規）交付件数：2件
（新規）補助額：3,700千円

継続 障害福祉課

Ａ

グループホームの運営費及び開設費の補助金の交付を
行っている。

Ａ

グループホームの運営費及び開設費の補助金の交付を
行った。

継続 障害福祉課

Ａ

福祉ホームによる居室の提供により、日常生活の援助
を行った。
また、生活ホームに対し、運営費補助金を交付すると
ともに、グループホームへの移行を図った。

Ａ

福祉ホームによる居室の提供により、日常生活の援助
を行った。
入居者：8人（平成28年4月1日）
また、生活ホームに対し、運営費補助金を交付した。

継続 障害福祉課

A

グループホーム・生活ホーム入居者に対しの家賃の一
部を補助し、障害のある人の地域移行を推進した。

A

グループホーム・生活ホーム入居者に対しの家賃の一
部を補助し、障害のある人の地域移行を推進した。

継続 障害福祉課

A

視覚障害者からの相談を受けたり、個々の状況に合わ
せた訓練指導を実施し、視覚障害者の自立や社会参加
の促進を図った。

A

視覚障害者からの相談を受けたり、個々の状況に合わ
せた訓練指導を実施し、視覚障害者の自立や社会参加
の促進を図った。

継続 障害福祉課

A

市内外の7事業所に委託し、相談支援を行った。なお、
29年度は受託事業所が増える予定。
相談件数　外来…66件　　訪問…36件
決算額　495,540円

A

市内外の7事業所に委託し、相談支援を行った。なお、
29年度は受託事業所が１か所増え８事業所となってい
る。
相談件数　外来…73件　　訪問…23件
決算額　468,270円

継続 障害福祉課

B

市内ボランティア団体に協力を得ながら、レクリエー
ション活動を中心に、創作活動、生活指導等を行って
いる。 A

市内ボランティア団体に協力を得ながら、レクリエー
ション活動を中心に、創作活動、生活指導等を行って
いる。実績：４３回　延１８５名参加 継続 保健総務課

A

心身障害者を介護している保護者が居宅での介護が一
時的に困難となった場合又は心身障害者が介護を一時
的に必要とした場合に、一時介護の費用の一部を助成
し、障害のある人及びその保護者の福祉の増進を図っ
た。

A

心身障害者を介護している保護者が居宅での介護が一
時的に困難となった場合又は心身障害者が介護を一時
的に必要とした場合に、一時介護の費用の一部を助成
し、障害のある人及びその保護者の福祉の増進を図っ
た。

継続 障害福祉課

A

支給決定者数は毎年増加しており、日中一時支援に
よる障害者の家族の一時的な休息等に寄与した。

A

支給決定者数は毎年増加しており、日中一時支援に
よる障害者の家族の一時的な休息等に寄与した。

継続 障害福祉課

A

支給決定者数は毎年増加しており、入浴サービスに
よる保健衛生の向上と介護者の負担軽減に寄与した。

A

支給決定者数は毎年増加しており、入浴サービスに
よる保健衛生の向上と介護者の負担軽減に寄与した。

継続 障害福祉課

A

支給決定者数は毎年増加しており、移動支援事業に
よる外出の支援に寄与した。
また、平成２７年６月より、保護者等の社会的理由

により、他の送迎手段や付添いが得られない方に対す
る通学通所の送迎への利用も開始し、制度の更なる充
実を図った。

A

支給決定者数は毎年増加しており、移動支援事業に
よる外出の支援に寄与した。

継続 障害福祉課
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整理
番号

章 課題 項目 （計画策定時の）現状 （計画策定時の）施策の方向性

28 1 2

１６．リフトカーによる移動支
援の実施

福祉リフトカーの利用支援を行い、障害のある人の社
会参加を促す外出支援を行っています。

効率的な利用方法を図りつつ、重度身体障害者及び
ねたきり老人等の通院、会合等社会生活上必要な用務
のための利用に供することにより、重度身体障害者及
びねたきり老人等の社会参加のための外出の支援を行
います。

29 1 2

１７．福祉タクシー利用料金の
助成

重度の障害のある人に、タクシーの利用料金の一部
を助成することにより、障害のある人の福祉の増進を
図っています。

乗用タクシー及び車イスや介護ベッドを積むことの
できる福祉タクシー利用料金の一部の助成を行うこと
により、障害のある人の福祉の増進を図ります。

30 1 2

１８．自動車改造費及び自動車
免許取得費の助成

身体に障害のある人が、自らが所有し運転する自動
車の改造を行う場合や、自動車免許を取得した場合
に、改造費や免許取得費の一部を助成しています。

身体に障害のある人が、車を運転することにより社
会参加が可能になるため、障害のある人が自ら所有し
運転する自動車の改造を行う場合の改造費や免許取得
費の一部を助成します。

31 1 2

１９．障害者施設等通所交通費
の助成

障害者施設等に通所している障害者等及びその介護
者に対し、通所に要する交通費の一部を助成していま
す。

障害者施設等に通所している障害者等及びその介護
者に対し、通所に要する交通費の一部を助成すること
により、日中活動への参加しやすい環境を整備しま
す。

32 1 2

１９．障害者施設等通所交通費
の助成

障害者施設等に通所している障害者等及びその介護
者に対し、通所に要する交通費の一部を助成していま
す。

障害者施設等に通所している障害者等及びその介護
者に対し、通所に要する交通費の一部を助成すること
により、日中活動への参加しやすい環境を整備しま
す。

33 1 2

２０．福祉有償運送運営協議会
の開催

運送者からの申し出により、船橋市福祉有償運送運営
協議会において、福祉有償運送の必要性、旅客から収
受する対価その他の福祉有償運送を行うために必要と
なる事項について、地域の関係者が集まり協議してい
ます。

船橋市福祉有償運営協議会において、福祉有償運送
についての協議を行います。
また、事業者に対し福祉有償運送の相談・指導を行

います。

34 1 2

２１．食の自立支援事業の実施 身体の障害等により食事の調理が困難な一人暮らし
等の身体障害者に食事を届けるほか、栄養士が食生活
に関する相談に応じる、食の自立支援事業を行ってい
ます。

一人暮らしの障害者等の食の自立がさらに推進される
ように、食事内容について継続して見直しをしつつ、
食の自立に必要な支援を実施します。

35 1 3

１．療育支援体制の整備 こども発達相談センターを基幹とし、福祉、教育部門
などの周辺関係機関との連携を強化し、広く支援体制
を整備することで、総合的・一貫性のある療育体制の
充実を図っています。

連携を強化するための会議等を開催し支援体制の整備
を図ります。

36 1 3

２．児童発達支援の実施 学齢前の障害児が、日常生活の向上を図るため、基本
的動作の指導や集団生活への適応訓練を行っていま
す。

児童発達支援を実施し、障害児の日常生活の向上を
図ります。

37 1 3

３．放課後等デイサービスの実
施

就学している障害児が、生活能力の向上を図るため、
コミュニケーションの促進や必要な訓練を行っていま
す。

放課後等デイサービスを実施し、障害児の生活能力の
向上を図ります。

38 1 3

４．保育所等訪問支援の実施 保育所等に通う障害児が、集団生活への適応のため、
訪問支援員が専門的なアドバイスを行っています。

保育所等訪問支援を実施し、集団生活の適応向上を
図ります。

39 1 3

５．早期発見・早期療育の充実 心理発達相談員などの専門職の巡回相談等により、発
達に遅れのある子を早期発見し、早期療育を行ってい
ます。

幼稚園等への巡回相談等を行い、早期発見し、早期療
育に繋げます。

40 1 3

６．療育内容の充実 療育内容の研究を深め、より効果的な支援体制を構築
するとともに、支援にかかる知識や具体的支援方法に
ついての指導啓発を行うことにより、効果的な支援体
制の確立を図っています。

幼稚園・保育園等の職員に対して、講演会を開催し、
職員の資質の向上を図ります。

41 1 3

７．保育所における障害のある
児童の受け入れ

「船橋市発達支援保育実施要綱」に基づき、保育に欠
ける発達支援児の保育所での受け入れを行っていま
す。
また保育所のバリアフリー化を推進しています。

「船橋市発達支援保育実施要綱」に基づき、保育を必
要とする発達支援児の保育所での受け入れを行いま
す。
また保育所のバリアフリー化も推進します。

42 1 3

８．幼稚園における障害のある
児童の受け入れ

障害のある児童を受け入れている私立幼稚園に対
し、それにかかわる経費の一部の補助を行っていま
す。

障害のある児童を受け入れている私立幼稚園に対し、
その経費の一部を補助することにより、幼稚園におけ
る障害のある児童の受け入れに対する支援を行いま
す。

43 1 3

９．放課後ルームにおける障害
のある児童の受け入れ

障害のある児童の受け入れの際に、児童の障害の程
度に応じて職員の加配などを行っています。

職員の加配を行うなど障害のある児童の受け入れを
行います。

44 1 4

１．補装具費の支給 障害のある人の日常生活や社会生活の向上を図るため
に、補装具費（購入・修理）の支給を行っています。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律に基づき、補装具費の支給を行い、障害のあ
る人の日常生活や社会生活の向上を図ります。
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第３次船橋市障害者施策に関する計画　【第１章　生活支援】　平成２８年度進捗状況
今後の

評価 実績（平成27年度） 評価 実績（平成28年度） 方向性
担当課

進捗状況（平成２７年度） 進捗状況（平成２８年度）

A

歩行困難な重度身体障害者及びねたきり老人等の通
院、会合等社会生活上必要な用務のために福祉リフト
カーで移送し、外出の支援を行った。

A

歩行困難な重度身体障害者及びねたきり老人等の通
院、会合等社会生活上必要な用務のために福祉リフト
カーで移送し、外出の支援を行った。

継続 障害福祉課

A

重度の障害のある人の通院、会合等のために、タク
シーを利用した場合の料金の一部を助成することによ
り、障害のある人の福祉の増進を図った。

A

重度の障害のある人の通院、会合等のために、タク
シーを利用した場合の料金の一部を助成することによ
り、障害のある人の福祉の増進を図った。

継続 障害福祉課

A

障害のある人が自ら所有し運転する自動車の改造を行
う場合の改造費や免許取得費の一部を助成し、身体に
障害のある人の社会参加を促進した。

Ａ

障害のある人が自ら所有し運転する自動車の改造を行
う場合の改造費や免許取得費の一部を助成し、身体に
障害のある人の社会参加を促進した。

継続 障害福祉課

Ａ

障害者施設等に通所している障害者等及びその介護者
に対し、通所に要する交通費の一部を助成することに
より、日中活動への参加しやすい環境を整備した。助
成額は例年上昇傾向にある。平成２７年度助成額は前
年度比約７％増。

A

障害者施設等に通所している障害者等及びその介護者
に対し、通所に要する交通費の一部を助成することに
より、日中活動への参加しやすい環境を整備した。助
成額は例年上昇傾向にある。平成28年度助成額は前年
度比約15％増。

継続 療育支援課

A

障害者施設等に通所している障害者本人及びその介護
者に対し、通所に要する交通費の一部を助成すること
により、これらの者の負担軽減を図ると共に、日中活
動への参加を促進した。

A

障害者施設等に通所している障害者本人及びその介護
者に対し、通所に要する交通費の一部を助成すること
により、これらの者の負担軽減を図ると共に、日中活
動への参加を促進した。

継続 障害福祉課

Ａ

平成２７年度は福祉有償運送運営協議会を１回開催
し、２団体の更新及び１団体の新規登録が承認され
た。
運送者には、適切な運営が成されるよう、事業を行

ううえで必要な手続き等を指導し、協議会の主旨に沿
い適切に協議を行った。

A

平成２８年度は福祉有償運送運営協議会を１回開催
し、登録団体に対し、適切な運営が成されるよう、事
業を行ううえで必要な手続き等の実施状況を確認し、
必要に応じて指導した。
協議会の主旨に沿い協議を行った結果、２団体の更新
を承認した。

継続 地域福祉課

A

身体の障害等により食事の調理が困難な一人暮らし等
の身体障害者に食事を届けるほか、栄養士が食生活に
関する相談に応じた。平成２７年度は２名の対象者に
年間延べ１６８食の提供を行った。
（船橋市サービス公社実施事業）

A

身体の障害等により食事の調理が困難な一人暮らし等
の身体障害者に食事を届けるほか、栄養士が食生活に
関する相談に応じた。平成２８年度は２名の登録者が
いたが、実利用は０件であった。
（船橋市サービス公社実施事業）

継続 障害福祉課

Ａ

保健センター、家庭児童相談室、子育て支援センター
との連絡会議を開催し、相互の情報共有及び連携強化
を図った。

A

保健センター、家庭児童相談室、子育て支援センター
との連絡会議を開催し、相互の情報共有及び連携強化
を図った。

継続 療育支援課

Ａ

児童発達支援を実施し、障害児の日常生活の向上を
図った。利用延べ日数３９，２９３日。市内指定事業
所数１２（平成２７年度末時点）。

A

児童発達支援を実施し、障害児の日常生活の向上を
図った。利用延べ日数４８,４３６日。市内指定事業所
数18（平成２８年度末時点）。

拡大 療育支援課

Ａ

放課後等デイサービスを実施し障害児の生活能力の向
上を図った。利用延べ日数４１，５９７日。市内指定
事業所数２７（平成２７年度末時点）。

A

放課後等デイサービスを実施し障害児の生活能力の向
上を図った。利用延べ日数５９,９０２日。市内指定事
業所数３５（平成２８年度末時点）。

拡大 療育支援課

Ｂ

保育所等訪問支援を実施し、集団生活の適応向上を
図った。利用延べ日数１４日。指定事業所数２（平成
２７年度末時点）。利用者数が少なかった。

B

保育所等訪問支援を実施し、集団生活の適応向上を
図った。利用延べ日数１日。指定事業所数２（平成２
８年度末時点）。利用者数が少なかった。

拡大 療育支援課

Ａ

心理発達相談員や理学療法士等の療育の専門職が、市
内の幼稚園等の職員に対して巡回相談等を行うことに
より職員の資質の向上を図るとともに、発達に遅れが
ある子を早期発見し、早期療育に繋げた。

A

心理発達相談員や理学療法士等の療育の専門職が、市
内の幼稚園等の職員に対して巡回相談等を行うことに
より職員の資質の向上を図るとともに、発達に遅れが
ある子を早期発見し、早期療育に繋げた。平成28年度
から認可外保育園への巡回相談を開始した。

拡大 療育支援課

Ａ

支援に実際に携わる現場職員を対象に、保育者向け研
修会を開催した。
公立保育園管理課主催保育士研修に講師を派遣した。

A

支援に実際に携わる現場職員を対象に、保育者向け研
修会を開催した。
公立保育園管理課主催保育士研修に講師を派遣した。

継続 療育支援課

Ａ

「船橋市発達支援保育実施要綱」に基づき、保育を必
要とする発達支援児の保育所での受け入れを行った。
大規模改修を実施した小室保育園の廊下とトイレ室の
段差を解消した。

A

「船橋市発達支援保育実施要綱」に基づき、保育を必
要とする発達支援児の保育所での受け入れを行った。

継続
公立保育園
管理課

Ａ

対象児童の受け入れに対する補助を私立幼稚園に案内
し、受け入れ実績の増加がみられた。

A

対象児童の受け入れに対する補助を私立幼稚園に案内
し、例年並みの実績がみられた。

継続 学務課

Ｂ

職員の加配については、全ての施設において実配置す
ることはできなかった。

B

職員の加配については、すべての施設において実配置
することはできなかった。

継続
地域子育て
支援課

A

申請件数・助成件数ともに平年と同程度の支援を行
い、障害のある人の日常生活や社会生活の向上に寄与
した。

A

申請件数・助成件数ともに平年と同程度の支援を行
い、障害のある人の日常生活や社会生活の向上に寄与
した。
支給件数　862件
決算額　　92,291,190円

継続 障害福祉課
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整理
番号

章 課題 項目 （計画策定時の）現状 （計画策定時の）施策の方向性

45 1 4

２．日常生活用具費の支給 障害のある人の日常生活や社会生活の向上を図るため
に日常生活用具費や日常生活用具取付費用の支給を
行っています。

日常生活用具費や日常生活用具取付費用について、利
用実態を把握しつつ適正な支給を行い、障害のある人
の日常生活や社会生活の向上を図ります。

46 1 5

１．聴覚障害者ファクシミリ・
ネットワーク（Fネット）事業の
実施

聴覚障害者への情報提供の充実を図るため、ファクシ
ミリを利用した情報提供を実施しています。

ふなばし安全・安心メールなどの普及を図りつつ、
ファクシミリを利用した情報提供を推進します。

47 1 5

２．図書利用の支援 ①身体障害者福祉センターにて声の図書や点字図書の
貸し出しを行っています。

①身体障害者福祉センターにて声の図書や点字図書の
貸し出しを行っています。

48 1 5

２．図書利用の支援 ②障害があり図書館に行くことが困難な人に対し、図
書の宅配を行っています。

②図書の宅配サービスを行います。

49 1 5

３．点字広報・声の広報の発行 広報ふなばしの点字版・録音版を発行することによる
情報提供の推進を図っています。

点字広報・声の広報を発行することによる情報提供の
推進を図ります。

50 1 5

４．市のホームページにおける
情報提供の推進

市のホームページにおいて、ふりがな・文字の拡大機
能など情報提供の推進を図っています。

市のホームページにおける情報提供の推進を図りま
す。

51 1 5

５．声の市議会だより・市議会
だより点字版の発行

５．声の市議会だより・市議会だより点字版の発行 声の市議会だより・市議会だより点字版の発行によ
り、市議会の情報提供の推進を図ります。

52 1 5

６．公文書の音声コード化 障害福祉のしおりや通知の一部の音声コード化を行っ
ています。
また、音声コード読み上げ装置を、平成２６年度に

戸籍住民課及び各出張所・連絡所に配置しました。

公文書の音声コード化については、必要に応じて行
います。

53 1 5

６．公文書の音声コード化 障害福祉のしおりや通知の一部の音声コード化を行っ
ています。
また、音声コード読み上げ装置を、平成２６年度に

戸籍住民課及び各出張所・連絡所に配置しました。

公文書の音声コード化については、必要に応じて行い
ます。

54 1 6

１．手話通訳者・要約筆記者に
よる意思疎通支援の推進

①広域的な手話通訳者・要約筆記者を派遣することに
より、障害のある人の意思疎通支援を推進していま
す。

①障害のある人と障害のある人に対して意思疎通を必
要とする人の意思疎通支援の手段として、手話通訳者
又は要約筆記者の派遣の利用を推進します。

55 1 6

１．手話通訳者・要約筆記者に
よる意思疎通支援の推進

②手話通訳者・要約筆記者の派遣を推進するため、手
話通訳者・要約筆記者の養成を行っています。

②専門性の高い手話通訳者・要約筆記者の養成を行う
ことによる意思疎通支援を推進します。

56 1 6

２．手話講習会の実施 ①聴覚障害者が基本的な意思疎通ができるように、手
話講習会を行っています。

①聴覚障害者への意思疎通支援のため、手話講習会を
行います。

57 1 6

２．手話講習会の実施 ②健聴者ではじめて手話を学ぶ人を対象とした手話講
習会を行っています。

②健聴者ではじめて手話を学ぶ人を対象として講習会
を行います。

58 1 6

２．手話講習会の実施 ③身体障害者手帳を所持していない中途失聴者・難聴
者のための手話講習会を行っています。

③手話の学習を通じ、同じ仲間との交流を深め、孤立
しがちな状況から社会参加を促進していくことを目的
に、中途失聴者・難聴者のための手話講習会を行いま
す。

59 1 6

３．盲ろう者通訳・介助員によ
る意思疎通支援の充実

①盲ろう者通訳・介助員を派遣することにより、障害
のある人の意思疎通支援を推進しています。

①盲ろう者通訳・介助員を派遣することにより、障害
のある人の意思疎通支援を行い、盲ろう者の自立と社
会参加を促進します。

60 1 6

３．盲ろう者通訳・介助員によ
る意思疎通支援の充実

②盲ろう者通訳・介助員の派遣を推進するため、盲ろ
う者通訳者・介助員の養成を行っています。

②盲ろう者通訳・介助員の養成を行うことにより、意
思疎通支援を推進し、盲ろう者の自立と社会参加を促
進します。
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第３次船橋市障害者施策に関する計画　【第１章　生活支援】　平成２８年度進捗状況
今後の

評価 実績（平成27年度） 評価 実績（平成28年度） 方向性
担当課

進捗状況（平成２７年度） 進捗状況（平成２８年度）

A

申請件数・助成件数ともに平年と同程度の支援を行
い、障害のある人の日常生活や社会生活の向上に寄与
した。

A

申請件数・助成件数ともに平年と同程度の支援を行
い、障害のある人の日常生活や社会生活の向上に寄与
した。
件数　　11,570件
決算額　121,579,310円

継続 障害福祉課

A

市が主催する講演会やシンポジウム、光化学スモッグ
注意報などの情報をファクシミリにて送信し、聴覚障
害者への情報保障を行った。

Ａ

市が主催する講演会やシンポジウム、光化学スモッグ
注意報などの情報をファクシミリにて送信し、聴覚障
害者への情報保障を行った。

継続 障害福祉課

A

声の図書は、ふなばし朗読の会「まつむし」に依頼
し、新規分をCDに録音している。在庫のテープについ
ても順次テープからCDに録音し直している。

Ａ

声の図書は、ふなばし朗読の会「まつむし」に依頼
し、新規分をCDに録音している。在庫のテープについ
ても順次テープからCDに録音し直した。
声の図書　貸出冊数：236冊分

継続 障害福祉課

Ａ

総登録者数51名に対して800冊の資料を貸し出した。

A

総登録者数３８名に対して７７１冊の資料を貸出し
た。

継続 図書館

Ａ

声の広報をさらに多くの人に利用してもらうため、市
ホームページに28年2月1日号から掲載している。

A

点字広報と声の広報を作成し、利用者に情報提供し
た。また、声の広報については、多くの人に利用して
もらうため音声データをホームページに掲載してい
る。

継続 広報課

Ａ

市ホームページにおいて、ふりがな・文字の拡大に加
え、音声読み上げの機能を実装するなど、情報提供の
推進が着実に行われている。

A

市ホームページでふりがな・文字の拡大に加え、27年
度からは音声読み上げ機能を持たせ、情報提供を行っ
た。

継続 広報課

A

市議会だよりの録音版である声の市議会だより及び市
議会だより点字版を発行し、情報提供を行っている。

A

市議会だよりの録音版である声の市議会だより及び市
議会だより点字版を発行し、情報提供を行っている。

継続 庶務課

D

必要性の高い場合には、各担当課にて音声コードを利
用した文書作成を行っている事例もあると思われる。

D

公文書作成課において、必要に応じて行っているもの
と考えられる。

継続 総務課

Ａ

必要に応じて音声コード化を実施している。

A

必要に応じて音声コード化を実施している。

継続 障害福祉課

A

聴覚または音声・言語機能に障害のある人が意思の疎
通を図るのに支障があるときに、手話通訳者・要約筆
記者を派遣し、意思疎通の支援を図った。

Ａ

聴覚または音声・言語機能に障害のある人が意思の疎
通を図るのに支障があるときに、手話通訳者・要約筆
記者を派遣し、意思疎通の支援を図った。

継続 障害福祉課

A

手話通訳者および要約筆記者の養成講座を開催し、手
話通訳者・要約筆記者派遣事業における意思疎通支援
の担い手とな人材の育成を図った。

Ａ

手話通訳者および要約筆記者の養成講座を開催し、手
話通訳者・要約筆記者派遣事業における意思疎通支援
の担い手となる人材の育成を図った。

継続 障害福祉課

A

おもに中途失聴者・難聴者対象。中途失聴者の講師を
迎え講習会を行っている。

Ａ

主に中途失聴者・難聴者対象。中途失聴者の講師を迎
え講習会を行った。
定員１５名、月２回、参加者数（延べ人数）217人
（年１回の講演会を含む）

継続 障害福祉課

A

前期・後期に分けて同じ内容を男女共同参画センター
で夜間に、社会福祉会館で昼間に行っている。

Ａ

前期・後期に分けて同じ内容を男女共同参画センター
で夜間に、社会福祉会館で昼間に行った。
はじめての手話　定員２５人、前期・後期各２３回
参加者数（延べ人数）９６９人

継続 障害福祉課

A

聞こえに不便を感じている中途失聴者・難聴者のため
の手話講習会を開催し、社会参加を促進した。

Ａ

聞こえに不便を感じている中途失聴者・難聴者のため
の手話講習会を開催し、社会参加を促進した。

継続 障害福祉課

A

目と耳の両方に障害のある盲ろう者に対し、移動や意
思疎通を支援する通訳・介助員を派遣し、盲ろう者の
自立と社会参加を促進した。

Ａ

目と耳の両方に障害のある盲ろう者に対し、移動や意
思疎通を支援する通訳・介助員を派遣し、盲ろう者の
自立と社会参加を促進した。

継続 障害福祉課

A

盲ろう者通訳・介助員養成講座を開催し、盲ろう者通
訳・介助員派遣事業の担い手とな人材の育成を図っ
た。

Ａ

盲ろう者通訳・介助員養成講座を開催し、盲ろう者通
訳・介助員派遣事業の担い手とな人材の育成を図っ
た。

継続 障害福祉課
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61 2 1

１．（仮称）保健福祉センター
による保健・医療・福祉の連携

保健所・保健センター・地域包括支援センター等、保
健・医療・福祉サービスの拠点となる複合施設である
（仮称）保健福祉センターを、平成２７年１０月の開
設を目標に建設しています。

（仮称）保健福祉センターの整備を行うことにより、
保健所を中心とした保健・医療・福祉の連携を図り、
より良いサービスを提供できる体制づくりを推進しま
す。

62 2 1

２．健康づくり事業の推進 健康の保持増進や生活習慣病予防に関する啓発、妊
娠、出産・子育てに関する相談、健康診査等の事業を
行っています。

生涯にわたる健康づくりのための事業を実施します。

63 2 1

３．地域リハビリテーションの
推進

①船橋市地域リハビリテーション協議会において、市
民が住み慣れた地域で安心して生活することができる
よう、適切なリハビリテーションが切れ目なく提供さ
れる「地域リハビリテーション」を推進するために必
要な事項について、協議しています。

①「地域リハビリテーション」を推進するための協議
及び取り組みを実施します。

64 2 1

３．地域リハビリテーションの
推進

②船橋市リハビリセンターにおいて、これまでのリハ
ビリ事業に加え、市内の回復期病床を持つ病院等と密
接な連携体制を整えることで、回復期から維持期まで
の継続したリハビリテーションを提供していく地域リ
ハビリテーションを推進するための拠点事業を行って
います。また、リハビリテーション科の診療所及び訪
問看護ステーション業務を実施し、地域で生活しなが
らリハビリテーションを行う方にリハビリテーション
の総合的な提供を行っています。

②平成２６年４月から指定管理者制度を導入し、これ
までのリハビリ事業に加え、地域リハビリテーション
を推進するための拠点事業を行い、地域リハビリテー
ションの推進を支援するとともに、平成２６年７月か
ら診療所の運営を開始するほか、平成２７年４月から
訪問看護ステーションの運営を開始します。

65 2 1

３．地域リハビリテーションの
推進

③リハビリテーション検討会議の開催など庁内におけ
るリハビリテーションの連携を図っています。

③庁内におけるリハビリテーションの連携を図りま
す。

66 2 1

４．地域医療の推進 ①かかりつけ医の必要性について、市の広報や小児救
急ガイドブックを通じて、市民への啓発を図っていま
す。

①市の広報や小児救急ガイドブックなど様々な形で、
かかりつけ医の必要性について、市民への啓発事業を
行います。

67 2 1

４．地域医療の推進 ②高い病床稼働率を維持している船橋市立リハビリ
テーション病院において回復期のリハビリテーション
を提供しています。

②船橋市立リハビリテーション病院による回復期のリ
ハビリテーション医療の提供を実施します。

68 2 1

５．在宅療養者への介護・介護
支援の充実

平成２３年度に３ケ所、平成２５年度に１ケ所の委託
による地域包括支援センターを増設し、より地域に密
着した対応を行っています。

地域包括支援センター及び協力機関である在宅介護支
援センターの機能強化を図ります。また、各地区コ
ミュニティで開催されている地域ケア会議を充実させ
ます。

整理
番号

章 課題 項目 （計画策定時の）現状 （計画策定時の）施策の方向性
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第３次船橋市障害者施策に関する計画　【第２章　保健・医療】　平成２８年度進捗状況
今後の

評価 実績（平成27年度） 評価 実績（平成28年度） 方向性

A

建設計画どおり、平成27年８月に竣工し、同年10月に開所
した。保健福祉センターを中心に保健・医療・福祉の連携を
推進している。

完了

建設計画どおり、平成27年８月に竣工し、同年10月
に開所した。

完了 健康政策課

Ａ

妊娠・出産・育児に関する相談のほか、生活習慣病予防の重
要性を促すための健康教育・健康相談に取り組んだ。

A

妊娠・出産・育児に関する相談のほか、生活習慣病予
防の重要性を促すための健康教育・健康相談に取り組
んだ。

継続 地域保健課

Ａ

平成27年度においては、協議会を２回開催した。
地域リハビリテーションを推進するための市内における活動
状況を共有するとともに、今後、取り組むべき事項について
議論を深めた。
また、市内におけるリハビリテーションを提供する機関を地
図上に示した「船橋市リハビリテーション提供機関マップ」
を3,000部作製し、医療機関・介護事業所をはじめとした医
療・介護関係者へ配付した。「市民の生活を多職種で支える
ために活用している」等の好評価を得ている。

A

平成28年度においては、協議会を２回開催した。
地域リハビリテーションを推進するための市内におけ
る活動状況を共有するとともに、今後、取り組むべき
事項について議論を深めた。
また、市内におけるリハビリテーションを提供する機
関を地図上に示した「船橋市リハビリテーション提供
機関マップ」を3,000部作製し、医療機関・介護事業
所をはじめとした医療・介護関係者へ配付した。「市
民の生活を多職種で支えるために活用している」等の
好評価を得た。

継続 健康政策課

A

平成26年4月より指定管理者制度を導入し、これまでのリハ
ビリ事業と併せて地域リハビリテーション拠点事業を開始し
た。拠点事業では、市民及び市内リハビリ関係者へリハビリ
の重要性等の周知、医療及び介護の連携強化など「地域リハ
ビリ」を推進する事業を実施しました。
なお、平成26年7月よりリハビリテーション科を標榜する診
療所を開設、平成27年4月より訪問看護ステーションを開設
し運営を開始しました。

A

平成28年度においても、指定管理者により、平成２７
年度と同様に、リハビリセンターにおいて、診療所、
訪問看護ステーション、リハビリ事業の運営を実施
し、また、地域リハビリテーション拠点事業として、
以下の講演会等を開催した。
リハビリ関係者向け講演会：2回・リハビリ関係者向け
研修会：15回・市民向け講演会：2回・市民向け研修
会：2回
　（開催回数合計：21回　参加者総数：1,764名）

継続 健康政策課

Ａ

身体障害者福祉センター、身体障害者福祉作業所太陽、健康
政策課の専門職との会議を年４回開催した。専門職同士で意
見・情報交換を行い、連携を図ることができた。

A

身体障害者福祉センター、身体障害者福祉作業所太
陽、健康政策課の専門職との会議を年４回開催した。
専門職同士で意見・情報交換を行い、連携を図ること
ができた。

継続 療育支援課

A

小児救急ガイドブックにかかりつけ医の必要性について掲載
し、市民へ配布しました。

A

小児救急ガイドブック等で、かかりつけ医の必要性に
ついて、市民への啓発を行った。

継続 健康政策課

A

船橋市立リハビリテーション病院において、回復期リハビリ
テーションを提供し、患者から高い満足度を得ました。

A

船橋市立リハビリテーション病院において、回復期リ
ハビリテーションを提供し、患者から高い満足度を得
た。

継続 健康政策課

Ａ

　平成28年度より習志野台地域包括支援センターを開設す
るため、平成27年度中に公募を実施し、受託事業者の選定
を行った。
　平成27年度より、全ての在宅介護支援センターに専従・
常勤職員を配置し、当該職員を地域包括支援センターのス
タッフとして位置づけた。併せて、在宅介護支援センターを
地域包括支援センターと一体となって個別支援を行う「協働
機関」として位置づけ、相談支援体制の強化を図った。
　各地区地域ケア会議の充実を図るため、医療関係者の参加
の促進を図った（医療関係者が構成員として参加：24地区
コミュニティ中23地区に配置） A

相談体制の強化を図るため、第１号被保険者が1万人を
超えている習志野台地区に、平成28年4月1日付けで
地域包括支援センター（三職種6名）を開設し、同じく
１万人を超えた新高根・芝山、高根台地域包括支援セ
ンターの職員を1名増員し6名体制とした。さらに、直
営の地域包括支援センターに配置する職員を3名増員
（西部1名、南部1名、北部1名）した。
総合事業における介護予防・生活支援サービス事業対
象者を判定するための基本チェックリストを在宅介護
支援センターで実施できるよう、各センター1名配置し
ている専従・常勤職員とは別に、兼務による職員を新
たに配置し、より一層の相談体制の強化を図った。
各地区地域ケア会議の充実を図るため、医療関係者の
参加の促進を図った結果、24地区コミュニティ全てに
医療関係者が構成員として参加することとなった。
地域づくりの一環として、また地域ケア会議の普及啓
発を目的として、地域ケア会議が主体となり講演会等
を開催した。（８地区において９回開催）

拡大 包括支援課

担当課
進捗状況（平成２７年度） 進捗状況（平成２８年度）
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整理
番号

章 課題 項目 （計画策定時の）現状 （計画策定時の）施策の方向性

69 2 1

６．在宅医療の推進 医療・介護の関係団体の代表で構成する船橋市地域在
宅医療推進連絡協議会を設置し、平成２４・２５年度
の２年間、在宅医療を推進するために必要な事項の検
討を行い、協議結果を「船橋市における在宅医療の推
進について」報告書に取りまとめを行いました。ま
た、平成２５年５月、医療・介護関係者及び行政に
よって構成する任意団体である船橋在宅医療ひまわり
ネットワークが設立され、在宅医療の推進に向けて取
り組んでいます。

船橋在宅医療ひまわりネットワークの活動を中心に、
在宅医療・介護関係者が連携し、在宅医療の推進に向
けて取り組みます。新たに市が設置予定の在宅医療支
援拠点の平成２７年１０月オープンに向けて、行政と
関係機関が協力連携のうえ、準備を進め、推進体制を
構築します。

70 2 1

７．医療機関での診療の円滑化 障害のある人が医療機関において円滑な診療が受けら
れるよう、千葉県から提供される受診サポート手帳を
障害福祉課、船橋駅前総合窓口センター、各出張所福
祉ガイドコーナーにて配布しています。

受診サポート手帳の配布及び市のホームページや障害
福祉のしおりで周知を行います。

71 2 1

８．歯科診療の充実 さざんか歯科診療所において、一般の歯科診療所で治
療が困難な障害のある人に対し歯科診療を行う体制を
整え、診療しています。

（仮称）保健福祉センター内に、障害のある人に対す
る歯科診療を行う診療所を新たに設置するなど歯科診
療の充実を図ります。

72 2 1

９．障害福祉施設等への歯科指
導及び家庭への訪問指導の充実

障害福祉施設等に出向き、歯科指導を実施するととも
に、必要時においては家庭への訪問指導を行っていま
す。

各施設への歯科指導及び家庭への訪問指導を行いま
す。

73 2 1

１０．医療費負担の軽減　自立
支援医療（更生医療）の給付、
重度心身障害者医療費の助成、
障害者の後期高齢者制度による
医療

障害のある人の医療費負担の軽減のため、医療の給付
及び医療費の助成を行っています。・自立支援医療
（更生医療）の給付・重度心身障害者医療費の助成・
６５歳以上７５歳未満で一定程度の障害の状態にある
者及び７５歳以上の者に対する「高齢者の医療の確保
に関する法律」による医療の適用

医療の給付及び医療費の助成を行います。なお重度心
身障害者医療費については現物給付化に向けて、千葉
県の動向を見ながら、必要な措置を行います。

74 2 1

１０．医療費負担の軽減　自立
支援医療（更生医療）の給付、
重度心身障害者医療費の助成、
障害者の後期高齢者制度による
医療

障害のある人の医療費負担の軽減のため、医療の給付
及び医療費の助成を行っています。・自立支援医療
（更生医療）の給付・重度心身障害者医療費の助成・
６５歳以上７５歳未満で一定程度の障害の状態にある
者及び７５歳以上の者に対する「高齢者の医療の確保
に関する法律」による医療の適用

医療の給付及び医療費の助成を行います。なお重度心
身障害者医療費については現物給付化に向けて、千葉
県の動向を見ながら、必要な措置を行います。

75 2 1

１１．医療費負担の軽減　自立
支援医療（育成医療）、養育医
療、療育医療の給付

①身体に障害がある児童（１８歳未満）に対して、自
立した日常生活または社会生活が営むことが出来るよ
う、手術を前提とした入院及び手術後に機能回復が見
込まれる場合の医療の給付を行っています。

①自立支援医療（育成医療）の給付を行います。

76 2 1

１１．医療費負担の軽減　自立
支援医療（育成医療）、養育医
療、療育医療の給付

②身体発育が未熟なまま出生した未熟児は出生後速や
かに適切な処置が必要なため、医師が入院を認めた児
に対し、養育に必要な医療の給付を行っています。

②未熟児養育医療の給付を行います。

77 2 1

１１．医療費負担の軽減　自立
支援医療（育成医療）、養育医
療、療育医療の給付

③骨関節結核及びそのほかの結核にかかっている児童
に対して、医師が必要と認めた場合の医療の給付等を
行っています。

③結核児童療育医療の給付を行います。

78 2 2

１．精神疾患等の正しい知識の
普及

精神障害者に対する偏見、差別解消、正しい知識の普
及啓発のため「普及啓発講演会」や「家族教室」を開
催しています。なお家族支援でもある「家族教室」に
ついてはそれまでは年１回開催だったものを平成２５
年度からは年２回と開催回数を増やし開催していま
す。

普及啓発講演会については内容を充実させるととも
に、継続して開催します。家族教室については家族へ
の情報提供や交流促進の支援という点から実施しま
す。

79 2 2

２．精神障害者及び家族に対す
る相談事業の推進

保健所において、精神保健福祉士、保健師等による電
話・来所相談や訪問支援を随時行っているほか、精神
科医師による相談を定期的に実施しています。また、
船橋市地域活動支援センターにおいて、地域で生活す
る精神障害者や市民の心の健康相談を電話や面接相談
にて実施しています。

保健所における相談事業については、医療機関や地域
の福祉関係機関との連携を強化しつつ、訪問支援を充
実させます。また、船橋市地域活動支援センターの活
動について、地域に根ざした施設となるよう広報活動
を促進します。
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第３次船橋市障害者施策に関する計画　【第２章　保健・医療】　平成２８年度進捗状況
今後の

評価 実績（平成27年度） 評価 実績（平成28年度） 方向性
担当課

進捗状況（平成２７年度） 進捗状況（平成２８年度）

Ａ

＜在宅医療支援拠点＞
○一般の市民を対象としたイベントである「ヘルシー船橋
フェア」や自治会・民生委員の役員会等において、在宅医療
に関して講演し、在宅医療について市民へ啓発した。
○訪問診療を必要とする市民の在宅医を探す手段として、在
宅医となり得る医療機関をあらかじめ登録し、患者につなげ
る「在宅医紹介制度」を船橋市医師会の事業として開始。在
宅医療支援拠点において、４件の相談案件において本制度を
活用して解決に導いた。
○在宅医療・介護をはじめ、受診・受療や診断・治療、介護
者自身に関することなど幅広く市民及び医療・介護関係者か
らの相談へ対応した
＜医療・介護相談サロン事業＞
○医師等の専門職が市民からの相談に対応する「医療・介護
相談サロン」を11回開催した
・船橋在宅医療ひまわりネットワーク役員会…2回実施（7
月9日、3月30日）
・船橋在宅医療ひまわりネットワーク主催講演会…2回実施
（8月1日、11月7日）
・船橋在宅医療ひまわりネットワーク主催研修会…3回実施
（6月18日、10月16日、1月28日）
・委員会開催…27回
・「船橋市在宅医療・緩和ケア提供機関マップ（平成28年
版）」（事業者向け）2,000部

A

＜在宅医療支援拠点事業＞
・在宅療養を希望する患者さんやそのご家族からの相
談に応じるほか、在宅医療・介護関係者等への情報提
供や相談などの支援を行った。
・「在宅医紹介制度」等を活用し、市民や在宅医療関
係者等に対し、必要な情報提提供を行い、適切な資源
やサービスへ繋がるようコーディネートを行った。
・在宅医療の普及・啓発を目的として、まちづくり出
前講座等の講話のほか、市民公開講座を開催した。
＜在宅医療・介護連携支援用患者情報共有システム＞
・在宅医療・介護連携支援のための情報共有システム
を運用した（ＩＤ発行数：57事業所　206名）。
＜在宅医療・介護の講演会・相談会事業＞
・在宅医療・介護に関する様々なテーマの講演会を開
催するとともに、講演会終了後、患者及びその家族、
医療・介護関係者等から、医師等の専門職が相談を受
ける相談会を開催した（年11回）。
＜ひまわりネットワーク交付金事業＞
・専門職向けの研修会、市民公開講座を主催事業とし
て実施するとともに、2回の役員会を開催した。
・5つの委員会を合計24回開催し、委員会ごとに具体
的な活動を行った。①顔の見える連携づくり委員会
②人材育成委員会 ③安心の確保委員会 ④資源情報
管理委員会　⑤地域リハ推進委員会
・「船橋市における在宅医療・介護連携の心得」、
「ひまわりシート」、「船橋市在宅医療・緩和ケア提
供機関マップ（平成29年版）」などを発行し、活用し
た。

継続 健康政策課

A

障害福祉課、船橋駅前総合窓口センター、各出張所福祉ガイ
ドコーナーで配布し、市のホームページや障害福祉のしおり
で周知を行った。

A

障害福祉課、船橋駅前総合窓口センター、各出張所福
祉ガイドコーナーで配布し、市のホームページや障害
福祉のしおりで周知を行った。

継続 障害福祉課

A

「さざんか特殊歯科診療所」に加え、保健福祉センターに
「かざぐるま休日急患・特殊歯科診療所」を設置し、一般の
歯科診療所で治療が困難な障害のある人に対し歯科診療を行
う体制を整え、診療を行いました。 A

平成２８年度においても、「さざんか特殊歯科診療
所」及び「かざぐるま休日急患・特殊歯科診療所」に
おいて、一般の歯科診療所で治療が困難な障害児
（者）や要介護高齢者に対し特殊歯科診療を行いまし
た。また、「かざぐるま休日急患・特殊歯科診療所」
においては、祝休日の急な歯の痛み等に対し応急処置
を行う急患歯科診療を行った。

継続 健康政策課

Ａ

療育支援課施設歯科指導：実施人数200人

A

療育支援課施設歯科指導：実施人数214人

継続 地域保健課

A

自立支援医療（更生医療）の給付を行い、障害のある人の医
療費の軽減を行った。重度心身障害者医療費の助成について
は、平成27年8月1日に現物給付が開始され、利用者の利便
性が向上した。

A

自立支援医療（更生医療）の給付を行い、障害のある
人の医療費の軽減を行った。重度心身障害者医療費の
助成については、平成27年8月1日に現物給付が開始
され、利用者の利便性が向上した。

継続 障害福祉課

Ａ

障害加入による後期高齢者医療制度への加入者は、平成２６
年度末２６４人から同２７年度末には２８８人と増加してい
る。

A

障害加入による後期高齢者医療制度への加入者は、平
成２７年度末２８８人から同２８年度末には３４２人
と増加している。

継続
国民健康保

険課

Ａ

自立支援医療（育成医療）：新規申請者83人

A

自立支援医療（育成医療）：新規申請者数51人

継続 地域保健課

Ａ

未熟児養育医療：新規申請者106人

A

未熟児養育医療：新規申請者数95人

継続 地域保健課

Ａ

結核児童療育医療：申請件数0件

A

結核児童療育医療：申請件数0件

継続 地域保健課

A

精神障害者に対する偏見、差別の解消及び正しい知識の普及
啓発を図るため、普及啓発講演会を実施。その他家族会と協
同し、家族支援事業を実施し、知識の普及だけでなく、家族
同士の悩みの共有や情報交換の場を設けている。

A

精神障害者に対する偏見、差別の解消及び正しい知識
の普及啓発を図るため、普及啓発講演会を実施。その
他家族会と協同し、家族支援事業を実施し、知識の普
及だけでなく、家族同士の悩みの共有や情報交換の場
を設ける。普及啓発講演会実績：１回 ４２名 家族
教室実績：１回（全３回）延１００人 家族学習会実
績：１回（全５回）延２７名 家族交流会実績：２回
延３１名

継続 保健総務課

B

精神保健福祉士、保健師等による電話・来所相談や訪問支援
を随時行っているほか、精神科医師による相談を定期的に実
施している。また、船橋市地域活動支援センターにおいて、
地域で生活する精神障害者や市民の心の健康相談を電話や面
接相談にて実施している。 A

精神保健福祉士、保健師等による電話・来所相談や訪
問支援を随時行っているほか、精神科医師による相談
を定期的に実施している。また、船橋市地域活動支援
センターにおいて、地域で生活する精神障害者や市民
の心の健康相談を電話や面接相談にて実施。平成２８
年度実績 電話相談：３,３００件 面接相談：３６８
件 訪問相談８０３件 精神科医師による相談：４６
件

継続 保健総務課
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整理
番号

章 課題 項目 （計画策定時の）現状 （計画策定時の）施策の方向性

80 2 2

３．精神障害者の家族による交
流事業の推進

精神障害者の家族が孤立しないよう家族会の活性化
とともに、当事者の家族に対する一層の支援を推進し
ていく必要があります。

当事者と同居する家族を対象に、家族会のメンバー
が担当者となって、同じ悩みをもつ家族同士での話し
合い、共に学習する場を設けます。

81 2 2

４．医療費の負担軽減　自立支
援医療（精神通院医療）の給
付、精神障害者入院医療費の助
成

精神障害の治療で通院や入院した場合の医療費負担軽
減のため、医療の給付及び医療費の助成を行っていま
す。

精神障害者の増加する状況を踏まえ、精神障害に対す
る適切な医療を確保できるよう精神障害により、通院
や入院した場合の医療費の負担軽減を図ります。

82 2 3

１．専門職員の資質の向上 専門的知識の習得のため各種研修に参加しています。 各種研修により知識の習得及び資質の向上を目指しま
す。

83 2 3

１．専門職員の資質の向上 専門的知識の習得のため各種研修に参加しています。 各種研修により知識の習得及び資質の向上を目指しま
す。

84 2 3

２．専門職員の確保 地域保健を推進する保健師、発達遅滞の乳幼児に対す
る発達検査や療育指導のための心理発達相談員など、
専門職員を配置しています。

保健指導や療育支援の推進確保に必要な専門職員の確
保に努めます。

85 2 3

２．専門職員の確保 地域保健を推進する保健師、発達遅滞の乳幼児に対す
る発達検査や療育指導のための心理発達相談員など、
専門職員を配置しています。

保健指導や療育支援の推進確保に必要な専門職員の確
保に努めます。

86 2 4

１．難病患者援助金の支給 難病患者の費用負担の軽減を図るため難病患者援助金
を支給しています。

対象の拡大など、国の動向を見ながら、難病患者援助
金の支給による支援を行います。

87 2 4

２．小児慢性特定疾病医療費の
給付

長期にわたり療養を必要とし、療養のために多額の費
用を要する小児慢性特定疾病にかかっている児童等に
対し医療費を支給しています。

対象の拡大など、国の動向を見ながら、小児慢性特定
疾病医療費の給付による支援を行います。

88 2 4

３．難病相談事業の推進 難病患者が自宅で安心して療養できるよう、患者・家
族から相談を受け、関係機関と連携を取り、療養者の
状況やニーズに応じた支援を行っています。

関係機関との連携を深め、難病患者が安心して療養で
きる体制づくりを行います。

89 2 4

４．難病患者に対する医療費の
支給

原因が不明で治療方法が確立されていない難病患者の
医療費自己負担額を軽減し、治療の促進を図っていま
す。

対象の拡大など、国の動向を見ながら、難病の患者に
対する医療費の支給により負担を軽減し、治療の促進
を図ります。

90 2 5

１．「ふなばし健やかプラン２
１」の推進

「声かけて 支えあって まちづくり」をキャッチフレー
ズに、行政及び「ふなばし健やかプラン２１市民運動
推進会議」の協働で計画の推進を図っています。

平成２７年度から「ふなばし健やかプラン２１（第２
次）」のもと健康の増進のための施策を推進します。

91 2 5

２．健康づくり啓発事業の推進 ふなばし健康まつり・ヘルシー船橋フェア等の開催
や、パンフレットの配布など啓発事業を推進していま
す。

内容や参加団体の充実を図りながら啓発事業を推進し
ます。

92 2 5

２．健康づくり啓発事業の推進 ふなばし健康まつり・ヘルシー船橋フェア等の開催
や、パンフレットの配布など啓発事業を推進していま
す。

内容や参加団体の充実を図りながら啓発事業を推進し
ます。

93 2 5

３．新生児の障害予防の推進 ①保健師による母子健康手帳交付時に、妊娠・出産・
育児に関する相談を行っているほか、妊娠届やそれら
の相談をもとに、必要に応じて妊婦訪問を行うなど出
産・育児に関する継続的な支援を行っています。

①母子健康手帳交付時における保健師による相談を行
うほか妊婦訪問など出産・育児に関する継続的な支援
を行います。

94 2 5

３．新生児の障害予防の推進 ②「はじめてママになるための教室」「パパ・ママ教
室」により、正しい知識の普及を行い、安全な妊娠・
出産を促しています。

②「はじめてママになるための教室」「パパ・ママ教
室」により、正しい知識の普及を行い、安全な妊娠・
出産を促します。

95 2 5

３．新生児の障害予防の推進 ③安全な妊娠・出産を迎えるため毎年１校、中学生を
対象にした健康教育を行っています。

③中学生を対象にした健康教育を行っていきます。
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第３次船橋市障害者施策に関する計画　【第２章　保健・医療】　平成２８年度進捗状況
今後の

評価 実績（平成27年度） 評価 実績（平成28年度） 方向性
担当課

進捗状況（平成２７年度） 進捗状況（平成２８年度）

A

当事者の家族を対象に、「家族学習会」、「家族茶話会」を
家族支援事業として実施。家族会のメンバーが担当者となっ
て、同じ悩みをもつ家族同士での交流を推進し、話し合い、
共に学習する場。 A

当事者の家族を対象に、「家族学習会」、「家族茶話
会」を家族支援事業として実施。家族会のメンバーが
担当者となって、同じ悩みをもつ家族同士での交流を
推進し、話し合い、共に学習する場となった。平成２
８年度家族教室実績：１回（全３回）延１００人 家
族学習会実績：１回（全５回）延２７名 家族交流会
実績：２回　延３１名

継続 保健総務課

A

自立支援医療（精神通院）受給者数
H25  6,725人
H26  6,906人
H27  7,398人
精神障害者入院医療費補助
H25  4,051件
H26  3,831件
H27  3,911件

A

自立支援医療（精神通院）受給者数
H26  6,906人
H27  7,398人
H28  7,754人
精神障害者入院医療費補助
H26  3,831件
H27  3,911件
H28  3,969件

継続 障害福祉課

Ａ

専門的知識の習得のため各種研修に参加し,知識の習得及び資
質の向上を目指した。

Ａ

職種に合った各種研修に参加することで、専門的知識
の習得、及び資質の向上を図った。

継続 障害福祉課

Ａ

それぞれの職種に合った各種研修に参加することで、専門的
知識の習得、及び資質の向上を図った。

A

それぞれの職種に合った各種研修に参加することで、
専門的知識の習得、及び資質の向上を図った。

継続 療育支援課

Ａ

専門的な相談等に対応するため、精神保健福祉士を配置し
た。

Ａ

専門的な相談等に対応するため、精神保健福祉士を配
置した。

継続 障害福祉課

Ａ

こども発達相談センターでは、未就学のお子さんの発達に関
する様々な相談に対応するため、心理発達相談員・保育士・
作業療法士・理学療法士・言語聴覚士を配置した。また、簡
易マザーズホームにおいては、肢体不自由のお子さんに対応
するため、保育士のほか理学療法士・看護師・作業療法士・
物理療法士を配置した。

A

こども発達相談センターでは、未就学のお子さんの発
達に関する様々な相談に対応するため、心理発達相談
員・保育士・作業療法士・理学療法士・言語聴覚士を
配置した。また、簡易マザーズホームにおいては、肢
体不自由のお子さんに対応するため、保育士のほか理
学療法士・看護師・作業療法士・物理療法士を配置し
た。

継続 療育支援課

A

支給月数　通院32,744月　入院1,509月
支給額　計223,540,000円

A

支給月数　通院34,496月　入院1,384月
支給額　計189,893,000円

継続 保健総務課

A

小児慢性特定疾病医療受給者証等の所持者は６２５人。

A

小児慢性特定疾病医療受給者証等の所持者は６３８
人。

継続 保健総務課

A

354件訪問相談実施。難病患者と家族のつどい3回実施。

A

378件訪問相談実施。難病患者と家族のつどい３回実
施。

継続 保健総務課

A

特定医療費（指定難病）受給者証の所持者数は4236人。

A

特定医療費（指定難病）受給者証の所持者数は4,372
人。
特定疾患医療受給者証の所持者数は5人。

継続 保健総務課

Ａ

「ふなばし健やかプラン２１（第２次）」に基づき、「運
動・身体活動」「食生活」を重点分野とし、「ふなばし健や
かプラン２１市民運動推進会議」の協働で各施策を実施して
います。 A

引き続き、「運動・身体活動」及び「食生活」を重点
分野とし、リーフレット等を活用して啓発を行った。
また、｢食生活｣分野の推進として、新たに食育情報交
換会や食育イベントを実施し、関係団体・機関との連
携を図りながら食生活分野の推進を行うことができ
た。

継続 健康政策課

Ａ

食生活やロコモ予防に関するリーフレットの配布、ふなばし
健康まつりやヘルシー船橋フェアにおける啓発事業を実施し
ています。

A

ふなばし健康まつりは「ふれあい」をテーマに11月6
日に開催。体力測定や各団体によるブース出展等の従
来の企画のほか、起震車・煙中ハウス体験を新規企画
として実施した。（来場者7,000人）
また、各関係団体等の協力を得て、リーフレットによ
る啓発を行った。

継続 健康政策課

Ｂ

第２９回ヘルシー船橋フェアを開催（Ｈ28.1.14～1.19）
し、市民の健康に関する啓発事業を推進した。入場者数：
4,911人

A

第30回ヘルシー船橋フェアをＨ29.1.12～1.17の間
開催し、広く市民の健康に関する啓発事業を推進し
た。入場者数：8,431人

継続
健康づくり

課

Ａ

母子健康手帳の交付：5,797件
妊婦健康相談：4,205人

A

母子健康手帳の交付：5,529件
妊婦健康相談：4,176人

継続 地域保健課

Ａ

はじめてママになるための教室：延受講者数1,498人

A

はじめてママになるための教室：延受講者数1,507人
パパ・ママ教室:：延受講者数2,408人

継続 地域保健課

Ａ

母子健康教育（中学校）：受講者数236人

A

母子健康教育（中学校）：受講者数543人

継続 地域保健課
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整理
番号

章 課題 項目 （計画策定時の）現状 （計画策定時の）施策の方向性

96 2 5

４．乳幼児からの正しい食生活
の推進

第１子を対象にした食育講座や、１歳６か月児健康診
査時に行う食育ミニ講座などによる食育推進事業を
行っています。

食育講座や食育ミニ講座を実施することにより乳幼児
からの食育を実施します。

97 2 5

５．成人・高齢者における健康
の保持・増進と自己管理の促進

保健センターや各地域での健康教育や家庭訪問等によ
り、自らが「自分の健康は自分で守る。」という認識
と自覚を高め、疾病の自己管理を促し、健康の保持・
増進を図っています

地区健康教育や健康相談、家庭訪問などを通して自己
健康管理の促進を図ります。

98 2 5

６．生活習慣病などによる障害
の予防の推進

①特定健康診査や特定保健指導において、生活習慣病
などの予防を図っています。さらに健診結果で腎機能
低下のリスクの高い方について、人工透析導入の増加
抑制を図るため、保健指導を行っています。また在宅
寝たきり者及びそれに準ずる方については訪問診査を
実施しています。

①特定健康診査や特定保健指導、慢性腎臓病対策保健
事業などの実施により、生活習慣病などの予防の推
進、人工透析導入者の増加抑制を図ります。

99 2 5

６．生活習慣病などによる障害
の予防の推進

②生活習慣病予防や健康全般について、各公民館や自
治会館、集会所等で定期的に個別相談を行う「成人健
康相談」を実施するほか「糖尿病教室」を開催するな
ど生活習慣病予防、疾病予防を推進しています。

②各公民館や自治会館において定期的に個別相談を行
うなど生活習慣予防、疾病予防を推進します。

100 2 5

７．介護予防事業の充実 ①要介護認定率の減少だけでなく、健康寿命が長い高
齢者を目指すため、介護予防事業の充実を図っていま
す。

①介護保険事業で実施している「はつらつ高齢者介護
予防事業」（二次予防事業）や一次予防事業について
は、健康づくり事業に融合し、一元的な運営体制を構
築して介護予防事業を推進します。

101 2 5

７．介護予防事業の充実 ②船橋市リハビリセンターにおいて「プールリハビ
リ」や「パワーリハビリテーション教室（筋力マシン
を利用してのリハビリ）」など介護予防事業を実施し
ています。

②維持期のリハビリテーションを提供するとともに介
護予防事業を行います。

102 2 5

７．介護予防事業の充実 ③リハビリ的要素を含んだ体操事業による介護予防の
推進を図るため、（仮称）ふなばし健やか体操２１推
進協議会を設置し、必要な事項の検討を行います。

③リハビリ的要素を含んだ体操事業として、体操指導
士の育成と体操の普及活動を行います。

103 2 5

８．乳幼児・高齢者の事故防止
の啓発

赤ちゃん訪問、４か月児健康相談、１歳６か月児健康
診査・３歳児健康診査や母子・成人の地区健康教育に
て事故予防のチラシ配布や講話を行うなど、市民に対
して、乳幼児の交通事故・誤飲・転落、高齢者の転倒
など、事故防止に関する啓発の推進を図っています。

赤ちゃん訪問、４か月児健康相談、１歳６か月健康診
査・３歳児健康診査や母子・成人の地区健康教育での
チラシ配布を行うなど事故防止の啓発を行います。

104 2 5

９．障害の早期発見の推進 ①「こんにちは赤ちゃん事業」として生後６０日まで
及び「乳児全戸訪問事業」として生後４か月を迎える
までの乳児のいる全ての家庭に訪問し、母子の心身状
況や育児環境の把握を行っています。

①新生児訪問、未熟児・低体重児訪問、赤ちゃん訪問
を行います。

105 2 5

９．障害の早期発見の推進 ②幼児健診の受診率の向上を図るため、母子健康手帳
交付時、赤ちゃん訪問時、４か月児健康相談等機会を
とらえて１歳６か月児健康診査、３歳児健康診査など
幼児健診を啓発しています。また、平日に来所できな
い方に対しては日曜健診を行うなど、健康診査の受診
率の向上を図っています。

②１歳６か月児健康診査、３歳児健康診査の啓発、日
曜健診の実施により、受診率の向上に努めます。

106 2 5

９．障害の早期発見の推進 ③乳児健康相談や窓口・電話相談など、相談事業の充
実を図っています。

③乳児健康相談や窓口・電話相談など、相談事業の充
実を図ります。

107 2 5

９．障害の早期発見の推進 ④４か月健康相談での全数把握に努めているほか、各
保健センター・船橋市駅前総合窓口センター・市役所
にて、随時育児についての相談を受け付けています。
また、精神科医師、臨床心理士などによる育児ストレ
ス相談についても実施しています。乳児の全数把握に
より、疾病や障害の早期発見・治療や療育機関との連

④４か月児健康相談、育児ストレス相談を行います。

108 2 5

９．障害の早期発見の推進 ⑤健康診査及び健康相談により障害及びその疑いがあ
る場合には、家庭へ訪問し、個々の状況に合わせた支
援を関係機関と連携しながら行っています。

⑤家庭訪問事業を実施します。

109 2 5

９．障害の早期発見の推進 ⑥１歳６か月児健診事後指導教室である「ひよこ教
室」において親子で一緒に遊ぶ体験を通して、子ども
との接し方や親子関係の改善を図り、子どもの発達を
促しています。

⑥ひよこ教室の実施を通じて子どもの発達を促しなが
ら、関係機関との連携を深め、より高い支援を実施し
ます。

110 2 5

１０．早期療育の推進 早期発見された障害及びその疑いのある子どもの早期
療育促進を図っています。

　早期療育を行う体制の整備を図ります。

28



第３次船橋市障害者施策に関する計画　【第２章　保健・医療】　平成２８年度進捗状況
今後の

評価 実績（平成27年度） 評価 実績（平成28年度） 方向性
担当課

進捗状況（平成２７年度） 進捗状況（平成２８年度）

Ａ

食育講座：参加者数733人
食育ミニ講座：参加者巣4,546人

A

食育講座：参加者数850人
食育ミニ講座：参加者数4,580人

継続 地域保健課

Ａ

地区健康教育：受講者数11,995人
健康相談：受講者数8,268人
家庭訪問：延訪問指導者数561件

A

地区健康教育：受講者数14,079人
健康相談：受講者数8,584人
家庭訪問：延訪問指導者数689件

継続 地域保健課

A

特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率向上に向け受診
勧奨はがき発送や特定保健指導の利用勧奨等を行った。健診
結果やレセプトデータより腎機能低下のリスクの高い対象者
へ訪問等で保健指導を行った。

A

特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率向上に向
け受診勧奨はがき発送や特定保健指導の利用勧奨等を
行った。健診結果やレセプトデータより血糖のコント
ロール不良や腎機能低下のリスクの高い対象者等へ電
話や訪問等で保健指導を行った。

継続
健康づくり

課

Ａ

健康相談：受講者数8,268人

A

健康相談：受講者数8,584人

継続 地域保健課

A

二次予防教室実施数89（直営4、委託85）、参加者数984
人。
一次予防教室総合型実施数68、認知症予防型教13、参加者
数281人。
地域介護予防活動支援事業教室数7、参加者数77人。
平成28年3月より総合事業として介護予防を推進している。

A

短期集中予防サービス通所型サービス事業
要支援者及び介護予防・生活支援サービス事業対象者
に対して、介護予防向上のために運動機能・口腔機能
の向上及び食生活の改善をめざして講座を実施した。
コース数２６コース　参加人数５８人

介護予防普及啓発事業費
介護保険第１号被保険者を対象に、介護予防教室、認
知症予防教室を開催した。
総合型介護予防教室（５回コース）実施数４５コース
参加人数４８２人
総合型介護予防教室（８回コース）実施数４４コース
参加人数４４６人
認知症予防教室実施数２８コース　参加人数４３１人

継続
健康づくり

課

A

リハビリ事業として、「プールリハビリ」「パワーリハビリ
教室」「パワーリハビリフォローアップ」を実施しました。

A

リハビリ事業として、「プールリハビリ」「パワーリ
ハビリ教室」「パワーリハビリフォローアップ」を実
施した。

継続 健康政策課

Ａ

平成27年度は、初級指導士養成講習会（6日間コース、各
30名定員）の平日コースを4回、土曜日コースを1回、計5
コースを実施し、141名の指導士を認定した。体操体験教室
は、保健福祉ンセンター、各公民館で24か所、参加者975
名、出前講座は30ヶ所、参加者878名であった。初級体操
指導士による体操教室は、25ヶ所で904名の参加があっ
た。また、茨城県立健康プラザの大田仁史先生を招き、推進
講演会を開催した。149名の参加があった。

A

平成28年度は、初級指導士養成講習会（6日間コー
ス、各30名定員）の平日コースを5回、土曜日コース
を1回、計6コースを実施し、181名の指導士を認定し
た。体操体験教室は、保健福祉ンセンター、公民館、
出前講座等で８５か所、参加者３,９４１名であった。
体操指導士による体操教室は、４９ヶ所で延参加人数
は10,630名の参加があった。

継続
健康づくり

課

Ａ

機会を捉えて、事故防止の啓発を行った

A

機会を捉えて、事故防止の啓発を行った。

継続 地域保健課

Ａ

妊産婦訪問：1,799件
新生児・低体重児訪問：3,561件
赤ちゃん訪問：1,340件

A

妊産婦訪問：1,798件
新生児・低体重児訪問：3,615件
赤ちゃん訪問：1,398件

継続 地域保健課

Ａ

1歳6か月児健康診査：総受診者数5,398人、健診率95.1％
3歳児健康診査：総受診者数5,334人、健診率91.0％

A

1歳6か月児健康診査：総受診者数5,402人、健診率
95.8％
3歳児健康診査：総受診者数5,309人、健診率93.4％

継続 地域保健課

Ａ

母子健康相談（地区）：延参加者数3,225人
母子健康相談（窓口）：面接延数4,134人、電話延数
1,354人

A

母子健康相談（地区）：延参加者数2,749人
母子健康相談（窓口）：面接延数4,807人、電話延数
1,269人

継続 地域保健課

Ａ

4か月児健康相談：延受講者数4,607人
育児ストレス相談：精神科医7人、心理相談員19人

A

4か月児健康相談：延受講者数4,565人
育児ストレス相談：精神科医8人、心理相談員20人

継続 地域保健課

Ａ

母子家庭訪問：延訪問指導者数4,902人

A

母子家庭訪問：延訪問指導者数5,116人

継続 地域保健課

Ａ

親子教室：延参加者数1,846人

A

親子教室：延参加者数1,661人

継続 地域保健課

Ａ

外来グループ療育全体を、発達障害のある子どもやその保護
者のニーズに柔軟に対応できるよう調整・構築することを目
的とし、外来グループ療育連絡会を平成27年度から発足さ
せた。（年4回）

A

外来グループ療育全体を、発達障害のある子どもやそ
の保護者のニーズに柔軟に対応できるよう調整・構築
することを目的とし、外来グループ療育連絡会を平成
27年度から発足させた。

継続 療育支援課
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整理
番号

章 課題 項目 （計画策定時の）現状 （計画策定時の）施策の方向性

111 2 5

１１．長期療養児育成指導の推
進

小児喘息等、長期療養を必要とする子どもとその家族
に対する講座を開催することにより、治療方法のみで
なく、養育に必要な情報提供・精神的支援を行い、ま
た家族相互の交流を図っています。

長期療養児のための健康講座を行います。

112 2 5

１２．乳幼児発達相談指導の充
実

低体重児で出生したことによる将来的な発育・発達の
リスクを早期に発見又は治療に繋げるため、出生時に
低体重や成長発達期に身体機能面に不安のある子ども
に対し、小児科医・整形外科医による療育相談を行っ
ています。

乳児発達相談指導の充実を図ります。
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第３次船橋市障害者施策に関する計画　【第２章　保健・医療】　平成２８年度進捗状況
今後の

評価 実績（平成27年度） 評価 実績（平成28年度） 方向性
担当課

進捗状況（平成２７年度） 進捗状況（平成２８年度）

Ａ

長期療養児健康講座：参加者数11人（親子）

B

長期療養児健康講座：参加者数11人（親子）

拡大 保健総務課

Ａ

乳幼児発達相談：相談者数95人

A

乳幼児発達相談：相談者数131人

継続 地域保健課
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113 3 1

１．就学相談の充実 特別な教育的ニーズのある幼児の就学について、こど
も発達相談センター等療育施設と連携を図りながら、
就学相談会、就学指導委員会を開催し、適切な就学に
ついての支援をしています。

幼稚園・保育園等に就学相談会、就学指導委員会を周
知し、適切な教育が受けられるよう保護者からの就学
相談に応じます。

114 3 1

２．教育相談の充実 市内の全小中学校に特別支援教育コーディネーターを
指名し、各校及び保護者からの教育相談に応じていま
す。また、学校担当が各学校を訪問し、指導していま
す。

学校生活、家庭生活、障害に関する問題の相談や助言
を行うため、特別支援教育コーディネーターの支援や
各校の教育相談の充実を図ります。

115 3 1

３．進路に関する相談支援の充
実

公共職業安定所との連携のもと進路対策委員会を通し
て進路の取り組みを支援しています。

産業現場等における実習についての情報共有などを図
り進路指導の充実などを図ります。

116 3 1

４．特別支援学校及び特別支援
学級における教育の充実

①在籍する児童生徒の一人ひとりのニーズに応じた適
切な指導が行えるよう個別の教育支援計画や個別の指
導計画・個別の移行支援計画の作成の手引きを配布し
教育の充実を図っています。

①個別の教育支援計画や個別の指導計画・個別の移行
支援計画を校長会議・教頭会議、コーディネーター研
修会等の機会を通して周知し、活用の推進を図りま
す。

117 3 1

４．特別支援学校及び特別支援
学級における教育の充実

②特別支援学級や通常の学級に在籍する障害のある児
童生徒で、支援を必要とする場合には支援員の配置を
行っています。

②障害のある児童生徒数が増加していることから、安
全の確保や学校生活支援のため、必要に応じた支援員
の配置をします。

118 3 1

５．通級指導教室における指導
の充実

①通常の学級に在籍する障害のある児童生徒に対し
て、よりよい支援を行えるよう、小・中学校における
通級による指導を推進しています。発達障害通級指導
教室には、その内容の充実を図るため、通級指導教室
指導員を雇用し、通級指導担当教員と協力し、指導を
行っています。

①通級指導教室による指導の充実を図るほか、各通級
指導教室において障害の特性に応じた設備の整備を行
います。

119 3 1

５．通級指導教室における指導
の充実

②障害のある児童生徒に対して障害の特性に応じた教
育を実施するため通級指導教室の設置に取り組んでい
ます。

②障害のある児童生徒の増加しつつある現状を踏ま
え、障害のある子もない子もともに学べるよう通級指
導教室を設置します。

120 3 1

６．通常の学級における指導の
充実

通常の学級に在籍する障害のある児童生徒の指導を充
実するため、校内体制の整備を図るとともに、専門家
チームによる助言や巡回相談員の派遣を行っていま
す。

専門家チームによる助言や巡回相談員の派遣により、
通常の学級における障害のある児童生徒の指導の充実
を図ります。

121 3 1

７．訪問指導の充実 けがや疾病により療養中、また通学して教育を受ける
ことが困難な児童生徒に対して、訪問指導を行ってい
ます。

訪問指導が長期にわたる場合においては、学習の遅れ
が出ないように、学校との連絡を密に取り、支援計画
を作成する等の手立てを講じます。

122 3 1

８．学生ボランティアの活用 学生支援ボランティア派遣事業の実施により、学生ボ
ランティアによる特別な支援を必要とする児童生徒の
支援を行っています。

学生ボランティアによる支援の状況を把握し、近隣大
学へのボランティア依頼等により、更なる支援の充実
を図ります。

123 3 1

９．校外活動の充実 学校での校外活動を通して、さまざまな体験を学べる
ことから、小・中学校特別支援学級合同宿泊学習推進
事業を行うなど学校における校外活動の充実を図って
います。

障害のある児童生徒の日常生活・集団生活に必要な
ルールを学び、好ましい人間関係や他校との交流など
の推進を図りながら校外活動等を実施します。

整理
番号

章 課題 項目 （計画策定時の）現状 （計画策定時の）施策の方向性
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第３次船橋市障害者施策に関する計画　【第３章　教育、文化芸術活動・スポーツ、国際交流等】　平成２８年度進捗状況
今後の

評価 実績（平成27年度） 評価 実績（平成28年度） 方向性

A

療育施設やこども発達相談センターで就学に関する説明会を
実施し、就学相談会や就学指導委員会を周知した。各担当者
が通園施設での様子を参観するなど、関係機関との連携を取
り合い、保護者と就学に向けての相談を行った。 A

児童発達支援事業所や保健福祉センターで就学に関す
る説明会を実施し、就学までの流れ等を説明した。そ
の後、相談希望のあった方を対象に通園施設での様子
を参観等、関係機関との連携を取り合い、保護者と就
学に向けての相談を行った。また、就学相談会や就学
指導委員会を行い、就学先に関する答申を基に就学先
の決定をした。

継続
総合教育セ
ンター

A

年２回の学校訪問を通じ、校内の配慮が必要な児童生徒の把
握し、支援の方法や校内支援体制についての助言を行った。
必要に応じて、センターにて保護者と個別の相談を行った。

A

学校訪問を通じ、校内の配慮が必要な児童生徒の把握
し、管理職、特別支援教育コーディネーター、担任等
へ支援の方法や校内支援体制について助言をした。関
係機関との連携を図るためのガイドブックを作成し、
コーディネーター研修を通じて配布し、紹介した。必
要に応じて、保護者との個別の相談を行った。

継続
総合教育セ
ンター

A

年３回の進路指導委員会を開催し、進路関係の情報交換や現
場実習の報告等を行った。

A

特別支援学級の進路関係は、年３回の進路指導対策委
員会を開催し、進路関係の研修や情報交換、現場実習
の報告等を行った。通常の学級に在籍する配慮が必要
な生徒に関しては、学校訪問等で状況を把握し、必要
に応じて、保護者との進路に関する教育相談を行っ
た。

継続
総合教育セ
ンター

B

コーディネーター研修や特担研で個別の指導計画等、個別の
教育支援計画、個別の移行支援計画に関する研修を行い、活
用の推進を図り、各学校における配慮を要する児童・生徒の
支援の充実を図った。 B

特担研や学校訪問等で個別の指導計画等、個別の教育
支援計画、個別の移行支援計画に関する研修を行い、
活用の推進を図り、各学校における配慮を要する児
童・生徒の支援の充実を図った。また、授業研研究会
で教師の指導力向上を図った。

継続
総合教育セ
ンター

Ａ

小学校34校に51人、中学校12校に18人の支援員を配置
し、障害のある児童生徒の充実した学習と安全な学習環境の
補書に努めた。

A

小学校33校に53人、中学校13校に18人の支援員を
配置し、障害のある児童生徒の充実した学習と安全な
学習環境の保障に努めた。
〈支援員数〉71名 拡大

総合教育セ
ンター

A

児童生徒の実態に即した教室環境を整備し、微意品などの充
実を図り、教育効果を高められるよう、消耗品及び備品の執
行を効率的に行えるよう努めた。

A

児童生徒の実態に即した教室環境を整備し、微意品な
どの充実を図り、教育効果を高められるよう、消耗品
及び備品の執行を効率的に行えるよう努めた。

継続
総合教育セ
ンター

Ａ

言語障害通級指導教室設置校４校の他１校の新設を検討。
（H28に開設）

A

H28年度、習志野台第一小学校に言語障害通級指導教
室を開設し、言語障害通級指導教室設置校５校となっ
た。

継続
総合教育セ
ンター

B

希望のあった学校を対象に専門家チーム会議（計６回）を開
催した。巡回相談員を１校に６回派遣し、前期１３校、後期
１２校、年間計１５６回巡回相談を行った。

B

希望のあった学校を対象に専門家チーム会議（計３
回）を開催した。巡回相談員を１校に３回～６回派遣
し、前期12校後期９校年間計1１１回巡回相談を行っ
た。 継続

総合教育セ
ンター

Ａ

実施件数は９件，訪問指導を実施した延べ回数は131回。市
内での実施が可能な訪問指導の希望はすべて受けることがで
きた。実際の指導に際しては，学校との連携が十分に取れる
ように支援した。 Ａ

実施件数は７件、訪問指導を実施した延べ回数は１９
９回。市内での実施が可能な訪問指導の希望はすべて
受けることができた。実際の指導に際しては、学校と
の連携が十分に取れるように支援した。 継続 指導課

Ａ

学校支援ボランティアを、小学校26校、中学校に5校に、
795回派遣し、特別な支援を要する児童生徒への支援の充実
を図った。

A

学校支援ボランティアを、小学校33校、中学校に3校
に、785回派遣し、特別な支援を要する児童生徒への
支援の充実を図った。

継続
総合教育セ
ンター

B

小・中学校特別支援学級合同宿泊学習推進事業を行った。小
学校は、7月23日～25日に千葉市少年自然の家、中学校
は、6月23日～25日に一宮少年自然の家で宿泊を行った。
また、地区ごとにブロック行事を行い、小・中学校の交流会
を行った。

A

小・中学校特別支援学級合同宿泊学習推進事業を行っ
た。小学校は、7月2７日～2９日に千葉市少年自然の
家、中学校は、７月3日～5日に一宮少年自然の家で宿
泊を行った。また、地区ごとにブロック行事を行い、
小・中学校の交流会を行った。

継続
総合教育セ
ンター

担当課
進捗状況（平成２７年度） 進捗状況（平成２８年度）
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整理
番号

章 課題 項目 （計画策定時の）現状 （計画策定時の）施策の方向性

124 3 1

１０．産業現場等での実習の充
実

主体的に進路を選択できる力を身につけるために、特
別支援学級の中学３年生及び特別支援学校の中学３年
生・高等部の全生徒に産業現場等における現場実習を
行っています。

校内での作業学習の充実、産業現場等における実習を
充実させます。

125 3 2

１．特別支援学校のセンター的
機能

特別支援学校コーディネーターによる小中学校への出
張相談や教員の研修会の講師を行うなどの連携を行っ
ています。

特別支援学校との連絡会を設け、定期的に連絡をと
り、状況を把握する等の連携を強化します。

126 3 2

２．発達障害理解のための職員
の研修の充実

発達障害の理解促進のため、保育園、幼稚園、関係機
関職員を対象とした「発達支援のための講演会」など
を行っています。

幼稚園・保育園等の職員に対して、専門職による支援
方法の指導や講演会などを行います。

127 3 2

３．巡回相談の充実 こども発達相談センターの専門職職員等が幼稚園や保
育園等にて巡回相談を行うことにより地域での子ども
の発達に対する指導力向上を図っています。

専門職職員が巡回相談を行い、幼稚園や保育園等での
生活がよりスムーズにいくよう、更なる指導力の向上
を図ります。

128 3 2

３．巡回相談の充実 こども発達相談センターの専門職職員等が幼稚園や保
育園等にて巡回相談を行うことにより地域での子ども
の発達に対する指導力向上を図っています。

専門職職員が巡回相談を行い、幼稚園や保育園等での
生活がよりスムーズにいくよう、更なる指導力の向上
を図ります。

129 3 2

４．教職員への研修の充実 特別支援学級担任研修会や、小・中学校教育研究協議
会の特別支援教育部会等を通し、教職員の研修を行っ
ています。

在籍する児童生徒の一人ひとりの特別な教育的ニーズ
に対応するため、更なる教職員の研修を行います。

130 3 2

５．特別支援教育コーディネー
ター等相談担当者への研修の充
実

就学相談・教育相談を専門に行うため、特別支援教育
コーディネーター等への指導力向上のため研修会を
行っています。

年間の研修計画の中で、経験別、地域別等内容を工夫
するなどしながら研修を行います。

131 3 2

６．学校施設・設備の充実 ①教育効果を高めるため、特別支援学校及び特別支援
学級について、児童生徒数を確認しながら毎年計画を
策定し、計画的に学校の施設・設備の整備を図ってい
ます。

①特別支援学校、特別支援学級に在籍する児童生徒数
の増加が見込まれるため、動向を見ながら特別支援学
校の改修や特別支援学級及び通級指導教室の設置を検
討します。

132 3 2

６．学校施設・設備の充実 ②通常の学級に在籍する肢体不自由などの児童生徒の
ために、障害の状況に合わせた施設・設備の改善を
図っています。

②就学１年前から行う就学相談にて、障害の状況の把
握などを行っているが、設備の整備の準備を行うため
にも、より早期からの就学相談についても検討しま
す。

133 3 2

６．学校施設・設備の充実 ③大規模改造事業及び校舎改修事業にあたって、各校
の改造・改修の状況を踏まえながら、障害のある児童
生徒に配慮した整備を行っています。

③増改築時や障害のある児童生徒の状況を踏まえて、
エレベーター・多目的トイレ等のバリアフリー化を図
ります。

134 3 2

７．公民館などの施設の充実 老朽化等による公民館等の建替えにあたり、障害のあ
る人に配慮した整備を行っています。

今後も公民館等の建替え時にバリアフリー化を進めて
いくとともに、建替え予定のない２階以上の公民館に
エレベーターを設置します。
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B

産業現場等における現場実習を中学生は年間１回、高等部生
徒については2回行い。卒業後の生活を実際に体験すること
ができた。進路学習を進めていく上で重要な役割を果たして
いる。 A

産業現場等における現場実習を中学生は年間１回、高
等部生徒については1年生は１回、２・３年生は2回行
い、卒業後の生活を実際に体験することができた。進
路学習を進めていく上で重要な役割を果たしている。 継続

総合教育セ
ンター

Ｂ

特別支援学校との連絡会を行い、市内の学校に在籍する特別
な支援を要する児童生についての情報交換を行い、相談・支
援体制の充実を図った。

B

特別支援学校との連絡会を設け、定期的に連絡をと
り、状況を把握する等の連携を強化する。

継続
総合教育セ
ンター

Ａ

支援に実際に携わる現場職員を対象に、保育者向け研修会を
開催した。
保育課主催保育士研修に講師を派遣した。

A

支援に実際に携わる現場職員を対象に、保育者向け研
修会を開催した。
公立保育園管理課主催保育士研修に講師を派遣した。

継続 療育支援課

Ａ

心理発達相談員や理学療法士等の療育の専門職が、市内の幼
稚園等の職員に対して巡回相談等を行うことにより職員の資
質の向上を図った。

A

心理発達相談員や理学療法士等の療育の専門職が、市
内の幼稚園等の職員に対して巡回相談等を行うことに
より職員の資質の向上を図った。平成28年度から認可
外保育園にも巡回相談を開始した。 拡大 療育支援課

Ａ

専門職職員が巡回相談を行い、年間100回、小中学校合わせ
て18校に巡回相談員を派遣した。具体的な支援方法等を助
言、指導を行い指導力の向上を図った。

A

巡回相談員を１校に６回派遣し、前期９校、後期８
校、年間計１０２回巡回相談を行った。具体的な支援
方法等を助言、指導を行い指導力の向上を図った。

拡大
総合教育セ
ンター

B

特別支援学級担任研修会の知的障害研究部会、自閉症・情緒
障害教育研究部会、発達障害教育部会で各１０回、聴覚・言
語障害教育研究部会で６回、特別支援学校教育研究部会で８
回、小・中学校教育研究協議会の特別支援教育部会で、年９
回の研究研修を行った。

B

特別支援学級担任研修会の知的障害研究部会で8回、自
閉症・情緒障害教育研究部会9回、発達障害教育部会で
８回、聴覚・言語障害教育研究部会で７回、特別支援
学校教育研究部会で８回、小・中学校教育研究協議会
の特別支援教育部会で、年９回の研究研修を行った。

継続
総合教育セ
ンター

B

特別支援教育コーディネーター研修会を年５回行い、コー
ディネーターの役割や個別の教育指導計画や教育支援計画の
作成、活用、支援を要する子どもの支援、市内の特別支援教
育の取り組み等の研修等を行った。

B

特別支援教育コーディネーター研修会を年５回行っ
た。コーディネーターの役割や市内の特別支援教育の
取り組み、個別の教育指導計画や教育支援計画の作
成、活用、支援を要する子どもの支援の研修等を行っ
た。コーディネーター経験が浅い先生が半数以上いる
ため、基本的な内容が中心となるが、一方で経験豊富
な先生もいるので、研修内容をより吟味していく必要
がある。

継続
総合教育セ
ンター

Ａ

中学校２校に知的障害特別支援学級を開設。特別支援学校高
根台校舎の増築を計画。

A

小学校２校に自閉症・情緒障害特別支援学級を開設。
小学校1校に言語障害通級指導教室を開設。

継続
総合教育セ
ンター
・施設課

Ａ

就学にあたる年の４月から就学相談を開始し、障害の状態を
聞き取りや保育園や幼稚園の様子を見て把握した。特に肢体
不自由の児童の設備の準備をすることができた。

A

年長の４月から就学相談を受け付け、希望のあった保
護者や子どもに対し、就学相談を行った。保護者から
の聞き取り、保育園、幼稚園への参観などから、障害
の状態や必要な支援、設備等の把握を行った。設備面
でのニーズに応じて、就学先の学校、保健体育課、施
設課と連携し、学校施設・設備の充実を図った。

拡大
総合教育セ
ンター
・施設課

Ａ

障害のある児童生徒の実態に合わせて、手すり、スロープを
設置した。また、エレベーター設置を検討中である。
エレベーターにおいては、増改築時に法典西小学校及び前原
中学校に設置した。 Ａ

行田中に階段、昇降口に手すりを設置した。また、七
林小、習志野台第二小、習志野台中のトイレ改修を
行った。エレベーター設置は、検討中である。

継続
総合教育セ
ンター
・施設課

完了

平成27年度は高根公民館、丸山公民館の2公民館でエレベー
ター設置工事を実施し、2階以上の公民館へのエレベーター
設置事業は完了した。

完了

平成27年度で、２階以上の公民館にエレベーターの設
置が完了した。なお、今後も公民館等の建替え時等に
は、バリアフリー化に配慮した仕様を検討する。

完了 社会教育課
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整理
番号

章 課題 項目 （計画策定時の）現状 （計画策定時の）施策の方向性

135 3 3

１．スポーツ、文化施設の整備
の推進

スポーツ、文化施設について、障害のある人の参加・
利用に配慮した整備に努めています。

障害のある人に配慮したスポーツ、文化施設の整備を
推進します。

136 3 3

１．スポーツ、文化施設の整備
の推進

スポーツ、文化施設について、障害のある人の参加・
利用に配慮した整備に努めています。

障害のある人に配慮したスポーツ、文化施設の整備を
推進します。

137 3 3

２．スポーツ・レクリエーショ
ン、文化事業の充実

①障害のある人を対象としたスポーツ・レクリエー
ション、文化事業を実施しています。

①スポーツ・レクリエーション及び文化事業につい
て、障害のある人の要望に応じて、現在実施している
事業を拡大する等、障害のある人の社会との交流を更
に促進します。

138 3 3

２．スポーツ・レクリエーショ
ン、文化事業の充実

①障害のある人を対象としたスポーツ・レクリエー
ション、文化事業を実施しています。

①スポーツ・レクリエーション及び文化事業につい
て、障害のある人の要望に応じて、現在実施している
事業を拡大する等、障害のある人の社会との交流を更
に促進します。

139 3 3

２．スポーツ・レクリエーショ
ン、文化事業の充実

①障害のある人を対象としたスポーツ・レクリエー
ション、文化事業を実施しています。

①スポーツ・レクリエーション及び文化事業につい
て、障害のある人の要望に応じて、現在実施している
事業を拡大する等、障害のある人の社会との交流を更
に促進します。

140 3 3

２．スポーツ・レクリエーショ
ン、文化事業の充実

①障害のある人を対象としたスポーツ・レクリエー
ション、文化事業を実施しています。

①スポーツ・レクリエーション及び文化事業につい
て、障害のある人の要望に応じて、現在実施している
事業を拡大する等、障害のある人の社会との交流を更
に促進します。

141 3 3

２．スポーツ・レクリエーショ
ン、文化事業の充実

①障害のある人を対象としたスポーツ・レクリエー
ション、文化事業を実施しています。

①スポーツ・レクリエーション及び文化事業につい
て、障害のある人の要望に応じて、現在実施している
事業を拡大する等、障害のある人の社会との交流を更
に促進します。

142 3 3

２．スポーツ・レクリエーショ
ン、文化事業の充実

①障害のある人を対象としたスポーツ・レクリエー
ション、文化事業を実施しています。

①スポーツ・レクリエーション及び文化事業につい
て、障害のある人の要望に応じて、現在実施している
事業を拡大する等、障害のある人の社会との交流を更
に促進します。

143 3 3

２．スポーツ・レクリエーショ
ン、文化事業の充実

①障害のある人を対象としたスポーツ・レクリエー
ション、文化事業を実施しています。

①スポーツ・レクリエーション及び文化事業につい
て、障害のある人の要望に応じて、現在実施している
事業を拡大する等、障害のある人の社会との交流を更
に促進します。

144 3 3

２．スポーツ・レクリエーショ
ン、文化事業の充実

①障害のある人を対象としたスポーツ・レクリエー
ション、文化事業を実施しています。

①スポーツ・レクリエーション及び文化事業につい
て、障害のある人の要望に応じて、現在実施している
事業を拡大する等、障害のある人の社会との交流を更
に促進します。

145 3 3

２．スポーツ・レクリエーショ
ン、文化事業の充実

②市民全般を対象としたスポーツ・レクリエーショ
ン、文化事業の開催にあたり、車いす利用者の優先入
場や参加者のサポート体制を整えるなど障害のある人
の参加に配慮しています。

②参加者の状況に応じた更なる配慮を行い、スポー
ツ・レクリエーション、文化事業を開催します。
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C

既存施設の計画的な修繕等に至っていない。

C

既存施設の計画的な修繕等に至っていない。

継続
生涯スポー

ツ課

Ａ

郷土資料館の耐震化工事にあわせエレベーターを設置し、誰
でも利用しやすい施設環境の整備を行っている。

A

郷土資料館の耐震化工事にあわせ、エレベーター及び
障害のある人に対応したトイレの設置など誰でも利用
しやすい施設環境の整備を行っている。

継続 文化課

A

アーチェリー・ダーツ・スポレク・ボッチャ等恒例となって
いる。参加希望も多い。

Ａ

アーチェリー・ダーツ・ボッチャ等を身体障害者福祉
センターにおいて実施した。
参加者数（延べ人数） アーチェリー23人、ダーツ６
６人、ボッチャ２９人 継続 障害福祉課

Ｄ

障害のある人や関係団体から事業拡大に関する要望を受けて
おらず評価できない。

D

障害のある人や関係団体から事業拡大に関する要望を
受けておらず評価できない。

継続 文化課

Ｂ

障害を持った方の参加が非常に少ない。
安全等には十分に配慮し大会運営を行っている。

B

市民マラソンに特別支援学校からの参加があったが、
まだ全体的に障害を持った方の参加が少ない。
安全面には配慮して運営を行っている。

継続
生涯スポー

ツ課

Ａ

知的障害者の交流と自立の場として青年教室「若草の会」を
開催した。（全9回）

A

市内小中学校の特別支援学級及び特別支援学校を卒業
した青少年で構成されている団体に対し、交流と自立
の場を提供をした。（青年教室若草の会） ４月から3
月の間で、9回スポーツや趣味講座など様々な活動を
行った。

継続 中央公民館

A

市民の力活用事業「障がい者スポーツボランティア講座」
（薬円台公民館）を開催し、障がい者スポーツのボランティ
ア実習とスポーツ交流を行った。

A

①２０２０年開催の東京オリンピック・パラリンピッ
クを見据え、平成２８年度は種目として「ボッチャ」
とし３回実施した。ボッチャ競技を現役選手とともに
体験し、その体験をもとに障がい者施設で障がい者ス
ポーツボランテイアを実施した。延べ参加人数は３６
名であった。

継続 東部公民館

Ａ

身体障害者福祉センターとの共催で障害者を対象とした事業
「身体障害者リフレッシュ体操」を行っている。

D

実施していない。

継続 西部公民館

Ｄ

障害のある人を対象とした事業での公民館利用について実績
がなかった。

D

実績なし。

継続 北部公民館

A

「障がいをもつ青少年自立支援事業」として船橋特別支援学
校高根台校舎と連携し、音楽を通じて、心身の健康の回復、
向上を図る「音楽療法研修」を実施した。

A

「障がいをもつ青少年自立支援事業」として船橋特別
支援学校高根台校舎と連携し、音楽を通じて、心身の
健康の回復、向上を図る「音楽体験研修」を実施し
た。 継続

高根台公民
館

Ａ

「千人の音楽祭」で車いす鑑賞スペースを設けたり、「ふな
ばしミュージックストリート」で車いすのミュージシャン出
演に対する対応をするなど、必要に応じた配慮を行ってい
る。 A

「千人の音楽祭」で車いす鑑賞スペースを設けるな
ど、必要に応じた配慮を行った。

継続 文化課
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整理
番号

章 課題 項目 （計画策定時の）現状 （計画策定時の）施策の方向性

146 3 3

２．スポーツ・レクリエーショ
ン、文化事業の充実

②市民全般を対象としたスポーツ・レクリエーショ
ン、文化事業の開催にあたり、車いす利用者の優先入
場や参加者のサポート体制を整えるなど障害のある人
の参加に配慮しています。

②参加者の状況に応じた更なる配慮を行い、スポー
ツ・レクリエーション、文化事業を開催します。

147 3 3

２．スポーツ・レクリエーショ
ン、文化事業の充実

②市民全般を対象としたスポーツ・レクリエーショ
ン、文化事業の開催にあたり、車いす利用者の優先入
場や参加者のサポート体制を整えるなど障害のある人
の参加に配慮しています。

②参加者の状況に応じた更なる配慮を行い、スポー
ツ・レクリエーション、文化事業を開催します。

148 3 3

２．スポーツ・レクリエーショ
ン、文化事業の充実

②市民全般を対象としたスポーツ・レクリエーショ
ン、文化事業の開催にあたり、車いす利用者の優先入
場や参加者のサポート体制を整えるなど障害のある人
の参加に配慮しています。

②参加者の状況に応じた更なる配慮を行い、スポー
ツ・レクリエーション、文化事業を開催します。

149 3 3

２．スポーツ・レクリエーショ
ン、文化事業の充実

②市民全般を対象としたスポーツ・レクリエーショ
ン、文化事業の開催にあたり、車いす利用者の優先入
場や参加者のサポート体制を整えるなど障害のある人
の参加に配慮しています。

②参加者の状況に応じた更なる配慮を行い、スポー
ツ・レクリエーション、文化事業を開催します。

150 3 3

２．スポーツ・レクリエーショ
ン、文化事業の充実

②市民全般を対象としたスポーツ・レクリエーショ
ン、文化事業の開催にあたり、車いす利用者の優先入
場や参加者のサポート体制を整えるなど障害のある人
の参加に配慮しています。

②参加者の状況に応じた更なる配慮を行い、スポー
ツ・レクリエーション、文化事業を開催します。

151 3 3

２．スポーツ・レクリエーショ
ン、文化事業の充実

②市民全般を対象としたスポーツ・レクリエーショ
ン、文化事業の開催にあたり、車いす利用者の優先入
場や参加者のサポート体制を整えるなど障害のある人
の参加に配慮しています。

②参加者の状況に応じた更なる配慮を行い、スポー
ツ・レクリエーション、文化事業を開催します。

152 3 3

３．千葉県障害者スポーツ大会
への参加促進

千葉県障害者スポーツ大会への参加の勧奨を広報ふな
ばし等を利用し行っています。また、特別支援学校や
障害者施設に対しても案内を送付しています。

より多くの障害のある人の参加促進のため、広報ふな
ばしへの掲載や特別支援学校及び障害者施設に対する
案内送付とともに、ホームページ等により、更なる周
知を図ります。

153 3 3

４．作品発表の場の提供 障害者週間記念事業において作品展を開催するなど障
害のある人の作品発表の場を提供しています。

市のホームページ、広報ふなばし、チラシ等により、
作品展の更なる周知を図り、より多くの方に鑑賞して
頂けるよう努めます。

154 3 3

５．障害のある人を指導するス
ポーツ・レクリエーション指導
者の確保

指導者を育成している団体の活動に対する後援承認な
どにより、スポーツ・レクリエーション指導者やボラ
ンティアの育成を支援しています。

リハビリテーションの一環として、スポーツ・レクリ
エーションを行う指導者育成団体の活動への支援を通
じて、指導者の確保に努めます。

155 3 3

６．精神障害者のレクリエー
ションや創作的活動等の充実

船橋市地域活動支援センターが行う事業の一環として
レクリエーション、創作的活動などを推進していま
す。

（仮称）保健福祉センターへの移転とともに、更なる
事業の充実を図ります。

156 3 3

７．地域のスポーツリーダーへ
の障害のある人の理解の浸透

地域のスポーツを推進するスポーツ推進委員やふなば
し市民大学校スポーツコミュニケーション学科の学生
などに、講義などを通して障害のある人への理解の浸
透を図っています。

地域のスポーツリーダーに対して障害のある人への理
解の浸透を図ります。
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C

障害を持った方の参加が非常に少ない。
安全等には十分に配慮し大会運営を行っている。

C

障害を持った方の参加が非常に少ない。
安全面には十分に配慮して運営を行っている。

継続
生涯スポー

ツ課

Ａ

音楽イベントの開催時などに車イス利用者を考慮した会場設
営を行うなど、参加者の状況に応じた配慮を行った

A

公民館でのコンサート等の文化事業において、車椅子
利用者に対する会常設などに配慮した。また、サーク
ル活動に参加する車椅子利用者の駐車場利用につい
て、事前予約により配慮した。その他利用者の状況に
応じて配慮した。

継続 中央公民館

A

音楽イベントの開催時などに車イス利用者を考慮した会場設
営を行うなど、参加者の状況に応じた配慮を行った

A

音楽イベントの開催時など車イス利用者を考慮した会
場設営など、参加に配慮した事業運営委を行った。

継続 東部公民館

Ａ

法典公民館において障害者を対象とした事業に取り組んだ。

D

実施していない。

継続 西部公民館

Ａ

講堂をホール的に利用して行う主催事業「二和劇場」におい
て、車いす利用者等障害をお持ちの方の優先入場について配
慮している。
文化祭やふれあいコンサートでの車椅子スペースを確保して
いる。
市民全般を対象としたスポーツ・レクリエーション、文化事
業の開催にあたり、車椅子利用者の優先入場など障害のある
人の参加に配慮している。

A

主催事業「二和劇場」において、車いす利用者等障害
をお持ちの方の優先入場について配慮している。（二
和）
ふれあいコンサートでの車椅子スペースを確保してい
る。（小室）
市民全般を対象としたスポーツ・レクリエーション、
文化事業の開催にあたり、車いす利用者の優先入場な
ど障害のある人の参加に配慮している。（坪井）

継続 北部公民館

A

公民館文化祭において、車いすレクダンス協会の協力を得
て、ダンスパーティーを実施し、障害者との交流を深めた。

A

公民館文化祭において、車いすレクダンス協会の協力
を得て、ダンスパーティーを実施し、障害者との交流
を深めた。

継続
高根台公民

館

Ａ

広報ふなばしへの掲載やホームページ等により、千葉県障害
者スポーツ大会への参加の勧奨を行いました。

A

広報ふなばしへの掲載やホームページ等により、千葉
県障害者スポーツ大会への参加の勧奨を行った。

継続 障害福祉課

Ａ

障害者週間記念事業の中で、団体・個人からの作品を募集
し、事業の充実に取り組んだ。

A

障害者週間記念事業の中で、団体・個人からの作品を
募集し、事業の充実に取り組んだ。

継続 障害福祉課

Ａ

指導者を育成している団体の活動に対する後援承認につい
て、現状、後援の申請及び実績はなかった。なお、団体の活
動への支援は今後も後援承認などにより行う方向性である。

A

指導者を育成している団体の活動に対する後援承認に
ついて、現状、後援の申請及び実績はなかった。な
お、団体の活動への支援は今後も行う方向性である。

継続 障害福祉課

B

船橋市地域活動支援センター事業としてレクリエーション、
創作的活動等を通して日中活動の場の提供とともに、利用者
からの声をプログラムに生かすことで、利用者が楽しみなが
ら参加できる企画を実施している。 A

船橋市地域活動支援センター事業としてレクリエー
ション、創作的活動等を通して日中活動の場の提供と
ともに、利用者からの声をプログラムに生かすこと
で、利用者が楽しみながら参加できる企画を実施し
た。

継続 保健総務課

Ａ

ふなばし市民大学校まちづくり学部スポーツコミュニケー
ション学科の授業において、ハンディキャップスポーツの講
義や実技を行った。
平成27年度実績
修了者数：19人 A

ふなばし市民大学校まちづくり学部スポーツコミュニ
ケーション学科の授業において、ハンディキャップス
ポーツの講義や実技を行った。前年度と比較し、修了
者数は微減したものの、継続して障害のある人への理
解の浸透を図ることができていると考えられるため、
評価をAとした。
平成28年度実績
修了者数：18人

継続 社会教育課
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157 3 3

７．地域のスポーツリーダーへ
の障害のある人の理解の浸透

地域のスポーツを推進するスポーツ推進委員やふなば
し市民大学校スポーツコミュニケーション学科の学生
などに、講義などを通して障害のある人への理解の浸
透を図っています。

地域のスポーツリーダーに対して障害のある人への理
解の浸透を図ります。

158 3 3

８．スポーツ・文化活動を行う
団体などへの障害のある人の受
け入れ支援

スポーツ・文化活動を行う団体などからの求めに応じ
て、障害のある人のスポーツ・文化活動への参加に対
する相談を受け、参加を推奨しています。

必要に応じて、スポーツ・文化活動を行う団体からの
相談に応じ、障害のある人の受け入れを支援します。

159 3 3

９．一般市民団体による障害福
祉施設への交流活動の支援

一般市民団体が自主的な活動の中で、障害福祉施設へ
の訪問など交流活動を行っています。

必要に応じて、障害福祉施設の紹介をするなど、交流
活動を支援します。

160 3 3

９．一般市民団体による障害福
祉施設への交流活動の支援

一般市民団体が自主的な活動の中で、障害福祉施設へ
の訪問など交流活動を行っています。

必要に応じて、障害福祉施設の紹介をするなど、交流
活動を支援します。

161 3 3

１０．学校におけるスポーツ、
文化活動の充実

障害のある児童生徒も障害のない児童生徒もともに、
スポーツや文化活動に取り組めるよう、各学校に指
導・助言を行っています。

障害の有無に関わらず、スポーツや運動に親しみ安全
に留意しながら個に応じた活動が進められるよう指導
していきます。児童生徒の興味関心を大切にし、文化
活動に主体的に参加できるよう助言します。

162 3 3

１０．学校におけるスポーツ、
文化活動の充実

障害のある児童生徒も障害のない児童生徒もともに、
スポーツや文化活動に取り組めるよう、各学校に指
導・助言を行っています。

障害の有無に関わらず、スポーツや運動に親しみ安全
に留意しながら個に応じた活動が進められるよう指導
していきます。児童生徒の興味関心を大切にし、文化
活動に主体的に参加できるよう助言します。

163 3 3

１１．スポーツ・文化活動への
参加の促進

広報でのスポーツ・文化活動への参加の呼びかけ、有
料公共施設の利用については障害のある人が利用する
際に使用料を減免することで、スポーツ、文化活動へ
の参加促進を図っています。

広報活動等により、更なる参加を呼びかけ、有料公共
施設の使用料について減免することによりスポーツ、
文化活動を促進します。

164 3 3

１１．スポーツ・文化活動への
参加の促進

広報でのスポーツ・文化活動への参加の呼びかけ、有
料公共施設の利用については障害のある人が利用する
際に使用料を減免することで、スポーツ、文化活動へ
の参加促進を図っています。

広報活動等により、更なる参加を呼びかけ、有料公共
施設の使用料について減免することによりスポーツ、
文化活動を促進します。

165 3 3

１２．生涯学習への参加の促進 ①障害者団体が公民館を利用する際、登録手続きによ
り使用料の減免を行い、生涯学習の参加の推進を図っ
ています。

①障害者団体が障害福祉の向上を目的とした活動で公
民館を使用する際には、使用料の減免を通じて、生涯
学習の参加を促進します。

166 3 3

１２．生涯学習への参加の促進 ①障害者団体が公民館を利用する際、登録手続きによ
り使用料の減免を行い、生涯学習の参加の推進を図っ
ています。

①障害者団体が障害福祉の向上を目的とした活動で公
民館を使用する際には、使用料の減免を通じて、生涯
学習の参加を促進します。

167 3 3

１２．生涯学習への参加の促進 ①障害者団体が公民館を利用する際、登録手続きによ
り使用料の減免を行い、生涯学習の参加の推進を図っ
ています。

①障害者団体が障害福祉の向上を目的とした活動で公
民館を使用する際には、使用料の減免を通じて、生涯
学習の参加を促進します。

168 3 3

１２．生涯学習への参加の促進 ①障害者団体が公民館を利用する際、登録手続きによ
り使用料の減免を行い、生涯学習の参加の推進を図っ
ています。

①障害者団体が障害福祉の向上を目的とした活動で公
民館を使用する際には、使用料の減免を通じて、生涯
学習の参加を促進します。
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今後の

評価 実績（平成27年度） 評価 実績（平成28年度） 方向性
担当課

進捗状況（平成２７年度） 進捗状況（平成２８年度）

Ｂ

市民大学校スポーツコミニュケーション学科の学生などに、
講義などを通して障害のある人への理解の浸透を行ってい
る。

B

市民大学校では、スポーツコミュニケーション学科で
４時間、健康学科と一般教養学科でそれぞれ２時間の
講義・実習を実施している。スポーツコミュニケー
ション学科で２０人、健康学科と一般教養学科で１０
０人ずつが受講している。

継続
生涯スポー

ツ課

A

千葉県障害者スポーツ大会実施時に、若草の会他２団体に参
加を呼びかけた。

A

千葉県障害者スポーツ大会実施時に、若草の会他２団
体に参加を呼びかけた。

継続 障害福祉課

Ａ

身体障害者福祉作業所太陽や身体障害者福祉センターにおい
て一般市民団体による活動が行われているほか、市のホーム
ページへ障害福祉施設の情報を掲載した。

A

身体障害者福祉作業所太陽や身体障害者福祉センター
において一般市民団体による活動が行われているほ
か、市のホームページへ障害福祉施設の情報を掲載し
た。 継続 障害福祉課

Ｄ

市民団体から施設紹介等に関し要望を受けておらず、評価で
きない。

D

市民団体から施設紹介等に関し要望を受けておらず、
評価できない。

継続 文化課

Ａ

学校訪問や要請訪問の際に，主に，授業における指導法の改
善という面から指導と助言を行った。

A

学校訪問や要請訪問の際に、主に、授業における指導
法の改善という面から指導と助言を行った。

継続 指導課

A

指導者向け研修会の開催や、小・中・特別支援学校訪問の実
施を行いながら、児童・生徒が運動の特性に触れ、一人一人
が発達段階に応じて主体的に取り組むような活動が進められ
るように図った。 A

体育主任研修会や運動部活動指導者研修会の開催や、
小・中・特別支援学校の訪問の実施を行った。その際
に、児童・生徒が運動の特性に触れ、一人一人が発達
段階に応じて主体的に取り組むような活動を進められ
るように指導・助言を行った。

継続 保健体育課

Ａ

ＹＭＣＡチャリティーランの実施にあたり、運動公園に使用
料減免の申請を行った。

A

ＹＭＣＡチャリティーランの実施にあたり、運動公園
に使用料減免の申請を行った。

継続 障害福祉課

Ｂ

障害のある人が有料公共施設を利用する際の使用料について
は、減免を行っておりますが、広報活動等による参加促進は
行えていない。

B

障害のある人が有料公共施設を利用する際の使用料に
ついては、減免を行っておりますが、広報活動等によ
る参加促進は行えていない。

継続
生涯スポー

ツ課

Ａ

公民館の使用料減免を希望する障害福祉団体について、減免
となるように社会教育課長に申請した。

A

公民館の使用料減免を希望する障害福祉団体につい
て、減免となるように社会教育課長に申請した。

継続 障害福祉課

Ａ

障害者福祉団体の公民館利用について、要綱に基づいて使用
料の減免措置を行った。

A

障害者団体の公民館利用に対し、要綱に基づき使用料
の減免措置を行った。（身体、聴覚、自閉症等１８団
体が中央公民館を定期的に利用した。）

継続 中央公民館

A

障害者福祉団体の公民館利用について、要綱に基づいて使用
料の減免措置を行った。
スルーネットピンポンの卓球台を譲り受け、備品の充実を図
り、活動を促進した（東部公民館） A

障がい者福祉団体がサークル活動を行う際に公民館使
用の免除について定着しており、生涯学習の参加の促
進が図られている。

継続 東部公民館

Ａ

該当団体利用時日は公民館使用料を免除している。
障害者団体がサークル活動等を行う際の使用施設として定着
してきている。

A

障害者団体がサークル活動等を行う際の使用施設とし
て定着してきている。

継続 西部公民館
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整理
番号

章 課題 項目 （計画策定時の）現状 （計画策定時の）施策の方向性

169 3 3

１２．生涯学習への参加の促進 ①障害者団体が公民館を利用する際、登録手続きによ
り使用料の減免を行い、生涯学習の参加の推進を図っ
ています。

①障害者団体が障害福祉の向上を目的とした活動で公
民館を使用する際には、使用料の減免を通じて、生涯
学習の参加を促進します。

170 3 3

１２．生涯学習への参加の促進 ①障害者団体が公民館を利用する際、登録手続きによ
り使用料の減免を行い、生涯学習の参加の推進を図っ
ています。

①障害者団体が障害福祉の向上を目的とした活動で公
民館を使用する際には、使用料の減免を通じて、生涯
学習の参加を促進します。

171 3 3

１２．生涯学習への参加の促進 ①障害者団体が公民館を利用する際、登録手続きによ
り使用料の減免を行い、生涯学習の参加の推進を図っ
ています。

①障害者団体が障害福祉の向上を目的とした活動で公
民館を使用する際には、使用料の減免を通じて、生涯
学習の参加を促進します。

172 3 3

１２．生涯学習への参加の促進 ②生涯学習情報冊子「楽しく学ぼうふなばし」を作成
し、船橋市及びふなばし市民大学校や船橋市公園協会
等で行っている、障害のある人のための生涯学習情報
も含めた生涯学習情報を提供しています。

②障害のある人を含めた生涯学習情報を提供します。

173 3 4

１．国際交流事業への障害のあ
る人の参加の推進

姉妹都市との国際交流記念事業において、障害のある
人も含む市民団体にて国際交流を行っています。

障害の有無にかかわらない国際交流を実施します。
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A

該当団体利用時には公民館使用料を減免している。

A

該当団体利用時には公民館使用料を減免している。

継続 北部公民館

A

登録されている障害者福祉団体への使用料の減免によって利
用の促進を図っている。

A

登録されている障害者福祉団体への使用料の減免に
よって利用の促進を図っている。

継続
高根台公民

館

Ａ

障害者福祉団体が、障害福祉の向上を目的とした活動で公民
館を使用する際は、使用料を免除し、障害学習の参加を促進
した。
平成27年度実績
利用回数：述べ1,422回
利用者数：延べ22,596名

A

障害者福祉団体が、障害福祉の向上を目的とした活動
で公民館を使用する際は、使用料を免除した。利用回
数・利用者数共に微減したものの、使用料の減免を通
して生涯学習への参加の促進を図ったため、評価をAと
した。
平成28年度実績
利用回数：述べ1,379回
利用者数：延べ21,125名

継続 社会教育課

Ａ

生涯学習冊子「楽しく学ぼうふなばし」を発行し、市等が実
施する生涯学習事業をお知らせした。
平成27年度実績
発行部数：年間2,100冊 A

生涯学習冊子「楽しく学ぼうふなばし」を発行し、市
等が実施する生涯学習事業をお知らせした。前年度と
同数を発行し、生涯学習情報を提供できたため、評価
をAとした。
平成28年度実績
発行部数：年間2,100冊

継続 社会教育課

A

従前どおり、障害のある人も含む市民団体（船橋市国際交流
協会）にて国際交流イベントを実施している。また、同協会
が主催する国際理解セミナーでは、車椅子使用者専用スペー
スを設けている。 A

従前どおり、障害のある人も含む市民団体（船橋市国
際交流協会）にて国際交流イベントを実施している。
また、同協会が主催する国際理解セミナーでは、車椅
子使用者専用スペースを設けている。 継続 国際交流課
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174 4 1

１．就労希望者への情報提供 ①障害者就業・生活支援センターへ就労支援員配置の
ための補助金を交付し、適切な就労相談を受けられる
環境整備に努めています。

①きめ細かい支援が受けられるよう、障害者就業・生
活支援センターの就労支援員配置のための補助事業を
継続して実施し、地域の各事業所と連携して相談者の
ニーズに応じた適切な支援が実施できるよう、体制の
構築を図ります。

175 4 1

１．就労希望者への情報提供 ②職場実習先開拓員を配置し、実習先の開拓を行い、
就職希望者への情報提供を行っています。

②開拓した実習先の情報提供を実施するとともに、就
職希望者への啓発活動に努めます。

176 4 1

２．「障害者の雇用の促進等に
関する法律の一部を改正する法
律」に向けての取り組み

今後施行される「障害者の雇用の促進等に関する法
律の一部を改正する法律」の国の動向について、情報
収集を行っています。

国の動向を踏まえ、「障害者の雇用の促進等に関す
る法律の一部を改正する法律」の施行に向けての情報
収集を行い、指針等の周知に努めます。

177 4 1

３．企業への啓発 職場実習先開拓員による企業訪問を行い、障害のある
人の職場実習及び雇用の啓発を行っています。

職場実習先開拓員による企業訪問等を通じて、障害の
ある人の雇用の啓発に努めます。

178 4 1

４．各種制度の周知 職場実習先開拓員が企業訪問する際、各種奨励金等の
啓発に努めています。

職場実習先開拓員による企業訪問等を通じて、各種制
度の周知をします。

179 4 1

５．合同面接会の開催 公共職業安定所とともに、障害者雇用促進合同面接
会を実施しています。

公共職業安定所とともに、障害者雇用促進合同面接会
を実施し、雇用機会の拡大に努めます。

180 4 1

６．市職員としての雇用 法定雇用率の遵守とともに、障害のある人の新たな職
域や雇用形態について検討を行っています。

法定雇用率の遵守とともに、障害のある人の新たな
職域や雇用形態について検討を行い、市での雇用機会
の拡大を図ります。

181 4 1

６．市職員としての雇用 法定雇用率の遵守とともに、障害のある人の新たな職
域や雇用形態について検討を行っています。

法定雇用率の遵守とともに、障害のある人の新たな
職域や雇用形態について検討を行い、市での雇用機会
の拡大を図ります。

182 4 1

６．市職員としての雇用 医療業務を行う有資格者の確保が前提となるため、障
害のある人の雇用に直接繋げることが難しい状況で
す。

職員の多くが専門職として勤務している状況ではある
が、適性に応じた業務を障害のある人の雇用に繋げて
いくよう努めます。

183 4 1

７．事業主への雇用支援 障害のある人を職場実習に受け入れた事業主に対し
て、障害者職場実習奨励金を交付しています。また、
障害のある人を雇用した事業主に対して、雇用促進奨
励金を交付しています。

奨励金の交付を行い、職場実習機会の拡大、雇用機会
の拡大に努めます。

184 4 2

１．船橋市自立支援協議会専門
部会の開催

船橋市自立支援協議会の専門部会である就労支援部会
を毎年開催しています。

障害者就労の関係機関が就労支援部会において、障害
者就労の課題を共有するとともに、障害のある人の就
労の拡大や定着に向けて、ジョブコーチとの連携、
ジョブサポーター研修の実施、障害者合同説明会の開
催等について議論します。

185 4 2

２．船橋市特別支援連携協議会
の作業部会の充実

就労に向けて、船橋市特別支援連携協議会の第二作業
部会を開催しています。

船橋市特別支援連携協議会の第二作業部会にて、就
労等の推進に向けて検討します。

186 4 2

３．関係機関との連携強化 船橋市自立支援協議会や就労支援部会を通じて、関係
機関との連携を図っています。

船橋市自立支援協議会や就労支援部会を通じて、障
害のある人の就労の拡大や定着に向けて、障害のある
人の就労に関する課題を共有するとともに、ジョブサ
ポーター研修の実施や障害者合同説明会の開催等につ
いて議論し、公共職業安定所、障害者就業・生活支援
センター、障がい者地域福祉連絡会、商工会議所との
更なる連携の強化を図ります。

187 4 2

４．障害者就業・生活支援セン
ターの充実

障害者就業・生活支援センターに対して、就労支援員
配置のための補助金を交付しています。

障害のある人の一般就労支援の中核となる障害者就
業・生活支援センターの機能強化を図るため、今後も
就労支援員の配置のための補助金を交付します。

整理
番号

章 課題 項目 （計画策定時の）現状 （計画策定時の）施策の方向性
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A

障害者就業・生活支援センター就労支援員配置補助金：４７
０９千円（決算額）
就労支援員配置のための補助事業を継続して実施し、就労支
援事業所等の関係機関との連携を図れるよう取り組んだ。 A

障害者就業・生活支援センター就労支援員配置補助
金：４,７０９千円(決算額)
就労支援員配置のための補助事業を継続して実施し、
就労支援事業所等の関係機関との連携を図れるよう取
り組んだ。

継続 障害福祉課

A

障害者就労支援関係機関へ紹介した企業数:108社

A

障害者就労支援関係機関へ紹介した企業数：35社

継続 商工振興課

A

情報収集を行った。

A

情報収集を行った。

継続 商工振興課

A

平成27年度訪問企業数:220社

A

平成28年度訪問企業数：167社

継続 商工振興課

A

職場実習先開拓員が企業を訪問する際、チラシを配布し、各
種奨励金制度を周知した。

A

職場実習先開拓員が企業を訪問する際、チラシを配布
し、各種奨励金制度を周知した。

継続 商工振興課

A

平成27年度障害者雇用促進合同面接会参加者数:94名

A

平成28年度障害者雇用促進合同面接会参加者数：85
名

継続 商工振興課

A

障害者を対象とした市職員の採用試験及び非常勤職員の募
集・採用を実施した。
障害のある方の雇用機会を設けており、法定雇用率は毎年達
成されている。 A

障害者を対象とした市職員の採用試験及び非常勤職員
の募集・採用を実施した。
障害のある方の雇用機会を設けており、法定雇用率は
毎年達成されている。 拡大 職員課

Ａ

障害のある人を対象とした非常勤職員の募集・採用を実施し
た。
障害のある人の雇用機会を設けており、法定雇用率は毎年達
成されている。 A

障害のある人を対象とした非常勤職員の募集・採用を
実施した。
障害のある人の雇用機会を設けており、法定雇用率は
毎年達成されている。 拡大 教育総務課

Ｄ

直接の雇用に繋げることができなかった。

Ｄ

直接の雇用に繋げることができなかった。

継続
医療セン
ター

A

平成27年度雇用促進奨励金交付金額 (障害者対象分）
:5,843,500円
平成27年度障害者職場実習奨励金額:3,580,000円

A

平成28年度雇用促進奨励金交付金額（障害者対象
分）：6,138,000円
平成28年度障害者職場実習奨励金額：3,420,000円

継続 商工振興課

A

就労支援部会：４回開催
障害者福祉施設合同説明会：１回開催
ジョブサポーター養成研修：１回開催
就労支援部会員と障害者就労の課題を共有し取り組んだ。 A

就労支援部会：３回開催
障害者福祉施設合同説明会：１回開催
ジョブサポーター養成研修：１回開催
就労支援部会員と障害者就労の課題を共有し取り組ん
だ。

継続 障害福祉課

Ｂ

卒業後の生活、相談に携わる立場の方を委員とし、卒業後の
生活について情報交換をした。

A

卒業後の生活、相談に携わる立場の方を委員とし、卒
業後の就労状況や生活について情報交換をした。

継続
総合教育セ
ンター

A

就労支援部会：４回開催
就労支援部会にて議論を重ね、ジョブサポーター養成研修、
障害者福祉施設合同説明会を実施することができた。また、
「障害者就労支援ハンドブック」を作成し、就労を希望する
障害がある人への就労の説明をより分かりやすく行えるよう
になった。

A

就労支援部会：３回開催
就労支援部会にて議論を重ね、ジョブサポーター養成
研修、障害者福祉施設合同説明会を実施することがで
きた。また、障害者就労に関係する関係部署等の連携
を強化するため「障害者就労に係る組織内連携会議」
を開催した。

継続 障害福祉課

A

障害者就業・生活支援センター就労支援員配置補助金：４７
０９千円（決算額）
障害がある人の一般就労支援の中核となる障害者就業・生活
支援センターの機能強化を図った。 A

障害者就業・生活支援センター就労支援員配置補助
金：４,７０９千円（決算額）
障害がある人の一般就労支援の中核となる障害者就
業・生活支援センターの機能強化を図った。 継続 障害福祉課

担当課
進捗状況（平成２７年度） 進捗状況（平成２８年度）
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整理
番号

章 課題 項目 （計画策定時の）現状 （計画策定時の）施策の方向性

188 4 2

５．就労定着に向けた支援 就職準備段階からジョブコーチによる支援を開始し、
就職後の実務支援を行っています。また、障害福祉
サービスを提供する事業所等の職員が一般就労に対す
る支援の知識を身につけられるよう、ジョブサポー
ター研修を実施しています。

就労支援における課題を踏まえて、ジョブサポーター
研修の内容等について見直し、ジョブコーチの利用促
進について検討するとともに、障害者就労に関わる人
に幅広く必要な知識の習得を図ります。

189 4 2

６．地域活動支援センター等の
充実

地域活動支援センター及び心身障害者福祉作業所に対
して運営費の補助等を行うとともに、充実した日常生
活や社会生活を営むための創作的活動や生産活動の機
会の提供、社会との交流の促進、生活指導などにより
自立を図っています。

地域活動支援センター及び心身障害者福祉作業所の運
営の安定化を図る為、運営費の補助等を継続します。

190 4 2

６．地域活動支援センター等の
充実

地域活動支援センター及び心身障害者福祉作業所に対
して運営費の補助等を行うとともに、充実した日常生
活や社会生活を営むための創作的活動や生産活動の機
会の提供、社会との交流の促進、生活指導などにより
自立を図っています。

地域活動支援センター及び心身障害者福祉作業所の運
営の安定化を図る為、運営費の補助等を継続します。

191 4 2

７．受注及び販路の拡大 千葉県障害者就労事業振興センターへ事業委託を行
い、障害者就労施設等の受注・販路の拡大についての
指導を行っています。

千葉県障害者就労事業振興センターの体制を拡大し、
契約主体となる共同受注窓口を設置することにより、
事業所への支援及び障害のある人の工賃向上を図りま
す。

192 4 2

８．職親委託制度の利用 職親委託制度の利用により、必要な指導訓練を行って
います。

　知的障害者に対する職親委託制度を継続します。

193 4 3

１．障害者就労施設等からの優
先的な物品等の調達

平成２５年度から、毎年船橋市障害者就労施設等から
の物品等の調達の推進を図るための方針を策定し、障
害者就労施設等から物品等を調達しています。

障害者就労施設等からの物品等の調達目標金額定
め、ホームページで実績を公表し、目標金額の達成と
調達金額の増額を目指します。

194 4 3

２．福祉ショップの開設 障害のある人の就労先の確保や工賃向上を目的とし、
福祉ショップの設置を検討しています。

福祉ショップの設置に向けて、設置場所の選定などの
具体的な検討をします。

195 4 4

１．障害年金制度及び特別障害
給付金制度の周知

市のホームページ、広報ふなばし、障害福祉のしおり
への掲載や手帳交付時にパンフレットを配布するなど
制度の周知を行っています。

市のホームページ、広報ふなばし、障害福祉のしおり
への掲載など周知を図ります。

196 4 4

１．障害年金制度及び特別障害
給付金制度の周知

市のホームページ、広報ふなばし、障害福祉のしおり
への掲載や手帳交付時にパンフレットを配布するなど
制度の周知を行っています。

市のホームページ、広報ふなばし、障害福祉のしおり
への掲載など周知を図ります。

197 4 4

２．手当の給付 各種手当の支給を通じて、障害のある人の経済的自立
を支援しています。

障害のある人を対象とする手当を市のホームページ、
障害福祉のしおり等にて更なる周知を図り、各種手当
を支給することにより、経済的自立を支援します。

198 4 4

３．心身障害者新規就労支度金
の支給

心身障害者新規就労支度金を支給することにより、経
済的自立を支援しています。

市のホームページや福祉のしおり等にて更なる周知を
図り、心身障害者新規就労支度金の支給を通じて、障
害のある人の経済的自立を支援します。
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第３次船橋市障害者施策に関する計画　【第４章　雇用・就業、経済的自立の支援】　平成２８年度進捗状況
今後の

評価 実績（平成27年度） 評価 実績（平成28年度） 方向性
担当課

進捗状況（平成２７年度） 進捗状況（平成２８年度）

A

ジョブサポーター養成研修：１回開催
参加者数：４５人（内、一般企業参加者数：３人）
テーマ「就労支援機関の概要と支援の実例」
従前、午後の半日で研修を実施していたが、平成２７年度か
ら午前・午後の１日に時間を拡大し、障害者の就労支援の推
進に努めた。

A

ジョブサポーター養成研修：１回開催
参加者数：33人（内、一般企業参加者数：３人）
テーマ「精神障害者の就労支援と障害者雇用促進法の
改正にともなう対応」
従前、午後の半日で研修を実施していたが、平成２７
年度から午前・午後の１日に時間を拡大し、障害者の
就労支援の推進に努めた。

継続 障害福祉課

Ａ

地域活動支援センター及び心身障害者福祉作業所に、運営費
の補助を行った。

Ａ

地域活動支援センター及び心身障害者福祉作業所に、
運営費の補助を行った。
・地域活動支援センター　８０,９０３千円
　市内　９事業所　市外　７事業所
・心身障害者福祉作業所　　１９,１０１千円
　市内　３事業所

継続 障害福祉課

A

５年ごとに指定管理者の更新選定を行い、状況に沿った業務
遂行のための人件費や事業費を算定しながら候補者選定を
行っている。

A

５年ごとに指定管理者の更新選定を行い、状況に沿っ
た業務遂行のための人件費や事業費を算定しながら候
補者選定を行っている。

継続 保健総務課

Ａ

千葉県障害者就労事業振興センターが契約主となる共同受注
の仕組みが確立された。

A

衛生管理研修などの実践的な研修や経営力強化研修等
を実施した。

継続 障害福祉課

A

知的障害者１名に対して、職親委託制度の利用により必要な
指導訓練を行った。

A

知的障害者に対する職親委託制度を継続する。
対象者　１名

継続 障害福祉課

Ａ

目標を達成することができた。

Ａ

目標を達成することができた。
目標額：15,692,000
実績額：15,954,511

継続 障害福祉課

Ａ

庁内販売会を実施した。

Ａ

障害者就労施設等による合同販売会を実施した。
市役所本庁舎：６回

継続 障害福祉課

A

市のホームページ、広報ふなばし、障害福祉のしおりへの掲
載など周知を図った。

A

市のホームページ、広報ふなばし、障害福祉のしおり
への掲載など周知を図った。

継続 国民年金課

B

障害福祉のしおりへの掲載や手帳交付時にパンフレットの配
布により周知を行った。

B

市のホームページ、障害福祉のしおりへの掲載、手帳
交付時及び手帳交付説明会にてパンフレットを配布・
案内など周知を図った。

継続 障害福祉課

B

市のホームページや広報、障害福祉のしおりだけでなく、手
帳交付の通知を送付する際、各手当の対象となる可能性があ
る方には手当の通知も併せて送付する等周知を行い、各手当
の要件を満たす方に適切に支給し、経済的自立を支援した。 A

市のホームページや広報、障害福祉のしおりだけでな
く、手帳交付の通知を送付する際、各手当の対象とな
る可能性がある方には手当の通知も併せて送付する等
周知を行い、各手当の要件を満たす方に適切に支給
し、経済的自立を支援した。

継続 障害福祉課

C

本事業による支度金の支給は一時的なものであり、これを
もって経済的自立を支援したとは言えない。

C

本事業による支度金の支給は一時的なものであり、こ
れをもって経済的自立を支援したとは言えない。

継続 障害福祉課
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199 5 1

１．市営住宅の確保 市営住宅について、障害のある人向け住宅の確保を
図っています。

新規建設住宅のある場合には一定の戸数の確保を図り
ます。

200 5 1

２．市営住宅への入居の促進 障害のある人のいる世帯については、一般の世帯に比
べて収入基準等の入居者資格の緩和措置を行っていま
す。

入居者資格の緩和措置を行い、障害のある人の入居の
促進を図ります。

201 5 1

３．住宅整備の促進 住宅を障害のある人などが生活しやすく増改築するた
め、無料相談会の実施、相談会の周知など相談体制の
整備を図っています。

無料増改築相談会を行うとともに、チラシ配布にて周
知を図ります。

202 5 1

４．住宅改造の支援 ①障害のある人又は同居する家族が、障害者のために
既存の住宅の補修及び増改築をする場合に資金を無利
子で貸し付けています。

①障害のある人がより生活しやすくなるよう、住宅整
備資金貸付を行い、障害のある人の社会生活の向上を
図ります。

203 5 1

４．住宅改造の支援 ②障害のある人のために浴室やトイレ等を改造した場
合に、その費用の一部を助成しています。

②住宅改造資金の助成について、制度周知を図り、適
切な利用を促進します。

204 5 1

５．民間賃貸住宅入居支援事業
の利用促進

連帯保証人の確保に苦慮している障害者世帯等に対
し、民間賃貸住宅情報の提供、入居保証、低所得者に
ついては、家賃等債務保証契約時に要する初回保証料
の一部を助成しています。

介護保険高齢者福祉ガイド、障害福祉のしおり、市の
ホームページに掲載して周知を図ります。

205 5 2

１．公共交通機関の利用の利便
性の確保

①公共交通機関の構内通路、階段、エレベーター、エ
スカレーター、改札口、券売機、乗降場などについ
て、事業者が施設の新設や大規模な改修等を行う際に
は、「バリアフリー新法」、「千葉県福祉のまちづく
り条例」などに基づいた施設となるように呼びかけて
います。

①事業者が駅の改修等を行う際にバリアフリー化を呼
びかけることで施設整備が進められており、引き続き
各種法令の遵守等による駅施設のバリアフリー化を呼
びかけます。

206 5 2

１．公共交通機関の利用の利便
性の確保

②鉄道事業者が行うバリアフリー化設備設置費等の一
部を補助し、鉄道駅の移動等円滑化による利便性の確
保を図っています。

②鉄道駅のバリアフリー化を実施する鉄道事業者に対
して、国とともに事業費の補助を行い、鉄道駅のバリ
アフリー化の促進を図ります。

207 5 2

２．市が建設する施設のバリア
フリー化及びユニバーサルデザ
インの推進

市の施設の新設または改修を行うに当たり、アプロー
チ（敷地内の通路）、駐車場、出入口、階段、手す
り、エレベーター、トイレ（オストメイト対応型トイ
レ含む）など障害のある人に配慮しています。

今後も市の施設の新設または改修の際に、障害のある
人に配慮したバリアフリー化を進めます。

208 5 2

３．公園等の整備 公園等の出入口、園路、水飲場、トイレなど、障害の
ある人に配慮しています。

「船橋市都市公園に係る移動等円滑化のために必要な
特定公園施設の設置に関する基準を定める条例」を遵
守しバリアフリー化を行います。

209 5 3

１．総合的かつ効果的なまちづ
くりの推進

窓口において、「千葉県福祉のまちづくり条例」の周
知を図り、総合的かつ効果的なまちづくりを推進して
います。

「千葉県福祉のまちづくり条例」を事業者に対して説
明するなど制度の更なる理解を図ります。

210 5 3

２．民間建築物のバリアフリー
化及びユニバーサルデザインの
促進

不特定多数の人が利用する民間建築物の新設または改
修を行うに当たり、建築主・事業者などに対して「バ
リアフリー新法」、「千葉県福祉のまちづくり条例」
などの周知徹底と意識・理解の高揚を図っています。

窓口に来庁された事業者等に、バリアフリー化及びユ
ニバーサルデザインの促進について周知します。

211 5 3

３．「船橋市移動円滑化基本構
想」で位置付けられた重点整備
地区のバリアフリー化

重点整備地区の特定旅客施設及び公共公益施設等への
特定経路のバリアフリー化事業を、効果的かつ円滑に
推進するよう、関係機関に呼びかけています。

旅客施設、道路等のバリアフリー化を重点的かつ一体
的に推進します。

整理
番号

章 課題 項目 （計画策定時の）現状 （計画策定時の）施策の方向性
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第３次船橋市障害者施策に関する計画　【第５章　生活環境】　平成２８年度進捗状況
今後の

評価 実績（平成27年度） 評価 実績（平成28年度） 方向性

B

平成27年度は借上公営住宅を新規に10戸供給したが、その
内、障害のある人向けの住宅は0戸であった。

D

新規建設住宅はなかった。

継続 住宅政策課

A

緩和措置を行っており、入居者募集時のしおり及びホーム
ページに緩和措置について掲載し、周知を図った。

A

緩和措置を行っており、入居者募集時のしおり及び
ホームページに緩和措置について掲載し、周知を図っ
た。

継続 住宅政策課

A

市役所、フェイスにて毎月２回、無料増改築相談会を行って
いる。
障害福祉課、高齢者福祉課、介護保険課、フェイス、各出張
所、各公民館にて相談会のチラシを配布して周知を図った。 A

市役所、フェイスにて毎月2回、無料増改築相談会を
行っている。
障害福祉課、高齢者福祉課、介護保険課、フェイス、
各出張所、各公民館にて相談会のチラシを配布して周
知を図った。

継続 住宅政策課

A

身体障害者のためにバリアフリー工事を行う際に必要な資金
の貸付を行い、障害のある人の日常生活の質の向上を図っ
た。

B

身体障害者のためにバリアフリー工事を行う際に必要
な資金の貸付の実績はなかったものの、数件の相談に
対応し、障害のある人の日常生活の質の向上を図っ
た。 継続 障害福祉課

Ａ

平成２７年度は３件の助成を行った。また、障害福祉のしお
り、ホームページへ掲載し周知を図った。

A

平成２8年度実績
件数　9件
助成額　4,264,000円

継続 障害福祉課

Ｂ

介護保険高齢者福祉ガイド、障害者のしおり、ホームページ
に掲載して周知を図った。
結果として27年度の相談は28件あったが、申請はなかっ
た。 B

介護保険高齢者福祉ガイド、障害福祉のしおり、市の
ホームページ等に掲載して周知を図った。
結果として平成28年度の相談は50件あったが、障害
のある人からの申請はなかった。 継続 住宅政策課

A

東葉高速線東海神駅において、各種法令に遵守したエレベー
ターが設置されたことにより、駅施設のバリアフリー化が図
られた。

A

京成本線京成中山駅においてスロープが設置され、改
札の内外におけるバリアフリー化した経路（1つ以上）
を市内の全ての駅で確保することとなった。

継続 道路計画課

A

東葉高速線東海神駅のエレベーター設置に対し、国とともに
事業費の補助を行い、鉄道駅のバリアフリー化の促進を図っ
た。

A

京成本線京成中山駅のスロープ設置に対し、国ととも
に事業費の補助を行い、鉄道駅のバリアフリー化の促
進を図った。

継続 道路計画課

B

平成２７年度千葉県福祉のまちづくり条例第２５条の通知１
０件を収受。

B

平成２８年度千葉県福祉のまちづくり条例第２５条の
通知８件を収受。

継続 建築指導課

Ａ

平成27年度は新設公園１公園で、出入口、園路及び水飲場
のバリアフリー化を図った。

A

平成２８年度は新設公園整備で出入口、園路及び水飲
場のバリアフリー化を図った。

継続 公園緑地課

Ａ

事業所から届出があった際に各担当課にて周知を図ってい
る。
平成27年度障害福祉課への届出件数1件

A

事業所から届出があった際に各担当課にて周知を図っ
ている。
平成2８年度障害福祉課への届出件数1件

継続 障害福祉課

B

平成２７年度千葉県福祉のまちづくり条例５０件を収受。

B

平成２８年度千葉県福祉のまちづくり条例３３件を収
受。

継続 建築指導課

A

重点整備地区内の旅客施設については、バリアフリー法に基
づく施設整備は完了。

C

重点整備地区における駅施設での可動式ホーム柵設置
を鉄道事業者に呼びかけた。

継続 道路計画課

進捗状況（平成２８年度）
担当課

進捗状況（平成２７年度）
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整理
番号

章 課題 項目 （計画策定時の）現状 （計画策定時の）施策の方向性

212 5 3

３．「船橋市移動円滑化基本構
想」で位置付けられた重点整備
地区のバリアフリー化

重点整備地区の特定旅客施設及び公共公益施設等への
特定経路のバリアフリー化事業を、効果的かつ円滑に
推進するよう、関係機関に呼びかけています。

旅客施設、道路等のバリアフリー化を重点的かつ一体
的に推進します。

213 5 3

４．歩道環境の整備 歩行空間を確保するため、できるだけ幅の広い歩道を
整備しています。

個々の路線条件等の中でできるだけ幅の広い歩道を整
備します。

214 5 3

５．人にやさしい歩道への整備 既設の歩道の整備について、段差、凹凸、急な勾配を
解消するため、歩道を整備しています。
また、障害のある人に配慮した歩行空間の整備の推進
のため、視覚障害者誘導用ブロックの設置・色の塗り
直し工事、危険箇所に点字ブロックを設置していま
す。

誰もが歩きやすくするため、既設歩道の段差や急な勾
配を解消し、バリアフリー化を図ります。
また、視覚障害者誘導用ブロックを設置するととも
に、透水性舗装を採用していくなど、障害のある人へ
の安全に配慮し取り組みます。

215 5 3

６．放置自転車の解消 自転車等駐車場の整備、放置自転車等の撤去移送及び
自転車利用者への啓発などにより、歩行の妨げとなる
放置自転車の解消に努めています。

放置自転車の防止の啓発と撤去に関しては、引き続き
取り組みを行います。駐輪場整備を計画的に進めるた
めに、「船橋市自転車等駐車対策に関する総合計画」
策定します。

216 5 3

７．不法占有物の除去 歩行者等の通行障害となることから、日、祝、年末年
始を除き毎日撤去作業を行っています。

「屋外広告物法」及び「船橋市屋外広告物条例」に基
づき、公共の場所に掲出されている違反屋外広告物の
除去を行います。 また、パトロール回数を増やす等、
不法占有物件の除去を進め、歩行空間の確保に努めま
す。

217 5 3

７．不法占有物の除去 歩行者等の通行障害となることから、日、祝、年末年
始を除き毎日撤去作業を行っています。

「屋外広告物法」及び「船橋市屋外広告物条例」に基
づき、公共の場所に掲出されている違反屋外広告物の
除去を行います。 また、パトロール回数を増やす等、
不法占有物件の除去を進め、歩行空間の確保に努めま
す。

218 5 3

８．交通安全思想・教育の推進 交通事故の防止に努め、実践的な交通安全教育を実施
し、交通安全思想及び教育の推進を図っています。

春・秋の全国交通安全運動期間を中心とした交通安全
啓発に関するイベントや交通安全教室などを実施する
ことによって、交通事故の防止を図ります。

219 5 3

８．交通安全思想・教育の推進 交通事故の防止に努め、実践的な交通安全教育を実施
し、交通安全思想及び教育の推進を図っています。

春・秋の全国交通安全運動期間を中心とした交通安全
啓発に関するイベントや交通安全教室などを実施する
ことによって、交通事故の防止を図ります。
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第３次船橋市障害者施策に関する計画　【第５章　生活環境】　平成２８年度進捗状況
今後の

評価 実績（平成27年度） 評価 実績（平成28年度） 方向性
進捗状況（平成２８年度）

担当課
進捗状況（平成２７年度）

Ａ

船橋市交通バリアフリー道路特定事業計画に則り整備を行っ
た。

A

船橋市交通バリアフリー道路特定事業計画に則り整備
を行った。

継続 道路建設課

Ａ

幅の広い歩道として都市計画道路の歩道整備を約500m整備
した。

A

幅の広い歩道として都市計画道路の歩道整備を約
250m整備した。

継続 道路建設課

A

既設歩道の段差や急な勾配を解消し、バリアフリー化を図っ
た。
L=5,879m

A

既設歩道の段差や急な勾配、手掛け穴を解消し、バリ
アフリー化を図った。
L=6,558m

継続 道路維持課

A

●自転車等駐車場の整備
①船橋法典駅第２自転車等駐車場の移設（収容台数：自転車
６００台、原付１１６台）
②船橋法典駅第３自転車等駐車場の新設（収容台数：７５
台）
③船橋法典駅第４自転車等駐車場の新設（収容台数：９０
台）
●５月に船橋市自転車等の駐車対策に関する総合計画の素案
についてパブリックコメントを実施し、３月に同計画を策定
した。
●街頭指導員の配置
　市内各駅に街頭指導員を配置し放置自転車防止の啓発を
行った。
●放置自転車の撤去・移送
　年間４４５回、８，０５９台の放置自転車等を撤去し、歩
行者の安全確保等に努めた。
●正しい自転車利用の啓発
・１０月１日から１１月３０日の間、市内各駅構内及び公共
施設等にポスターを掲示した。
・１０月２３日にＪＲ船橋駅前、１０月２９日にＪＲ津田沼
駅前にてクリーンキャンペーンを実施した。

A

●街頭指導員の配置
　市内各駅に街頭指導員を配置し放置自転車防止の啓
発を行った。
●放置自転車の撤去・移送
　年間４４５回、７,５２４台の放置自転車等を撤去
し、歩行者の安全確保等に努めた。
●放置自転車防止の啓発
・１０月１日から１１月３０日の間、市内各駅構内及
び公共施設等にポスターを掲示した。
・１０月２０日にＪＲ津田沼駅前、１０月２８日にＪ
Ｒ船橋駅前、にてクリーンキャンペーンを実施した。

継続 都市整備課

Ａ

平成２７年度簡易除却件数：１５，９２４件
平成２７年度違反パトロール実施状況
　ＪＲ船橋駅周辺：８回
　ＪＲ西船橋駅周辺：７回
　ＪＲ津田沼駅周辺：９回

A

平成２８年度簡易除却件数：１２,６３６件
平成２８年度違反パトロール実施状況
　ＪＲ船橋駅周辺：７回
　ＪＲ西船橋駅周辺：８回
　ＪＲ津田沼駅周辺：９回

継続 都市計画課

A

JR船橋駅・JR西船橋駅・JR津田沼駅周辺の主要道路にて、
毎月2回のパトロールを実施し、違反広告物の撤去を行っ
た。

A

主要駅周辺の道路上においての、定期的な違反屋外広
告物除去パトロールに加え、船橋駅周辺において、移
動販売行為や演奏行為等を指導・啓発するパトロール
を実施した。 継続 道路管理課

A

春と秋に全国交通安全運動期間を中心とした交通安全啓発に
関するイベント、市内各所で交通安全教室を実施しました。

A

春と秋に全国交通安全運動期間を中心とした交通安全
啓発に関するイベント、市内各所で交通安全教室を実
施した。

継続
市民安全推

進課

A

各学校で作成されている学校安全計画の推進を図りながら、
小学校における交通安全教室及び中学校におけるスケアー
ド・ストレイト自転車交通安全教室を市民安全推進課及び関
係機関と連携し、実施した。また、春・秋の全国交通安全運
動期間を中心に交通安全の啓発を図った。

A

平成２８年度は、各学校で作成した「学校安全計画」
の推進を図り、小学校での交通安全教室、中学校での
スケアード・ストレイト自転車交通安全教室を市民安
全推進課と連携し、実施した。また、全国交通安全運
動期間はもちろんのこと、交通安全の啓発を図った。

継続 保健体育課
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220 6 1

１．地域防災計画の充実 「地域防災計画」（平成２５年１月改訂）に、要配慮
者（災害時要援護者）への支援内容や取組み等につい
て記載しています。

支援内容や取り組み等については適宜地域防災計画の
見直しを行い、支援体制の充実を図ります。

221 6 1

２．関係部局の連携の強化 災害時要援護者対策推進委員会により関係部局の連携
を強化しています。

定期的に災害時要援護者対策推進委員会を開催するこ
とにより関係部局の連携を強化し、災害時における要
配慮者の支援を推進します。

222 6 1

３．避難所の整備 小中学校及び高等学校の宿泊可能避難所に、車いすで
利用できる仮設トイレや車いすを備蓄しました。ま
た、福祉避難所には、刻み食・流動食になる食料や紙
おむつ、おしり拭き等要配慮者に配慮した物資の備蓄
を行っています。

要配慮者へ配慮した物資の備蓄を行うなど引き続き避
難所の整備を図ります。

223 6 1

４．福祉避難所の設置 避難生活に特別な配慮が必要な要配慮者の生活の場と
して、平成２４年度に市公共施設３３施設、平成２６
年度に市立船橋特別支援学校（金堀校舎・高根台校
舎）を福祉避難所として指定しました。

福祉避難所をさらに確保するため、民間の社会福祉施
設等についても、福祉避難所指定の協定締結に努めま
す。

224 6 1

５．緊急一時入所の協定締結 災害時における要配慮者の緊急一時入所の受け入れに
ついて、市内の社会福祉施設等との協定締結に向け、
平成２４年度に各施設に調査を行いました。

障害者施設や高齢者施設等を運営する法人等との協定
締結に努めます。

225 6 1

６．災害時の情報提供・緊急時
の通報システムについて

聴覚障害者ファクシミリネットワーク事業やふなばし
安全・安心メールの登録やひとり暮らしまたはそれに
準ずる状態の重度身体障害者に対し緊急通報装置の貸
与などを行っています。

障害のある人に対し、聴覚障害者ファクシミリネット
ワーク事業や新たなメール配信システムによるふなば
し災害情報メールの登録の推進や緊急通報装置の制度
の周知を行います。

226 6 1

７．災害対応の充実 市の総合防災訓練において、平成２５年度に福祉避難
所の開設訓練等を行い、要配慮者の受け入れについて
の訓練を行いました。また、福祉施設と防災ＭＣＡ無
線による通信訓練も併せて行いました。各施設への実
施指導の際に、防災訓練の実施の有無や避難通路等防
災体制についてのチェックや指導を行っています。

障害のある人などの要配慮者も参加した防災訓練なら
びに各施設の防災体制の確認などを通し、災害対応の
充実を図ります。

227 6 1

８．地域防災体制の整備 要配慮者支援対策について、平成２４年３月に策定し
た「船橋市災害時要援護者避難支援ガイドライン」に
基づき、町会・自治会、民生委員、地区社会福祉協議
会等に、説明を行っています。また、平成２５年３月
に作成し、全戸配布した「防災ハンドブック」におい
ても、要配慮者の支援について記載し、啓発を図って
います。市では、ガイドラインに基づく災害時要援護
者台帳を作成し、このうち、地域との情報共有に同意
した災害時要援護者名簿を平成２４年度から整備して
います。整備した名簿は、船橋市社会福祉協議会に情
報提供を行うなど、船橋市社会福祉協議会の安心登録
カード事業と連携し、災害時の地域における避難支援
について地域との共有を図っています。

要配慮者支援対策について、「船橋市災害時要援護者
避難支援ガイドライン」などを活用し啓発を図るほ
か、自主防災組織の結成率向上や地域防災リーダー養
成講座の充実など地域防災体制の整備に努めます。社
会福祉協議会の安心登録カード事業と連携し、地域に
おける避難支援体制づくりの推進に努めます。

228 6 1

８．地域防災体制の整備 要配慮者支援対策について、平成２４年３月に策定し
た「船橋市災害時要援護者避難支援ガイドライン」に
基づき、町会・自治会、民生委員、地区社会福祉協議
会等に、説明を行っています。また、平成２５年３月
に作成し、全戸配布した「防災ハンドブック」におい
ても、要配慮者の支援について記載し、啓発を図って
います。市では、ガイドラインに基づく災害時要援護
者台帳を作成し、このうち、地域との情報共有に同意
した災害時要援護者名簿を平成２４年度から整備して
います。整備した名簿は、船橋市社会福祉協議会に情
報提供を行うなど、船橋市社会福祉協議会の安心登録
カード事業と連携し、災害時の地域における避難支援
について地域との共有を図っています。

要配慮者支援対策について、「船橋市災害時要援護者
避難支援ガイドライン」などを活用し啓発を図るほ
か、自主防災組織の結成率向上や地域防災リーダー養
成講座の充実など地域防災体制の整備に努めます。社
会福祉協議会の安心登録カード事業と連携し、地域に
おける避難支援体制づくりの推進に努めます。

229 6 2

１．防犯情報の提供 防犯情報・不審者情報等については、「船橋ひやり
ハッと防犯・交通安全情報」として登録者にメールで
配信しています。

「船橋ひやりハッと防犯・交通安全情報」について障
害のある人の利用促進に努めます。

230 6 2

２．関係機関の連携による犯罪
被害の防止

警察と地域団体、行政等の連携により防犯活動を行
い、犯罪被害の防止に努めています。

犯罪被害の防止のための地域の障害者団体、福祉施設
との連携のあり方について検討します。

整理
番号

章 課題 項目 （計画策定時の）現状 （計画策定時の）施策の方向性
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第３次船橋市障害者施策に関する計画　【第６章　安全・安心】　平成２８年度進捗状況
今後の

評価 実績（平成27年度） 評価 実績（平成28年度） 方向性

Ａ

災害対策基本法の改正により、新たに避難行動要支援者名簿
作成に関して、名簿対象者の範囲や避難支援等関係者等につ
いて明記した。（平成28年2月修正）

A

地域防災計画に、継続して要配慮者への支援内容や取
組み、避難行動要支援者名簿作成等に関して明記して
いる。

継続 危機管理課

Ａ

災害対策基本法の改正に伴う避難行動要支援者名簿の作成等
に関連して、災害時要援護者対策推進委員会を３回開催し、
関係部局との連携、情報共有を図った。

A

災害対策基本法の改正に伴う避難行動要支援者名簿の
作成等に関連して、要配慮者対策推進委員会を２回、
要配慮者支援等作業部会開催を４回開催し、関係部局
との連携、情報共有を図り、災害時における職員行動
マニュアルの暫定版を作成した。

継続 地域福祉課

Ａ

既存の公共施設に設置されたオストメイト対応トイレは、災
害時でも使用することが可能であることから（水道水が使用
不可の場合でも排泄可能）、オストメイト対応トイレが設置
されていない地区の福祉避難所３施設に災害用オストメイト
専用トイレ（仮設用）の備蓄を行った。

A

災害時の要配慮者の避難支援を強化するため、避難所
となる小中学校に避難行動要支援者名簿を配備した。

継続 危機管理課

Ａ

災害時の要配慮者の避難支援を強化するため、障害者福祉施
設を運営する社会福祉法人と「災害時における要配慮者の受
入れに関する協定」を締結した。（3法人4施設）
また、船橋市老人福祉施設協議会とも同協定の締結に向け、
協議を行った。

A

災害時の要配慮者の避難支援を強化するため、船橋市
老人福祉施設協議会と「災害時における要配慮者の受
入れに関する協定」を締結した。

継続 危機管理課

Ａ

災害時の要配慮者の避難支援を強化するため、障害者福祉施
設を運営する社会福祉法人と「災害時における要配慮者の受
入れに関する協定」を締結した。（3法人4施設）
また、船橋市老人福祉施設協議会とも同協定の締結に向け、
協議を行った。

A

災害時の要配慮者の避難支援を強化するため、船橋市
老人福祉施設協議会と「災害時における要配慮者の受
入れに関する協定」を締結した。

継続 危機管理課

Ａ

ふなばし災害情報メールの登録について、広報ふなばしへの
掲載のほか防災指導や出前講座において周知・啓発を行っ
た。
また、光化学スモッグ注意報をFネット登録者に対し送信し
た。

A

昨年は光化学スモッグの発令はなかったが、今後あっ
た際にはＦネット登録者に対して送信する。
また、緊急通報装置の制度の周知を行った。
新規貸与数　４件 継続 障害福祉課

Ａ

要配慮者と支援者（町会・自治会、民生委員・児童委員等）
が顔の見える関係を構築するため、総合防災訓練の選択訓練
として、「安心登録カード登録者名簿」等を活用した要配慮
者安否確認訓練を実施した。※平成26年度より実施
また、災害時における要配慮者の受入れについて円滑な連携
がとれるよう、障害者福祉施設と防災MCA無線等による情
報伝達訓練を実施した。

A

要配慮者と支援者（町会・自治会、民生委員・児童委
員等）が顔の見える関係を構築するため、総合防災訓
練の選択訓練として、「安心登録カード登録者名簿」
等を活用した要配慮者安否確認訓練を実施した。※平
成26年度より実施
また、災害時における要配慮者の受入れについて円滑
な連携がとれるよう、協定を締結した障害者福祉施設
を運営する社会福祉法人に防災ＭＣＡ無線を設置し
た。

継続 危機管理課

Ａ

要配慮者と支援者（町会・自治会、民生委員・児童委員等）
が顔の見える関係を構築するため、総合防災訓練の選択訓練
として、「安心登録カード登録者名簿」等を活用した要配慮
者安否確認訓練を実施した。※平成26年度より実施
また、自主防災組織の結成促進や地域防災力を高めるために
地域防災リーダー養成講座を開催した。

A

要配慮者と支援者（町会・自治会、民生委員・児童委
員等）が顔の見える関係を構築するため、総合防災訓
練の選択訓練として、「安心登録カード登録者名簿」
等を活用した要配慮者安否確認訓練を実施した。※平
成26年度より実施
災害時の要配慮者の避難支援を強化するため、避難所
となる小中学校に避難行動要支援者名簿を配備した。
自主防災組織の結成促進や地域防災力を高めるために
地域防災リーダー養成講座を開催した。

継続 危機管理課

A

災害対策基本法の一部改正により、これまでの災害時要援護
者という位置づけが要配慮者、避難行動要支援者にそれぞれ
変わった。
これに伴い、市では平成２８年２月に船橋市地域防災計画
（以下、計画）を一部修正し、平成２４年度より整備してい
る災害時要援護者名簿の名称を避難行動要支援者名簿に改
め、名簿登載基準も一部見直した。
また、平成２８年３月に計画に基づく避難行動要支援者名簿
を作成し、名簿対象者へ市が保有する情報を地域（船橋市社
会福祉協議会、警察、消防団）に提供してもよいかどうかを
確認する文書を発送した。

A

平成２８年３月に送付した同意・不同意確認書により
同意した方の情報を同年１０月に市社会福祉協議会に
提供した。提供した情報は安心登録カード事業を通じ
て地域での「顔の見える関係づくり」に活用されてい
る。
平成２９年２月に船橋市地域防災計画に基づく避難行
動要支援者の新規対象者及び前年度未回答者に対して
同意・不同意確認書を発送した。
また、同意・不同意に関わらず、避難行動要支援者の
名簿を市内８２カ所の小・中学校に配備した。

継続 地域福祉課

A

ホームページ、防犯講座、各種制度案内、メール登録案内の
チラシ配布などにより、メール利用等の周知を図りました。

A

ホームページ、各種制度案内、メール登録案内のチラ
シ配布・庁舎内掲示などにより、メール利用等の周知
を図った。

継続
市民安全推

進課

A

関係機関と適宜情報共有を行い、犯罪被害防止の取り組みを
行いました。

A

関係機関と適宜情報共有を行い、犯罪被害防止の取り
組みを行った。

継続
市民安全推

進課

進捗状況（平成２８年度）
担当課

進捗状況（平成２７年度）
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整理
番号

章 課題 項目 （計画策定時の）現状 （計画策定時の）施策の方向性

231 6 3

１．消費者トラブルに関する情
報提供について

消費者庁や、国民生活センター等からの情報を元に、
広報紙や市のホームページ等により情報発信し、ま
た、くらしの情報の発行により消費者トラブルの予
防、早期発見、拡大防止に取り組んでいます。

消費者庁や、国民生活センター等からの情報は元よ
り、関係部署からの障害のある人に関する情報を入手
し、広報紙や市のホームページ、くらしの情報等によ
り情報提供を行い、消費者トラブルの予防、早期発
見、拡大防止に取り組みます。

232 6 3

２．消費者トラブルに関する関
係機関の連携

消費者庁、国民生活センター、千葉県、近隣市等との
連携により情報交換を行うことで、消費者トラブルの
防止や早期発見等に取り組んでいます。

関係部署との連携により、障害者団体を把握したうえ
で、今後の取り組みを検討します

233 6 3

３．消費生活相談体制の整備 消費生活センターで消費生活相談を実施しており、相
談受付は来訪や電話による受付で行っています。

現在行っている、障害のある人からの相談のほか、今
後、専門的な研修等が実施される際は、受講について
検討します。

234 6 3

４．消費者教育の推進 町会・自治会、学校等において、まちづくり出前講座
を実施、各会場に講師を派遣し、消費生活に役立つ知
識や情報を提供しています。

障害者施設等においてもまちづくり出前講座を実施す
ることにより、障害者等に対する消費者教育の推進に
努めます。
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第３次船橋市障害者施策に関する計画　【第６章　安全・安心】　平成２８年度進捗状況
今後の

評価 実績（平成27年度） 評価 実績（平成28年度） 方向性
進捗状況（平成２８年度）

担当課
進捗状況（平成２７年度）

A

広報紙や市のホームページ、くらしの情報において、最新事
案の情報提供を行い、消費者トラブルの予防、早期発見、拡
大防止に取り組んだ。

A

広報紙や市のホームページ、くらしの情報において、
最新事案の情報提供を行い、消費者トラブルの予防、
早期発見、拡大防止に取り組んだ。
◎広報紙による啓発６回
◎ホームページによる啓発６回
◎くらしの情報の発行３回

継続
消費生活セ
ンター

A

消費者庁、国民生活センター、千葉県、近隣市等との情報交
換を行い、消費者トラブルの防止や早期発見等に取り組ん
だ。

A

消費者庁、国民生活センター、千葉県、近隣市等との
情報交換を行い、消費者トラブルの防止や早期発見等
に取り組んだ。
◎千葉県消費生活センター連絡協議会への出席４回
◎千葉県研修会への参加７人
◎国民生活センター研修会への参加２人
◎全国中核市消費者行政協議会への出席２回

継続
消費生活セ
ンター

A

該当する相談はなかった。また、専門的な研修等の開催に関
する情報もなかった。

A

該当する相談はなかった。また、専門的な研修等の開
催に関する情報もなかった。
◎消費生活相談件数４,０２４件

継続
消費生活セ
ンター

A

障害者施設からの依頼はなかったが、特別支援学校からの依
頼により、高等部３年生４１人を対象に社会人になるに当
たっての消費者トラブルの注意点等について講義した。

A

障害者施設からの依頼はなかったが、特別支援学校か
らの依頼により、高等部３年生４１人を対象に社会人
になるに当たっての消費者トラブルの注意点等につい
て講義した。
◎まちづくり出前講座開催件数28件・参加者数2,004
人

継続
消費生活セ
ンター
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235 7 1

１．障害者差別解消法施行に向
けての取り組み

障害者差別解消法については、平成２８年４月１日に
施行されることとなっており、国の動向についての情
報収集を行っています。

　国の動向を踏まえ、障害者差別解消法施行に向けた
取り組みを行います。

236 7 1

２．権利擁護体制の検討 船橋市自立支援協議会にて権利擁護体制の検討を行っ
ています。

　船橋市自立支援協議会の権利擁護部会において、権
利擁護に関する課題を共有するとともに、差別の解消
及び権利擁護の推進を図ります。

237 7 1

３．障害者虐待防止ネットワー
クによる権利擁護の推進

　船橋市自立支援協議会・虐待防止対応連絡会議・個
別ケース会議の３階層の虐待防止ネットワークを構築
することにより障害者虐待防止のための関係機関との
連携協力を図っています。

　虐待防止対応連絡会議を活用し、障害者虐待の問題
解決を図っていくとともに、船橋市自立支援協議会に
虐待防止対応における審議状況を報告し、障害者虐待
に関する課題共有を図ります。

238 7 1

４．高齢者・児童虐待防止部門
との連携の推進

　障害者虐待防止のため高齢者・児童の虐待防止部門
との連携を図っています。

　高齢者・児童の虐待防止部門との連携を図ることに
より、障害者虐待防止を推進します。

239 7 1

４．高齢者・児童虐待防止部門
との連携の推進

　障害者虐待防止のため高齢者・児童の虐待防止部門
との連携を図っています。

　高齢者・児童の虐待防止部門との連携を図ることに
より、障害者虐待防止を推進します。

240 7 1

４．高齢者・児童虐待防止部門
との連携の推進

　障害者虐待防止のため高齢者・児童の虐待防止部門
との連携を図っています。

　高齢者・児童の虐待防止部門との連携を図ることに
より、障害者虐待防止を推進します。

241 7 1

４．高齢者・児童虐待防止部門
との連携の推進

　障害者虐待防止のため高齢者・児童の虐待防止部門
との連携を図っています。

　高齢者・児童の虐待防止部門との連携を図ることに
より、障害者虐待防止を推進します。

242 7 1

４．高齢者・児童虐待防止部門
との連携の推進

　障害者虐待防止のため高齢者・児童の虐待防止部門
との連携を図っています。

　高齢者・児童の虐待防止部門との連携を図ることに
より、障害者虐待防止を推進します。

243 7 1

５．障害者虐待防止センターに
よる権利擁護の推進

　障害者虐待防止センターにて、虐待に関する通報の
受付・相談を行うことにより、障害者虐待の早期発
見・予防に取り組んでいます。

　障害者虐待防止センターにおいて虐待の通報の受
付・相談を行うとともに、障害者虐待防止のための啓
発活動を行うことにより障害者虐待防止の取組を推進
します。

244 7 1

６．成年後見制度の利用の推進 ①必要となる費用を負担することが困難である人に対
し、後見人等の報酬等の全部又は一部を助成すること
により成年後見制度の利用を推進しています。

①障害者世帯の高齢化等により、成年後見制度の利用
の必要性が高まっていることを踏まえ、成年後見人の
報酬等の費用の助成を行い、成年後見制度の利用を推
進します。

245 7 1

６．成年後見制度の利用の推進 ①必要となる費用を負担することが困難である人に対
し、後見人等の報酬等の全部又は一部を助成すること
により成年後見制度の利用を推進しています。

①障害者世帯の高齢化等により、成年後見制度の利用
の必要性が高まっていることを踏まえ、成年後見人の
報酬等の費用の助成を行い、成年後見制度の利用を推
進します。

246 7 1

６．成年後見制度の利用の推進 ②船橋市障害者成年後見支援センターにて、障害のあ
る人の法人後見等の受託や、障害のある人及びその家
族に対して成年後見制度を利用するにあたっての電話
相談等を行うことにより成年後見制度の利用を推進し
ています。

②船橋市障害者成年後見支援センターにおいて、成年
後見制度に関する電話相談を行うとともに、市からの
依頼に応じて法人後見等の受託を行い、成年後見制度
の利用を推進します。

247 7 1

７．ふなばし高齢者等権利擁護
センター「ぱれっと」の利用の
推進

　船橋市社会福祉協議会が設置しているふなばし高齢
者等権利擁護センター「ぱれっと」にて、判断能力が
十分でない人に対し、福祉サービスの利用援助、日常
的な金銭管理などの日常生活自立支援事業を行ってお
り、その利用について周知を図っています。

　ふなばし高齢者等権利擁護センター「ぱれっと」が
実施している日常生活自立支援事業を周知し、利用を
推進します。

施策の方向性
整理
番号

章 課題 項目 （計画策定時の）現状
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第３次船橋市障害者施策に関する計画　【第７章　差別の解消等】　平成２８年度進捗状況
今後の

評価 実績（平成27年度） 評価 実績（平成28年度） 方向性

A

　市の職員が差別の解消の推進に取り組むための「障害を理
由とする差別の解消の推進に関する船橋市職員対応要領」を
策定した。
　広報ふなばしや障害者週間記念事業おいて周知啓発活動を
行った。

A

船橋市障害者差別解消支援地域協議会の設置準備を
行った。
広報ふなばしや障害者週間記念事業おいて周知啓発活
動を行った。 継続 障害福祉課

A

平成２７年度においては、権利擁護部会を２回開催し、障害
者虐待防止マニュアルの改訂、障害者虐待に関する緊急一時
保護を検討したほか、障害者差別解消法の取り組みについて
理解を深めた。 A

平成２８年度においては、権利擁護部会を３回開催
し、障害者虐待防止マニュアルの改訂、障害者差別解
消支援地域協議会の設置について協議した。

継続 障害福祉課

A

平成２７年度に虐待防止対応連絡会議を４回開催し、障害者
虐待案件の終結に関する適否の判断や困難ケースについて
諮った。また船橋市自立支援協議会に虐待防止対応における
審議状況を報告し、障害者虐待に関する課題共有を行った。 A

平成２８年度に虐待防止対応連絡会議を４回開催し、
障害者虐待案件の終結に関する適否の判断や困難ケー
スについて諮った。また船橋市自立支援協議会に虐待
防止対応における審議状況を報告し、障害者虐待に関
する課題共有を行った。

継続 障害福祉課

B

定期的に児童・高齢者・障害者に関する虐待防止等の会議に
出席し、情報把握と情報交換を行うと共に支援の必要な方に
対しては各機関と連携し、支援している。

A

定期的に児童・高齢者・障害者に関する虐待防止等の
会議に出席し、情報把握と情報交換を行うと共に支援
の必要な方に対しては各機関と連携し、支援してい
る。 継続 保健総務課

Ａ

　虐待に関する日常的な相談や緊急的な事案の出現などの連
携対応を強化することを目的とし、包括支援課、障害福祉
課、保健所保健予防課の３課（必要に応じて関係機関に参加
要請）から成る「３課による、虐待事例等に関する連絡会
議」を立ち上げた。
　当該連絡会議は、定例会を年に２回実施することを基本と
し、緊急的な事案については、臨時会を開催する。

A

包括支援課、障害福祉課、保健所保健予防課から成る
「３課による、虐待事例等に関する連絡会議」を平成
２８年度は定例会２回を開催し、緊急的な事案につい
ては適宜臨時会を開催した。 継続 包括支援課

A

船橋市障害者虐待防止対応連絡会議に、包括支援課、家庭児
童相談室及びこども発達相談センターの職員も参加し、虐待
案件について意見交換を行った。

A

船橋市障害者虐待防止対応連絡会議に、包括支援課、
家庭児童相談室及びこども発達相談センターの職員も
参加し、虐待案件について意見交換を行った。

継続 障害福祉課

Ａ

年４回開催される船橋市障害者虐待防止対応連絡会議に出席
し、情報共有及び連携を図った。

A

年４回開催される船橋市障害者虐待防止対応連絡会議
に出席し、情報共有及び連携を図った。

継続 家庭福祉課

Ａ

要保護児童の早期発見に努め、虐待かどうかの判断が難しい
ケースに備えて関係機関と連携を図った。

A

要保護児童の早期発見に努め、虐待かどうかの判断が
難しいケースに備えて関係機関と連携を図った。

継続 療育支援課

A

平成２７年度受理件数（虐待防止センター分）
２１件
虐待防止センターを中心に通報受付・相談を行った。また、
虐待防止のための啓発として平成２７年度はグループホーム
向け職員及び養護者向けの研修を実施した。

A

平成２８年度受理件数（虐待防止センター分）
１５件
虐待防止センターを中心に通報受付・相談を行った。
また、虐待防止のための啓発として平成２８年度は施
設職員向け及び養護者・学校関係者向けの研修を計２
回実施した。

継続 障害福祉課

A

制度の必要性のある方に対して、関係機関からの相談に応
じ、成年後見制度等の利用を図った。

A

制度の必要性のある方に対して、関係機関からの相談
に応じ、成年後見制度等の利用を図った。　平成２８
年度実績　市長申立：２件　報酬助成利用：１６件

継続 保健総務課

A

市長申立て　３件（後見２、保佐１）
報酬助成　　４件（在宅２、施設２）　計925,460円
本制度の利用を必要とする障害者について申立て、報酬の助
成を行った。 A

市長申立て　２件（後見２、保佐０）
報酬助成 ５件（在宅４、施設１） 計1,217,000
円
本制度の利用を必要とする障害者について申立て、報
酬の助成を行った。

継続 障害福祉課

A

平成２７年度の実績は、①相談件数が2,891件（知的1,886
件、精神924件、その他81件）、②法人後見の受任件数が
38件（補助5件、保佐23件、後見10件）となっている。

A

平成２８年度の実績は、①相談件数が3,537件（知的
2,371件、精神942件、その他224件）、②法人後見
の受任件数が51件（補助5件、保佐31件、後見15
件）となっている。 継続 障害福祉課

A

日常生活自立支援事業により高齢、知的障害、精神障害、身
体障害者の方々が福祉サービスを安心して利用できるように
お手伝いをし、自立した地域生活を送るために必要な支援を
行いました。また、定期的な訪問により、福祉サービス利用
援助（日常的な金銭管理等）をお手伝いすることで、高齢者
や障害者の方々が住み慣れた地域で生活できるように支援を
致しました。

A

日常生活自立支援事業により高齢、知的障害、精神障
害、身体障害者の方々が福祉サービスを安心して利用
できるようにお手伝いをし、自立した地域生活を送る
ために必要な支援を行った。また、定期的な訪問によ
り、「福祉サービス利用援助」（日常的な金銭管理
等）を提供することで、高齢者や障害者の方々が住み
慣れた地域で生活できるように支援をした。また、地
域包括・在支の合同会議に出席させていただき、本事
業の周知を行った。

継続 地域福祉課

担当課
進捗状況（平成２７年度） 進捗状況（平成２８年度）
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施策の方向性
整理
番号

章 課題 項目 （計画策定時の）現状

248 7 1

８．心のバリアフリーの推進 各学校において、人権教育、道徳教育、総合的な学習
の時間などを通して、心のバリアフリーについて理解
を進めています。また、市民のための講演会を開催
し、障害の知識と理解を深めています。

心のバリアフリーの推進のため、地域において学習の
機会を設けるとともに、各種のイベント等を通じて、
市民の理解を深めます。

249 7 1

８．心のバリアフリーの推進 各学校において、人権教育、道徳教育、総合的な学習
の時間などを通して、心のバリアフリーについて理解
を進めています。また、市民のための講演会を開催
し、障害の知識と理解を深めています。

心のバリアフリーの推進のため、地域において学習の
機会を設けるとともに、各種のイベント等を通じて、
市民の理解を深めます。

250 7 1

８．心のバリアフリーの推進 各学校において、人権教育、道徳教育、総合的な学習
の時間などを通して、心のバリアフリーについて理解
を進めています。また、市民のための講演会を開催
し、障害の知識と理解を深めています。

心のバリアフリーの推進のため、地域において学習の
機会を設けるとともに、各種のイベント等を通じて、
市民の理解を深めます。

251 7 1

８．心のバリアフリーの推進 各学校において、人権教育、道徳教育、総合的な学習
の時間などを通して、心のバリアフリーについて理解
を進めています。また、市民のための講演会を開催
し、障害の知識と理解を深めています。

心のバリアフリーの推進のため、地域において学習の
機会を設けるとともに、各種のイベント等を通じて、
市民の理解を深めます。

252 7 1

８．心のバリアフリーの推進 各学校において、人権教育、道徳教育、総合的な学習
の時間などを通して、心のバリアフリーについて理解
を進めています。また、市民のための講演会を開催
し、障害の知識と理解を深めています。

心のバリアフリーの推進のため、地域において学習の
機会を設けるとともに、各種のイベント等を通じて、
市民の理解を深めます。

253 7 2

１．職員への障害及び障害のあ
る人に関する理解の促進

①障害者差別解消法の施行に向け、職員に障害及び障
害のある人への理解を図る必要があります。

①障害及び障害のある人への理解を図るため、全庁的
な取り組みについて検討します。

254 7 2

１．職員への障害及び障害のあ
る人に関する理解の促進

②新規採用職員研修時に人権についての講話の時間を
設けるとともに、車いすや視覚障害者体験の実施、障
害者施設を含む福祉施設での実地体験を通じて、職員
に障害及び障害のある人への理解の促進を図っていま
す。

②新規採用職員研修の課目の中で、障害及び障害のあ
る人への理解の促進を図ります。

255 7 2

２．事業における合理的な配慮
の推進

障害のある人に対する配慮について、各課が独自に
行っています。

　障害及び障害のある人に対する配慮について、国に
おいて今後示される合理的な配慮を推進します。

256 7 2

３．選挙における障害のある人
への配慮の推進

投票所のバリアフリーなど投票環境の改善に努めてい
ます。

　投票環境の更なる向上及び障害のある人への配慮あ
る対応を図ります。

257 7 2

４．市議会の傍聴における障害
のある人への配慮の推進

議場傍聴席において車いす専用席の設置や手話通訳者
の派遣を行っています。

　市議会の傍聴における障害のある人への配慮を推進
します
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第３次船橋市障害者施策に関する計画　【第７章　差別の解消等】　平成２８年度進捗状況
今後の

評価 実績（平成27年度） 評価 実績（平成28年度） 方向性
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進捗状況（平成２７年度） 進捗状況（平成２８年度）

A

精神障害者に対する偏見、差別の解消及び正しい知識の普及
啓発を図るため、普及啓発講演会、船橋市精神保健福祉推進
協議会による小冊子の発行、こころの健康セミナーを実施。

A

精神障害者に対する偏見、差別の解消及び正しい知識
の普及啓発を図るため、普及啓発講演会、船橋市精神
保健福祉推進協議会による小冊子の発行、こころの健
康セミナーを実施。平成２８年度実績　普及啓発講演
会：１回　４２名　こころの健康セミナー：１回　１
０８名

継続 保健総務課

Ｂ

学校における学習は実施できていない。

B

学校における学習は実施できていない。

継続 障害福祉課

Ａ

市民のための講演会を開催し、発達障害への知識の普及と理
解の促進を図った。

A

市民のための講演会を開催し、発達障害への知識の普
及と理解の促進を図った。

継続 療育支援課

Ａ

学校訪問や要請訪問の際に，主に，道徳や特別活動，総合的
な時間における指導法の改善という面から指導と助言を行っ
た

Ａ

学校訪問や要請訪問の際に、主に、道徳や特別活動、
総合的な学習の時間における指導法の改善という面か
ら指導と助言を行った。

継続 指導課

Ａ

公民館の事業にて、ボランティア養成講座、介護予防教室
等、心のバリアフリーに関する学習機会の提供を行った。
平成27年度実績
実施館数：18館
参加者数：延べ18,913名

A

公民館の事業にて、ボランティア養成講座、介護予防
教室等、心のバリアフリーに関する学習機会の提供を
行った。前年度と比較し、実施館数が減少したもの
の、参加者数が増加したため、評価をAとした。
平成28年度実績
実施館数：14館
参加者数：延べ21,080名

継続 社会教育課

A

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する船橋市職員対
応要領」を策定し、職員の差別解消の取組みを推進してい
る。
障害者差別解消法についての所属長を対象とした全庁的な研
修を実施した。

A

障害者差別解消法についての全庁的な研修を実施し、
職員の障害及び障害のある人に関する理解の促進を
図った。

継続 障害福祉課

Ａ

新規採用職員研修2部課程において、講話「人権につい
て」、車いす操作及び視覚障害者体験、障害者福祉施設を含
む福祉施設における3日間の実地研修を187名の研修生に対
して実施した。 Ａ

新規採用職員研修2部課程において、講話「人権につい
て」、車いす操作及び視覚障害者体験、障害者福祉施
設を含む福祉施設における3日間の実地研修を231名
の研修生に対して実施した。 継続 職員課

A

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する船橋市職員対
応要領」を策定し、その中で合理的配慮の基本的な考え方や
具体例について示している。

A

障害者差別解消法についての全庁的な研修を実施し、
その中で合理的配慮の基本的な考え方や具体例につい
て説明した。

継続 障害福祉課

Ａ

　平成27年4月の統一地方選挙時に、市役所期日前投票所を
障害のある人への配慮ある対応を目的として設置。杖ホル
ダーや筆記用具の補助グリップ等を配置し、宣誓書や掲示紙
の文字を拡大。また、車いす用の記載台を多く配置し、配線
にも配慮した会場レイアウトとした。更に、保健師を配置
し、事務従事者へ毎朝趣旨説明し、接遇の指導を行った。
　また、当日投票所においても車いすの方でも投票がスムー
ズに行えるようスロープ等の設置が無い投票所に対し、仮設
設置を実施している。

A

平成２８年７月執行参議院議員選挙及び平成２９年３
月執行千葉県知事選挙時に障害のある人への配慮ある
対応を目的として当日投票所への仮設スロープ設置や
コミュニケーションボードの配置を行った。更に各期
日前投票所へ杖ホルダーや筆記用具の補助グリップ等
を配置し、宣誓書や掲示紙の文字を拡大。車いすの動
線に配慮した会場レイアウトとした。

継続
選挙管理委
員会事務局

A

本会議場傍聴席に車いす専用スペース3席分、ヘッドホン付
席10席、本会議場傍聴席及び第4・5委員会室に補聴器誘導
システムを設置している。
また、手話通訳の希望があれば派遣している。 A

本会議場傍聴席に車いす専用スペース3席分、ヘッドホ
ン付席10席、本会議場傍聴席及び第4・5委員会室に
補聴器誘導システムを設置している。
また、手話通訳の希望があれば派遣している。 継続 庶務課
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258
推進
体制

1

１．広報媒体などによる推進 障害者週間の時期にあわせて、広報ふなばし１面に障
害及び障害のある人に対する理解促進のための特集記
事を掲載しています。平成２５年度は、グループホー
ムで生活する障害者の１日を掲載し障害のある人に対
する理解の促進を図りました。

掲載内容について創意工夫するとともに市のホーム
ページ等を活用し、障害のある人への理解促進を図り
ます。

259
推進
体制

1

１．広報媒体などによる推進 障害者週間の時期にあわせて、広報ふなばし１面に障
害及び障害のある人に対する理解促進のための特集記
事を掲載しています。平成２５年度は、グループホー
ムで生活する障害者の１日を掲載し障害のある人に対
する理解の促進を図りました。

掲載内容について創意工夫するとともに市のホーム
ページ等を活用し、障害のある人への理解促進を図り
ます。

260
推進
体制

1

２．精神障害者に対する理解の
促進

船橋市精神保健福祉推進協議会主催のこころの健康セ
ミナーを年１回開催するほか、啓発用の小冊子を年１
回発行し、精神障害者に対する理解の促進や精神保健
福祉に関する正しい知識普及に努めています。また地
域での支援活動者や家族を対象とした講演会等を開催
しています。

講演会等の開催により、精神保健福祉に関する正しい
知識普及に努めるとともに船橋市精神保健福祉推進協
議会を通じて精神障害及び精神障害者の理解の促進を
図ります。

261
推進
体制

1

３．障害者週間記念事業の実施 １２月３日から９日の障害者週間の行事として、障害
のある人の作品展や映画の上映などを盛り込んだ障害
者週間記念事業を開催し、障害及び障害のある人への
理解の促進を図っています。

障害者週間記念事業を開催し、その中で身体障害者補
助犬の実演等の内容の充実を検討し、障害及び障害の
ある人への理解の促進を図ります。

262
推進
体制

2

１．交流保育の推進 定期的な交流保育を行うため、平成２５年４月から
「船橋市交流保育実施要領」を策定し、交流保育を
行っています。

療育施設の発達支援児と保育園児が地域の中で育ちあ
うことを目的とした、公立保育園と療育施設との交流
保育を行います。

263
推進
体制

2

１．交流保育の推進 定期的な交流保育を行うため、平成２５年４月から
「船橋市交流保育実施要領」を策定し、交流保育を
行っています。

療育施設の発達支援児と保育園児が地域の中で育ちあ
うことを目的とした、公立保育園と療育施設との交流
保育を行います。

264
推進
体制

2

２．地域交流の推進 小規模作業所が行うＪＲ船橋駅北口デッキ広場で生産
物販売や、地域活動支援センターが行う公園清掃、障
害福祉施設等で行われる行事等を通じ、地域交流を
行っています。

地域交流活動を推進するとともに、交流推進のための
広報活動も推進します。

265
推進
体制

2

３．特別支援教育振興大会の開
催

特別支援教育振興大会として、合同作品展、合同発表
会、教育講演会を開催しています。

特別支援教育振興大会を開催することにより障害及び
障害のある人の理解の促進を図ります。

266
推進
体制

2

４．障害福祉施設等との連携 船橋市障害福祉施設連絡協議会や船橋障がい者地域福
祉連絡会の会議に出席するなど障害福祉施設などとの
連携を図っています。

意見交換や要望を受けるとともに、行政の政策や方針
を積極的に発信していくことで連携を深めます。

267
推進
体制

2

５．学校教育における福祉教育
の推進

福祉教育推進校を中心に、地域での研究・実践を深め
ています。また、特別支援学校に在籍する児童生徒が
居住地の小・中学校の特別支援学級や通常の学級との
交流を行っています。

総合的な学習や特別活動の時間において福祉教育の内
容を取り上げるほか、体育行事や文化行事において交
流の場を設けます。

268
推進
体制

2

５．学校教育における福祉教育
の推進

福祉教育推進校を中心に、地域での研究・実践を深め
ています。また、特別支援学校に在籍する児童生徒が
居住地の小・中学校の特別支援学級や通常の学級との
交流を行っています。

総合的な学習や特別活動の時間において福祉教育の内
容を取り上げるほか、体育行事や文化行事において交
流の場を設けます。

269
推進
体制

2

６．生涯学習における福祉教育
の推進

身体障害者福祉センターの福祉講座やまちづくり出前
講座の実施により障害及び障害のある人への理解の促
進を図っています。

市民を対象とした福祉講座やまちづくり出前講座を実
施するとともに、小学生を対象とした福祉体験講座を
実施することで、障害及び障害のある人の更なる理解
の促進を図ります。

270
推進
体制

2

６．生涯学習における福祉教育
の推進

身体障害者福祉センターの福祉講座やまちづくり出前
講座の実施により障害及び障害のある人への理解の促
進を図っています。

市民を対象とした福祉講座やまちづくり出前講座を実
施するとともに、小学生を対象とした福祉体験講座を
実施することで、障害及び障害のある人の更なる理解
の促進を図ります。

整理
番号

章 課題 項目 （計画策定時の）現状 （計画策定時の）施策の方向性
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第３次船橋市障害者施策に関する計画　【推進体制】　平成２８年度進捗状況
今後の

評価 評価内容 評価 実績（平成28年度） 方向性

Ａ

平成27年度も障害者週間に合わせて12月1日号1～3面に障
害者の理解促進のための特集記事を掲載。内容は、障害者が
困る場面を例示し、声かけの方法など紹介した。

A

平成28年度も障害者週間に合わせて、12月1日号の１
～3面で障害者の理解促進のための特集記事を掲載。内
容はほじょ犬への理解、障害者への就労などを紹介し
た。 継続 広報課

Ａ

毎年障害者週間の時期にあわせて、広報ふなばし１面に障害
及び障害のある人に対する理解促進のための特集記事を掲載
している。

A

毎年障害者週間の時期にあわせて、広報ふなばし１面
に障害及び障害のある人に対する理解促進のための特
集記事を掲載している。

継続 障害福祉課

A

精神保健福祉に関連する医療・福祉･家族･関係機関の連携協
力のもと、事務局として協議会事業を実施し精神障害への理
解を得られるよう努めている。

A

船橋市精神保健福祉推進協議会主催のこころの健康セ
ミナーを年１回開催するほか、啓発用の小冊子を年１
回発行し、精神障害者に対する理解の促進や精神保健
福祉に関する正しい知識普及に努めた。また普及啓発
講演会として、地域での支援活動者や家族を対象とし
た講演会等を開催している。平成２８年度実績　普及
啓発講演会：１回　４２名　こころの健康セミナー：
１回　１０８名

継続 保健総務課

Ａ

毎年12月3日～9日の障害者週間にあわせて、記念事業を
行っている。
　　H25 来場者数　　１，１７０人
　　H26 来場者数　　　　２７０人
　　H27 来場者数　　　　６０３人

A

毎年12月3日～9日の障害者週間にあわせて、記念事
業を行っている。
　　H26 来場者数　　　　２７０人
　　H27 来場者数　　　　６０３人
　　H28 来場者数　　   １,０２２人

継続 障害福祉課

Ａ

療育施設より希望者を募り、各保育園が受け入れ、定期的に
交流を行った。

A

療育施設より希望者を募り、各保育園が受け入れ、定
期的に交流を行った。

継続
公立保育園

管理課

Ａ

療育施設の発達障害児のうち、希望者について、公立保育園
における交流保育を実施した。

A

療育施設の発達障害児のうち、希望者について、公立
保育園における交流保育を実施した。

継続 療育支援課

Ａ

地域における障害者理解の促進のため、ＪＲ船橋駅北口デッ
キでの販売会に際し、道路管理課に副申をしている。

A

地域における障害者理解の促進のため、ＪＲ船橋駅北
口デッキでの販売会に際し、道路管理課に副申をして
いる。

継続 障害福祉課

B

継続して行うことで、認知度が高まっている。合同発表会
は、７つの地域に分かれて開催した。

A

どの行事も継続して行っていることで、参加者が増え
てきている。教育講演会では、11４名の参加があり、
大変好評を得た。合同発表会は、7つの地域に分かれて
開催した。合同発表会、合同作品展に参加した方のア
ンケートでは、特別支援教育に関わる理解、関心が深
まったとの感想を得た。

継続
総合教育セ

ンター

Ａ

船橋市障害福祉施設連絡協議会や船橋障がい者地域福祉連絡
会の会議に出席し障害福祉施設などとの連携を図った

A

船橋市障害福祉施設連絡協議会や船橋障がい者地域福
祉連絡会の会議に出席し障害福祉施設などとの連携を
図った。

継続 障害福祉課

Ａ

総合的な学習の時間に，59校の小学校と12校の中学校が福
祉の内容を取り上げて実施した。学校訪問や要請訪問の学校
訪問や要請訪問の際に，主に，年間指導計画の立て方につい
て指導と助言を行った Ａ

総合的な学習の時間に、４９校の小学校と１５校の中
学校が福祉の内容を取り上げて実施した。学校訪問や
要請訪問の学校訪問や要請訪問の際に、主に、年間指
導計画の立て方について指導と助言を行った。 継続 指導課

A

総合的な学習の時間や特別活動の時間において、福祉教育の
内容を取り上げたり、特別支援学級設置校における交流及び
共同学習の機会を増やしたり、特別支援学校の居住地校交流
を行ったりした。 B

総合的な学習の時間や特別活動の時間において、福祉
教育の内容を取り上げたり、特別支援学級設置校にお
ける交流及び共同学習の機会を増やしたり、特別支援
学校の居住地校交流を行ったりした。 継続

総合教育セ
ンター

A

市民や福祉事業所等からの要請によりまちづくり出前講座を
実施した。平成２７年度は２回実施。
また、障害者の理解を推進する、小学生や大人向けの福祉体
験講座を実施した。 A

市民や福祉事業所等からの要請によりまちづくり出前
講座を実施した。平成28年度は２回実施。
また、市民や小学生を対象とした福祉体験講座を実施
することで、障害及び障害のある人の更なる理解の促
進を図った。
参加者数（延べ人数） 小学生福祉体験講座３０名、
一般市民向け福祉体験講座２５名

継続 障害福祉課

Ａ

まちづくり出前講座における障害に関する講座
平成27年度実績
講座数：1講座「障害福祉のあらまし」
実施回数：2回
参加者数：延べ24名

B

まちづくり出前講座における障害に関する講座を実施
した。前年度と同様の回数を実施したものの、参加者
数の減少に加え、実施回数が少なく、障害及び障害の
ある人の更なる理解を十分に促進できたとは考えられ
ないため、評価をBとした。
平成28年度実績
講座数：1講座「障害福祉のあらまし」
実施回数：2回
参加者数：延べ19名

拡大 社会教育課

担当課
進捗状況（平成２７年度） 進捗状況（平成２８年度）
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整理
番号

章 課題 項目 （計画策定時の）現状 （計画策定時の）施策の方向性

271
推進
体制

2

７．身体障害者補助犬の啓発 　身体障害者の円滑な社会活動を推進するため、身体
障害者補助犬法の啓発を行い、制度に対する理解と浸
透を図っています。

　広報ふなばしや障害福祉のしおり、障害者週間記念
事業での身体障害者補助犬の実演などを通じ、身体障
害者補助犬に対する理解と浸透を図ります。

272
推進
体制

3

１．ボランティアの養成 身体障害者福祉センターの福祉体験講座や、ふなばし
市民大学校のボランティア入門学科の講座によるほ
か、船橋市社会福祉協議会や精神保健福祉推進協議会
とも連携してボランティア養成講座を開催するなどボ
ランティアの養成を図るほか、ボランティア養成の支
援を行っています。

福祉体験講座、点字講習会や手話講習会等を実施する
などボランティアの養成を図り、関係機関と連携し、
ボランティアの養成の支援を行います。

273
推進
体制

3

１．ボランティアの養成 身体障害者福祉センターの福祉体験講座や、ふなばし
市民大学校のボランティア入門学科の講座によるほ
か、船橋市社会福祉協議会や精神保健福祉推進協議会
とも連携してボランティア養成講座を開催するなどボ
ランティアの養成を図るほか、ボランティア養成の支
援を行っています。

福祉体験講座、点字講習会や手話講習会等を実施する
などボランティアの養成を図り、関係機関と連携し、
ボランティアの養成の支援を行います。

274
推進
体制

3

１．ボランティアの養成 身体障害者福祉センターの福祉体験講座や、ふなばし
市民大学校のボランティア入門学科の講座によるほ
か、船橋市社会福祉協議会や精神保健福祉推進協議会
とも連携してボランティア養成講座を開催するなどボ
ランティアの養成を図るほか、ボランティア養成の支
援を行っています。

福祉体験講座、点字講習会や手話講習会等を実施する
などボランティアの養成を図り、関係機関と連携し、
ボランティアの養成の支援を行います。

275
推進
体制

3

１．ボランティアの養成 身体障害者福祉センターの福祉体験講座や、ふなばし
市民大学校のボランティア入門学科の講座によるほ
か、船橋市社会福祉協議会や精神保健福祉推進協議会
とも連携してボランティア養成講座を開催するなどボ
ランティアの養成を図るほか、ボランティア養成の支
援を行っています。

福祉体験講座、点字講習会や手話講習会等を実施する
などボランティアの養成を図り、関係機関と連携し、
ボランティアの養成の支援を行います。

276
推進
体制

3

１．ボランティアの養成 身体障害者福祉センターの福祉体験講座や、ふなばし
市民大学校のボランティア入門学科の講座によるほ
か、船橋市社会福祉協議会や精神保健福祉推進協議会
とも連携してボランティア養成講座を開催するなどボ
ランティアの養成を図るほか、ボランティア養成の支
援を行っています。

福祉体験講座、点字講習会や手話講習会等を実施する
などボランティアの養成を図り、関係機関と連携し、
ボランティアの養成の支援を行います。

277
推進
体制

3

１．ボランティアの養成 身体障害者福祉センターの福祉体験講座や、ふなばし
市民大学校のボランティア入門学科の講座によるほ
か、船橋市社会福祉協議会や精神保健福祉推進協議会
とも連携してボランティア養成講座を開催するなどボ
ランティアの養成を図るほか、ボランティア養成の支
援を行っています。

福祉体験講座、点字講習会や手話講習会等を実施する
などボランティアの養成を図り、関係機関と連携し、
ボランティアの養成の支援を行います。

278
推進
体制

3

１．ボランティアの養成 身体障害者福祉センターの福祉体験講座や、ふなばし
市民大学校のボランティア入門学科の講座によるほ
か、船橋市社会福祉協議会や精神保健福祉推進協議会
とも連携してボランティア養成講座を開催するなどボ
ランティアの養成を図るほか、ボランティア養成の支
援を行っています。

福祉体験講座、点字講習会や手話講習会等を実施する
などボランティアの養成を図り、関係機関と連携し、
ボランティアの養成の支援を行います。

279
推進
体制

3

１．ボランティアの養成 身体障害者福祉センターの福祉体験講座や、ふなばし
市民大学校のボランティア入門学科の講座によるほ
か、船橋市社会福祉協議会や精神保健福祉推進協議会
とも連携してボランティア養成講座を開催するなどボ
ランティアの養成を図るほか、ボランティア養成の支
援を行っています。

福祉体験講座、点字講習会や手話講習会等を実施する
などボランティアの養成を図り、関係機関と連携し、
ボランティアの養成の支援を行います。

280
推進
体制

3

１．ボランティアの養成 身体障害者福祉センターの福祉体験講座や、ふなばし
市民大学校のボランティア入門学科の講座によるほ
か、船橋市社会福祉協議会や精神保健福祉推進協議会
とも連携してボランティア養成講座を開催するなどボ
ランティアの養成を図るほか、ボランティア養成の支
援を行っています。

福祉体験講座、点字講習会や手話講習会等を実施する
などボランティアの養成を図り、関係機関と連携し、
ボランティアの養成の支援を行います。

281
推進
体制

3

２．ボランティア登録の推進 ボランティア活動の促進のため、ボランティアセン
ターやNBFクラブなどのボランティア登録を推進して
います。

ボランティア活動を推進するため、ボランティア登録
を推進します。またボランティア希望者とボランティ
ア派遣先との調整を行います。

282
推進
体制

3

２．ボランティア登録の推進 ボランティア活動の促進のため、ボランティアセン
ターやNBFクラブなどのボランティア登録を推進して
います。

ボランティア活動を推進するため、ボランティア登録
を推進します。またボランティア希望者とボランティ
ア派遣先との調整を行います。

283
推進
体制

3

２．ボランティア登録の推進 ボランティア活動の促進のため、ボランティアセン
ターやNBFクラブなどのボランティア登録を推進して
います。

ボランティア活動を推進するため、ボランティア登録
を推進します。またボランティア希望者とボランティ
ア派遣先との調整を行います。
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第３次船橋市障害者施策に関する計画　【推進体制】　平成２８年度進捗状況
今後の

評価 評価内容 評価 実績（平成28年度） 方向性
担当課

進捗状況（平成２７年度） 進捗状況（平成２８年度）

Ａ

広報ふなばしや障害福祉のしおり、障害者週間記念事業での
補助犬の実演を行った以外に、市役所庁舎内、公民館や出張
所に補助犬ステッカーの掲示を行った。

A

広報ふなばしや障害福祉のしおりへの掲載、障害者週
間記念事業での補助犬の実演を行った。また、市が所
管する全ての施設に補助犬ステッカーの掲示状況を確
認し、希望のあった施設にステッカーを配付した。 継続 障害福祉課

A

船橋市地域活動支援センターの協力を得ながら、精神保健福
祉推進協議会の事業により精神保健福祉ボランティア養成講
座を実施しており、講座の中で市内病院や事業所の協力によ
り、実習を実施するなどボランティア養成を行ている。 A

船橋市地域活動支援センターの協力を得ながら、精神
保健福祉推進協議会の事業により精神保健福祉ボラン
ティア養成講座を実施しており、講座の中で市内病院
や事業所の協力により、実習を実施するなどボラン
ティア養成を行った。

継続 保健総務課

A

中学生ボランティア養成講座をはじめ、市民協働課と連携
し、中学生～大学生を対象にした夏のボランティア体験の開
催、また、小中学校へ出向き車いす体験や高齢者疑似体験、
視覚障害者体験などの福祉教育に力を入れました。 A

中学生ボランティア養成講座をはじめ、市民協働課と
連携し、中学校～大学生を対象にした夏のボランティ
ア体験の開催、福祉用具貸し出しや車いす体験、高齢
者疑似体験、視覚障がい者体験などの福祉教育を小学
校23校、中学校3校に行った。

継続 地域福祉課

A

障害者を理解し協力することを小学生向け、大人向けの福祉
体験講座や点字講習会や手話講習会を通じてボランティアへ
の足掛かりとする。

Ａ

障害者を理解し協力することを小学生向け、一般市民
向けの福祉体験講座や点字講習会や手話講習会を通じ
て啓発し、ボランティアへの足掛かりとした。
参加者数（延べ人数） 小学生福祉体験講座３０名、
一般市民向け福祉体験講座２５名、点字講習会１５３
名、手話講習会９６９名

継続 障害福祉課

Ａ

ふなばし市民大学校まちづくり学部ボランティア入門学科の
授業において、福祉、ボランティアの現状やボランティア実
践者の体験談等の学習を提供した。
平成27年度実績
授業回数：35回
修了者数：22名

A

ふなばし市民大学校まちづくり学部ボランティア入門
学科の授業において、福祉、ボランティアの現状やボ
ランティア実践者の体験談等の学習を提供した。修了
者数が増加したため、評価をAとした。
平成28年度実績
授業回数：35回
修了者数：26名

継続 社会教育課

Ａ

船橋市社会福祉協議会との共催により中学生ボランティア養
成講座（内容：視覚障害理解・聴覚障害理解・福祉施設体
験・災害ボランティア体験）を開催した。（全3日間）

A

船橋市社会福祉協議会との共催により中学生ボラン
ティア講座（視覚障害理解、聴覚障害理解、福祉施設
体験、災害ボランティア体験）を全3日間で開催した。

継続 中央公民館

A

市民の力活用事業「障がい者スポーツボランティア講座」
（薬円台公民館）を開催し、障がい者スポーツのボランティ
ア実習とスポーツ交流を行った。

A

市民の力活用事業「障がい者スポーツボランティア講
座」（薬円台公民館）パートⅡを開催し、2016リオ
パラリンピックで活躍したボッチャに関する障がい者
スポーツのボランティア実習とスポーツ交流を行っ
た。また大会の視察を通して生で銀メダリストの素晴
らしい技術を見ることができた。

継続 東部公民館

Ｄ

関係団体等からのボランティア養成講座について、公民館と
の共催等の要望はなかった。要望の際にはその都度配慮を行
う。

D

実施していない。

継続 西部公民館

B

地域ボランティア講座として、地区社会福祉協議会と共催に
て主に既存ボランティアの育成支援として実施した。
連続講座内の１講座として福祉体験講座を実施したが、参加
者からのボランティアの活動報告等を受けていない。 D

実績なし。

継続 北部公民館

D

関係機関と連携した講座の開催でなければ、公民館単独での
講座の開催は難しい。
ただし、ボランティア養成について障害者支援団体等関係機
関の要望があれば、その都度、支援を行なうべきものと考え
る。

D

ボランティア養成について、講座の開催等の実施には
至っていない。
公民館単独での講座の開催は難しいと思われ、障害者
支援団体等関係機関の要望があれば、その都度、支援
を行いたい。

継続
高根台公民

館

A

精神保健福祉推進協議会の事業により精神保健福祉ボラン
ティア養成講座を実施しており、講座の中で市内ボランティ
ア組織の体験談を盛り込んだり、ボランティアセンター職員
によるボランティア登録の案内を実施している。 A

精神保健福祉推進協議会の事業により精神保健福祉ボ
ランティア養成講座を実施しており、講座の中で市内
ボランティア組織の体験談を盛り込み、ボランティア
センター職員によるボランティア登録の案内を実施し
た。

継続 保健総務課

A

船橋市ボランティアセンターの登録者数はボランティアグ
ループ206団体で4,020名、個人248名、合計4,268名と
なっています。
その他被災地で活動する災害ボランティア75名、主に市外
で活動するボランティア25名、助け合い活動等の有償ボラ
ンティア等の活動団体32団体のボランティア保険加入手続
きも行いました。

A

船橋市ボランティアセンターの登録数はボランティア
グ ル ー プ 204 団 体 3,960 名 、 個 人 298 名 、 合 計
4,258名となっている。
また、上記の他に、被災地で活動する災害ボランティ
ア122名・市外を中心に活動するボランティア33名、
助け合い活動などの有償ボランティア等の活動団体66
団体のボランティア保険加入手続きを行った。

継続 地域福祉課

Ａ

船橋市在住の障害者等・障害者団体からのボランティア依頼
についてボランティア団体（NBFクラブ）と派遣可否につい
て調整。平成27年度は15件の依頼を受理。

Ａ

船橋市在住の障害者等・障害者団体からのボランティ
ア依頼について、ボランティア団体（NBFクラブ）と
派遣可否について調整。平成２８年度は１４件の依頼
を受理した。 継続 障害福祉課
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整理
番号

章 課題 項目 （計画策定時の）現状 （計画策定時の）施策の方向性

284
推進
体制

3

３．ボランティア活動の支援 市民活動サポートセンターにて利用登録団体に打合せ
スペースの提供や情報発信の支援をしています。また
市民公益活動公募型支援事業やボランティア団体等と
協力して事業を行っているほか、ボランティア活動に
対しての支援を行っています。

市民活動サポートセンターにおいてボランティア活動
を支援するほか、ボランティア団体等と協力しての事
業の実施や、ボランティア活動に対しての支援を行い
ます。

285
推進
体制

3

３．ボランティア活動の支援 市民活動サポートセンターにて利用登録団体に打合せ
スペースの提供や情報発信の支援をしています。また
市民公益活動公募型支援事業やボランティア団体等と
協力して事業を行っているほか、ボランティア活動に
対しての支援を行っています。

市民活動サポートセンターにおいてボランティ活動を
支援するほか、ボランティア団体等と協力しての事業
の実施や、ボランティア活動に対しての支援を行いま
す。

286
推進
体制

3

３．ボランティア活動の支援 市民活動サポートセンターにて利用登録団体に打合せ
スペースの提供や情報発信の支援をしています。また
市民公益活動公募型支援事業やボランティア団体等と
協力して事業を行っているほか、ボランティア活動に
対しての支援を行っています。

市民活動サポートセンターにおいてボランティ活動を
支援するほか、ボランティア団体等と協力しての事業
の実施や、ボランティア活動に対しての支援を行いま
す。

287
推進
体制

3

３．ボランティア活動の支援 市民活動サポートセンターにて利用登録団体に打合せ
スペースの提供や情報発信の支援をしています。また
市民公益活動公募型支援事業やボランティア団体等と
協力して事業を行っているほか、ボランティア活動に
対しての支援を行っています。

市民活動サポートセンターにおいてボランティ活動を
支援するほか、ボランティア団体等と協力しての事業
の実施や、ボランティア活動に対しての支援を行いま
す。

288
推進
体制

3

４．障害福祉団体への支援 障害のある人の社会参加や社会的自立の促進を図るた
め、障害のある人の地域社会への参加や福祉の向上に
寄与している、障害福祉団体が実施する事業を支援す
るとともに、活動に要する事業費の一部を助成してい
ます。

障害福祉団体の活動に要する事業費の一部を助成する
など支援を行い、障害のある人の社会参加及び社会的
自立の促進を図ります。
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第３次船橋市障害者施策に関する計画　【推進体制】　平成２８年度進捗状況
今後の

評価 評価内容 評価 実績（平成28年度） 方向性
担当課

進捗状況（平成２７年度） 進捗状況（平成２８年度）

A

打合せスペースの提供などの支援だけでなく、サポートセン
ター運営協議会と協力し、研修会などの事業を実施した。

A

打合せスペースの提供などの支援だけでなく、サポー
トセンター運営協議会と協力し、研修会などの事業を
実施した。

継続 市民協働課

B

事業実施に関してボランティア団体に協力を得て実施してお
り、年間１回定期的に意見交換会を行っている。

B

事業実施に関してボランティア団体に協力を得て実施
しており、年間１回定期的に意見交換会を行ってい
る。

継続 保健総務課

A

安心安全にボランティア活動が行えるよう、ボランティアセ
ンター登録者に対してのボランティア保険加入の手続きや船
橋市市政功労表彰などに推薦を行いました。また、ボラン
ティア活動を希望する方に対しては情報発信や相談を受ける
ほか、依頼者側から受けた活動のコーディネートを新規で
211件行いました。

A

安心安全にボランティア活動が行えるよう、ボラン
ティアセンター登録者に対してのボランティア保険加
入手続きや船橋市市政功労表彰などへ推薦を行った。
また、ボランティア活動を希望する方に対しては情報
発信や相談を受けるほか、依頼を受けて285件の新規
コーディネートを行った。

継続 地域福祉課

Ａ

毎週水曜日にNBFクラブとマッチング会議を開催。障害福祉
課ではボランティア案件の紹介、登録ボランティア員向けの
勉強会等を企画している。

A

毎週水曜日にNBFクラブとマッチング会議を開催。障
害福祉課ではボランティア案件の紹介、登録ボラン
ティア員向けの勉強会等を企画している。

継続 障害福祉課

Ａ

障害福祉団体が行う自主事業の経費の一部に対し、補助金を
交付した。

A

障害福祉団体が行う自主事業の経費の一部に対し、補
助金を交付した。平成28年度決算額：1,659,000円

継続 障害福祉課
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289 成果目標 1 計画相談支援の利用者数 １－１－２
障害者　101人／月
障害児　0人／月
（平成25年度）

290 成果目標 1 計画相談支援の利用者数 １－１－２
障害者　101人／月
障害児　0人／月
（平成25年度）

291 成果目標 2 訪問系サ－ビスの利用時間 １－２－１
18,088時間／月
（平成25年度）

292 成果目標 3 日中活動系サ－ビスの支給決定者数 １－２－１
51,063日／月
（平成25年度）

293 成果目標 4 施設入所者の地域生活への移行者数
１－２－１
１－２－６

48人
（平成17～25年度）

※平成17年10月1日から平成25年度末までの地域移行数

294 成果目標 5 グル－プホ－ム利用者数
１－２－１
１－２－６

217人／月
（平成25年度）

295 成果目標 6 障害児通所支援利用日数 １－３－２～４
3,922日／月
（平成25年度）

296 成果目標 7 母子健康手帳発行時の保健師の面接率 ２－５－３
73.3%

（平成25年度）

297 成果目標 8 特定健康診査受診率（国民健康保険加入者） ２－５－６
47.7%

（平成25年度）

298 成果目標 9 特定保健指導実施率（国民健康保険加入者） ２－５－６
25.8%

（平成25年度）

299 成果目標 10
特別支援学級設置校数①知的障害特別支援学級②自閉
症・情緒障害特別支援学級

３－１－４
①33校
②6校

（平成25年度）

300 成果目標 11 障害者向けの合同面接会の参加者 ４－１－５ 81人（平成25年度）

301 成果目標 12
船橋市及び船橋市教育委員会、医療センタ－の障害者雇
用率

４－１－６

市：2.30％
教育委員会：2.66％
医療センタ－：1.92％

（平成25年度）

302 成果目標 12
船橋市及び船橋市教育委員会、医療センタ－の障害者雇
用率

４－１－６

市：2.30％
教育委員会：2.66％
医療センタ－：1.92％

（平成25年度）

303 成果目標 12
船橋市及び船橋市教育委員会、医療センタ－の障害者雇
用率

４－１－６

市：2.30％
教育委員会：2.66％
医療センタ－：1.92％

（平成25年度）

304 成果目標 13 一般就労への年間移行者数 ４－２－１～５ 80人（平成25年度）

305 成果目標 14 就労移行支援の利用者数 ４－２－１～５ 176人（平成25年度）

306 成果目標 15
バリアフリ－化された市内鉄道駅の数①段差解消②転落
防止

５－２－１
①32駅
②17駅

（平成25年度）

307 成果目標 16
高齢者や障害をもった人も出かけやすいまちだと思う人
の割合

５－２－１～３
５－３－１～７

16.7%（平成25年度）

（計画策定時の）現状
（直近の数値）

整理
番号

項目
該当箇所

(第２部各論
章－課題－項目)
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第３次船橋市障害者施策に関する計画　【成果目標】　平成２８年度進捗状況

計画策定時（平成26年2月）

評価 実績（平成27年度） 評価 実績（平成28年度） 目標

B 障害者　552人／月 B 障害者　585人／月 拡大 障害福祉課
障害者　1,396人／月
障害児　607人／月
（平成29年度）

Ｂ 障害児　64人／月 B 障害児　205人／月 拡大 療育支援課
障害者　1,396人／月
障害児　607人／月
（平成29年度）

A 20,571時間／月 A 20,842時間／月 継続 障害福祉課 22,169時間／月（平成29年度）

A 57,302日／月 A 62,339日／月 継続 障害福祉課
63,490日／月
（平成29年度）

B 8人 B ８人 継続 障害福祉課
19人

（平成29年度）

A 251人 A 293人 継続 障害福祉課
275人／月

（平成29年度）

Ａ 8,069日／月 B 10,062日／月 拡大 療育支援課
9,733日／月
（平成29年度）

Ａ 75.5% A 78.8% 継続 地域保健課
80%

（平成32年度）

Ｂ 48.9% B 48.5％（暫定値） 拡大
健康づくり

課
60%

（平成29年度）

B 29.5％ B 26.9％（暫定値） 拡大
健康づくり

課
60%

（平成29年度）

A
①35校
②6校

A
①37校
②8校

継続
総合教育セ
ンター

①40校
②20校

（平成32年度）

A 94人 A 85人 継続 商工振興課 151人（平成32年度）

A 市：2.32% A 市：2.34% 拡大 職員課 法定雇用率の遵守（平成32年度）

Ａ 教育委員会：2.20% A 教育委員会：2.32% 拡大 教育総務課 法定雇用率の遵守（平成32年度）

Ａ 医療センタ－：2.28％ Ａ 医療センタ－：2.33％ 継続
医療セン
ター

法定雇用率の遵守（平成32年度）

B 92人 B 92人 継続 障害福祉課 160人（平成29年度）

B 179人 B 179人 継続 障害福祉課 307人（平成29年度）

A
①34駅
②24駅

A
①35駅
②28駅

継続 道路計画課
①35駅
②35駅

（平成32年度）

D
―

※実績については平成30年度市
民意識調査にて調査予定

D
―

※実績については平成30年度市
民意識調査にて調査予定

継続 健康政策課 25%（平成30年度）

担当課

進捗状況（平成２７年度）

今後の
方向性

進捗状況（平成２８年度）
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（計画策定時の）現状
（直近の数値）

整理
番号

項目
該当箇所

(第２部各論
章－課題－項目)

308 成果目標 17
近隣・地区公園の都市公園における園路及び広場、駐車
場、便所のバリアフリ－化率

５－２－３

園路及び広場：64％
駐車場：71％
便所：58％
(平成25年度）

309 成果目標 18 特定道路におけるバリアフリ－化率 ５－３－４～５ 63.3%（平成25年度）

310 成果目標 19 駅周辺の放置自転車等の台数 ５－３－６ 7,514台（平成25年度）
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第３次船橋市障害者施策に関する計画　【成果目標】　平成２８年度進捗状況

計画策定時（平成26年2月）

評価 実績（平成27年度） 評価 実績（平成28年度） 目標

担当課

進捗状況（平成２７年度）

今後の
方向性

進捗状況（平成２８年度）

Ａ
園路及び広場：73％

駐車場：71％
便所：67％

A
園路及び広場：73％

駐車場：71％
便所：67％

継続 公園緑地課

園路及び広場：91％
駐車場：100％
便所：100％
(平成32年度）

A 86.1%（整備率） A 86.1%（整備率） 継続 道路維持課 100%（平成32年度）

A 4,341台 A 7,524台 継続 都市整備課 7,000台（平成32年度）
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